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日仏経済学会会長鈴木宏昌

私たちの日仏経済学会は今年で設立50年目を迎えた。日仏会館に所属する5Oあまりの日仏関連
学会の中でも指折りの伝統を持つ学会になった。この節目の機会を記念して、2010年10月2日
には、日仏会館において、日仏経済シンポジウムを開催した。フランスから雇用分野の大家
J・Freyssinet氏（パリ第一大学名誉教授）を招き、「フランスの失業と雇用政策:30年の軌跡」と題
する基調講演が行われた。その後、この学会の精神的な主柱である西川潤（早稲田大学名誉教授）に
よる基調講演「ポスト経済成長時代の豊かさとは？一新成長戦略を批判する」がなされた。民主党政
権の成長戦略そのものへの根本的な批判であった。その後、4人の一流研究者によるパネル・ディス
カッション「新しい日仏経済学交流のパースペクティブ」が行われた。多くの会員が参加したので、
盛り上がったシンポジウムになったように思われた。

また、本年の3月には、パリ13大学にて第10回日仏経済学会議が開催された。これは2008
年の日仏経済学会議に続くもので、日本からも多くの研究者が参加した。フランスからはレギュラシ
ォン学派の大御所であるR.Boyer,P.Petit,B.Coriatなどが参加し、活発な議論が展開された。その報告
のいくつかが今回のBulletinに載せられている。3月の会議を組織し、論文の翻訳の手配をしていただ
いた井上泰夫会員には、この場を借りて、心から謝意を表したい。
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さて、日仏経済学会にとって、充実した1年ではあったが、今後の学会の展望になると、それほど
楽観的にはなりにくい。他の日仏関連学会と同様に、会員の高齢化や世代交代の難しさがある。この
問題の根底には、フランスを専門としたり、フランス語を使える研究者の層が極端に減っていること
にある。多くの日本の大学院では、フランス語を勉強する学生の数が減り、その結果として、フラン
スに興味を持つ研究者が少なくなっている。個人的には、英語全盛の時代になったというより、知識
の窓口としての外国語を習得し、国際面で活躍しようとする若い世代の研究者が少なくなった結果と
考えている。本当に困った傾向である。

I

また、わが国の研究者養成の以外にも、日仏の経済学交流を難しくしている問題がある。すなわち、
フランス経済やフランス経済学界が置かれた立場の変化である。少々 、ここで、日仏経済学会誕生し
た頃と今日との違いを振り返ってみよう。1960年のフランスはドゴールが大統領に就いて間もな
く、政治的には混乱していた。ドゴールは、かねてからの懸案事項であるアルジェリア戦争の終結と
旧植民地問題の解決を精力的に目指していた時期である。国内の政治的．社会的な混乱にもかかわら
ず、サルトル、カミュ、シモン・ド・ボーボワール、レイモン．アロンなどが華々 しく活躍していた。
経済学の面では、F･ペルーが学際的かつ動学的分析を提唱し、多くの研究者の注目を集めていた。
また、F.Braudelの思想の流れを汲むAnnales学派などが国際的にもプレステイージュを持っていた。
その当時、日本はまだ貧しい発展途上国であったので、日仏経済学会を組織し、フランスの経済学者
あるいはフランス独自の経済思想を日本に紹介することは大いに意味があった。また、この頃には、
経済思想史や経済史の分野でフランスを専門とする人も多かった。

50年後の今日、日仏関係に大きな地殻変動があったと言わざるをえない。まず、フランスの経済
や文化の占める位置が相対的に大きく後退した。フランスは欧州主要国の一つであることは間違いな
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日仏経済学会BUTJRTIN第27号いが、経済的にも、政治的にも、EU体制のなかに深く組み込まれ、単独で独自性を打ち出すほどの国
力はなくなった。経済学の面でも、レギュラシォン学派など独創的な流れはあるが、その影響力はフ
ランス国内においてすら、かなり限られている。1970年代以降、抽象化されたミクロ・モデルを
使う新古典派（アメリカの？）がさまざまな経済学の専門分野を支配し、多くの国で、研究活動の主
流となっている。もっとも、アメリカ流の主流派経済学に対する批判としては、フランスは多くの分
野で、発信基地として一定の役割を維持しているように思われる。

2010年

目次

I

その一方、日本は、1980年代には日本モデルあるいはトヨタ生産方式として、世界の注目を集
めたが、1990年代以降の経済の低迷、そして政治の混乱により経済大国としての地位を失いつつ
ある。他方、隣国中国や韓国がその猛烈な経済成長を背景として、世界のNo.2として存在感を強めて
いる。こうして見ると、今後、経済学の分野での日仏学術交流はかなり困難が伴うことが予想される
パネル・デイスカションで、矢後会員が指摘したように、「中級国家」である日仏両国にとって共通
の問題（金融危機、社会保障、地球の温暖化、持続的成長など）をテーマにして研究者交流を進める
のが現実的であろう。ただ、そのためには、（若手の）日本の研究者が積極的に国際的な研究グルー
プに入り、国際的な研究活動することが求められる。ただ、内向き志向が強い私の学生たちを見てい
ると、国際面で活躍してくれそうな、元気で若い研究者がたくさん出てくるようには思われない。こ
れは停年間近のわたしの錯覚であって欲しいと願っている。
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経済成熟時代の豊かさとは何か？

-GNPから社会進歩への転換一

西川潤

早稲田大学名誉教授

方で、世界でも指折りの一人当たりGDPを数え

るようになったこの国では、少子高齢化時代を迎

え、一方では福祉コストがかさんでくる反面、労

働力は相対的に緊迫化し、労働費用が高まり、資

本蓄積の余裕が少なくなってきた。

日本に先立って成熟経済化した欧米ではやや事

情が異なる。ヨーロッパ諸国は、1990年代以

降、EU形成による市場拡大と生産要素の自由移

動を通じて、革新を生み出し、低成長期にも3～

4％の経済成長を経験している。世界に核とドル

のカサをはりめぐらすアメリカは、世界からの資

金流入の受け手となり、IT革命や宇宙開発・新

エネルギー開発に力を入れ、これも年率3～4％

の経済成長を1990～2000年代に実現した。

しかし、1990年代のグローバリゼーション以

降、多国籍企業の資金のだぶつきと飽くことない

利潤拡大衝動から、2007～8年には世界金融

恐慌が起こり、先進国の中成長も一頓挫したこと

は、わたしたちの記憶に新しい。

これまで、先進国は経済成長の結果、人びとに

豊かさをもたらすと信じられてきた。今でも、こ

の神話に基いて、膨大な労働力の流れが、南の国

から北の先進国をめざしている。ところが、この

先進国では、経済成熟時代に入り、今までのよう

に、高い経済成長、利潤の拡大をめざすと、バブ

ルが生じ、大きな経済困難を経験するという悪循

環が生まれている。

つまり、GNPの増加追求だけでは、先進国で

は人びとの豊かさを保障することができなくなっ

はじめに

産業革命以来､人類は豊かさを求め､資本蓄積、

生産力の増大に努めてきた。日本も明治維新以来、

このような豊かさを求め、輸出による市場拡大、

生産力の増大を追求してきた。生存維持水準以上

の余剰はほとんどが資本蓄積に向けられ、そこか

ら生み出されるモノの豊かさ(wealth,amuence)

は、一人当たりGNP,GDPの増加で測られてき

た。

資本の蓄積は先ず、イギリスを始めとするヨー

ロッパが「世界の工場」化することで進められ、

次いで第一次世界大戦ころからはアメリカが工業

中心地として台頭した。資本蓄積の必要から、帝

国主義体制による植民地分割、次いで、強行的な

資本蓄積がもたらした過剰生産、市場獲得競争を

経て、第二次世界大戦が起こったが、大戦後は、

経済復興と民主主義的市場拡大の黄金期を経て、

「世界の工場」はアジアへとシフトした。

こうして、欧米諸国、次いでアジアの中で最初

に工業中心地化した日本は、1980年ころから

成熟経済化をすすめた。経済成長期には年率1

0％の一人当たりGDP増加を誇った日本も、2

次の石油ショック、欧米先進国との経済摩擦の時

代を経て、1990年代以降は、年率1～2%の

低成長時代に入っている。

この低成長には十分な根拠がある。つまり、日

本が輸出拡大によって獲得している余剰の大半は

アメリカの債券市場か、途上国への直接投資に流

れ、国内の蓄積には向けられなくなっている。他

1



ているのである。

先進国クラブのOECDでは、ここ十数年、成

熟経済国ではGNP以外の豊かさを測る指標を開

発し、新しい豊かさ、生活の豊かさを目的とする

必要があるのではないか、という発想が生まれて

きた。

このような発想に基いて、OECDは2004

年に､イタリアのシシリア島パレルモ市で｢統計、

知識と政策」世界フォーラム(WorldForumon
Q

Statistics,KnowledgeandPolicy)を開催し、先

進国が追求すべき新しい豊かさ、社会進歩とは何

か、を専門家を集めて議論するようになった。こ

の最初の世界フォーラムが、スローライフを象徴

すると見られるイタリア南部のパレルモで開催さ

れたことには意味がある。つまり、先進国の人び

とは､GDP=豊かさと考える従来の固定観念を脱

して、新しい社会進歩の方向を模索するようにな

ったのである。

第二回の世界フォーラムは2007年、トルコ

のイスタンブールで開催された。ここにも西欧に

とって、アジアの智恵から学ぼうとする意欲が見

てとれる。この会議を経て、フランスのサルコジ

大統領のイニシアチブにより、世界経済フォーラ

ム（政治家や実業家らのダボス会議）の「社会進

歩を測定する」(BenchmarkingProgressin

Society)部会の協力も得て、OECDの諮問機関

として、ノーベル賞経済学者のジヨセフ・ステイ

グリッツとアマーテイア・センを共同座長とした

専門家たちの委員会が設立され、「経済達成度と社

会進歩をどう測定するか」(Measurementof

EconomicPerformanceandSocialProgress)に

関する報告書（ステイグリッツ、セン及び委員会

の責任者でフランスの政治学研究所教授ジャンー

ボール・フイトウシ3人の頭文字をとり、SSF

報告書と略称）を作成することになった。20余

人の専門家を集め、一年余の集中的な審議を経て

完成したこの報告を基調報告として、2009年

10月、韓国の釜山市で、世界から1000余人

の専門家を集めて、第三回のOECDフォーラム

が開催された。筆者もこの会議に招かれ、1週間

の討議に参加した。

本論では、先ず、「社会進歩を測る」問題が、先

進国でクローズアップされてきた背景、次いで、

スティグリッツ＝セン報告で何が問題とされてい

るかを眺めよう。これらの検討を経て、GNPに

代わる生活の豊かさをどう測るかについての、わ

たしたちの知識の現状が整理できるだろう。最後

に、今日先進国で必然となっている新しい豊かさ

がどのような内容を持つかについて、全体の議論
をまとめることにしたい。

1社会進歩とは何か？

最初に、豊かさの概念について整理を行ってお
こう。

冒頭に述べたように、今日まで、豊かさとは、
モノの豊かさ、生産力の拡大を意味し、その指標
は一人当たりのGNP,GDPであった。今日でも
多くの発展途上国では、中国を始め、人びとはこ
のようなモノの豊かさを追求している。
しかし、先進国では次第に人びとは、このよう

なモノの豊かさに満足しなくなっている。
また、モノの豊かさが必ずしも人びとの心の豊

かさを保障するものでもないということに人びと
は気付き始めているようだ。

I

図1日本：一人当たりGDPと生活満足度(1981～2005年）
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(備考）1.内閣府｢国民生活選好度鯛盃｣､｢国民経済計算確報｣(1993年以前は平成14年確報､1996年以後は平成
18年確報)､総務省｢人口推断｣により作成。

2．「生活満足度｣は｢あなたは生活全般に潤足していますか｡それとも不満ですか｣と尋ね､｢満足してい
る｣から｢不満である｣までの5段階の回答に､｢満足している｣＝5から｢不満であるj=1までの得点を与
え､各項目ごとに回答者数で加重した平均得点を求め､満足度を指穏化したもの。

3.回答者は、全国の15霞以上75鰹未潤の男女（｢わからない｣、「無回答」を除く)。
(出所）『国民生活白害」平成20年度版:1-3-1図

図1は、内閣府の調査によるものだが、198

7年ころから、一人当たりGDPの上昇にもかか

わらず、国民の生活満足度はかえって低下してい

ることを示している。

これは実は、先進国にある程度共通して言える

現象であり、アメリカの場合は、1940年時か

ら1990年に至る半世紀間に、一人当たりGD

Pは6000ドルから20，000ドルへと3倍

以上に増えている(1987年固定価格)のに対し、

人びとが「自分は幸福だ」(Vexyhappy)と考え

る度合いは、7．5から7．2へと低下している(完

全な満足度は10．0）（図2)。

アメリカの現象を調べたレーンは(Lane2000)、

所得上昇に伴う人びとの価値観の多様化や所得の

限界効用の逓減等の理由を検討しながらも、 (1）

教育に伴う機会格差の拡大、（2）雇用、（3）人

びとの相互に労り合う扶助、ケア関係の欠如、を

アメリカ国民の不満感増大の原因として考えてい

る。レーンの研究が表れて10年、この間にグロ

ーバリゼーションの進展により、貧富や機会の格

差は拡大し、雇用問題も好転せず、むしら労働市

場における弱者の立場の不安定化が目立つように

なっている。マネーがマネーを生む「食欲資本主

義」（オバマ大統領）が横行するなかで、金融危機

が起こり、テロや生活の不安に人びとが脅かされ

る状態が続いている。アメリカや日本など、一人

当たりGDPが4万ドルを越える国で、人びとの

幸福感が増大しているようには見えない。
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図2アメリカ：－人当たりGDPと「幸福度」
（1940～90年）

幸福度指数ドル(1987年固定価格）

このような価値観の変化に対し、政府の政策が

必ずしも対応できなかったこと、また、1990

年代以降のグローバリゼーションの荒波のなかで、

貧富格差、NEET増加、雇用問題の悪化等が目

立つようになったこと、これらによって、日本人

の生活満足度も、1984年の3．6をピーク

（5．0が完全満足度）として、近年では低下の

一途をたどっているように見える。

これまで、幸福、豊かさ、生活の豊かさ、満足

度、社会進歩等いくつかの言葉を使ってきたが、

ここで、これらの用語を定義しておくことにしよ

う。

従来、日本は、人間の豊かさを表す言葉として

は富（英語でwealth,先ほど引いた2ffiuenceは

「富裕」で、過剰感を含意する）福祉(welfare)

という言葉が使われてきた。

富とは「集積した財貨」（『広辞苑』）を意味し、

「権勢」といった言葉とも結びついた言葉である。

近代社会は、アダム・スミスの『国富論』が指向

したように、このような「モノ」の富を集めるこ

とを目的とした。そのために、個人の効用を追求

し、最大化することが人間の倫理であるとする個

人主義的効用哲学も発達した。だが、Wealthと

はもともとは「良い状態」を指し、この意味は、

イギリスで庶民にとってのよい国、理想的な国を

指すCommonwealth(後に「英連邦」として用い

られる)という言葉に残っている。

福祉とは、「公的扶助による生活の安定」（『広辞

苑』）を意味し、良い状態(wellness)をつくり出

すことを意味する。政府の介入を示唆する言葉で、

「福祉国家」が20世紀前半の資本主義国の大き

な政策目標になった。

豊かさとはこれら富や福祉や良い状態の総称だ

が、「生活の豊かさ」(well-being)というとき、

それは、現代における福祉理論の発展から出てき

た用語である。この生活の豊かさという言葉は、

モノの豊かさ、与えられる福祉に対立する言葉で、

個人にとっての良い状態を指している。これを理

論化したのが、2001年にノーベル経済学賞を

受けたアマーティア・センだが、センは、福祉国

家が解体を始めた1970年代に、豊かさの概念

を、モノの豊かさから心の豊かさへと切り替える

作業を行った。

福祉国家の解体自体は、2つの原因を持つ。一

つは、帝国主義体制や南北間の不平等貿易の上に

成り立っていた福祉国家が2次の石油ショック、

南の世界の脱植民地の努力によって成り立たなく

なったことがある。原燃料の価格が上昇を始めた。

他方では、福祉国家の少子高齢化により、福祉費

用の上昇、生産年令労働力の相対的減少が生じ、

福祉国家を維持できなくなったことがある。

こうした時点にあって、センは、「豊かさ」の反

対概念としての「貧困」を、人間能力が諸種の事

情により発現出来ない状態、人権が剥奪されてい

る状態と解釈した。この解釈が正しいとすれば、

豊かさとは人間能力（ケーパビリテイ）が次第に

発現していく状態、自由が拡大していく状態と解

釈できる。これが、「生活の豊かさ」であり、人間

の「良い生き方」の状態である。従って、生活の

豊かさには、教育や医療。保健等、人間にとって

の基本的な必要(BasicHumanNeedsBHN)が

実現していくと共に、人間の社会参加を通じての

能力拡大、生き甲斐の側面が含まれている。ここ

に初めて、「豊かさ」が物的な側面と同時に、精神

的な側面を含むことが説明できるようになった。

本論で扱う｢豊かさ」とはこのようなWen-bemg

を指していることをお断りしておきたい。スティ

グリッツ＝セン委員会の報告は、この発想に立っ

ており、2009年秋に出版された仏語版は

『Richessedesnationsetbien-etredes

individus｣(諸国民の富と個人の生活の豊かさ）

と題されており、従来の「富」概念から、生活の

豊かさ、良い生き方へと、豊かさの概念の重点を

シフトさせるべき時期が来たことを示している。

これに対して、政府の世論調査で使われている

「生活の満足度」(satisfaction)「充足度」

8.0
－

7.8

$20,000
1人当たりGDP1人当たりGDP7.6

7.4

幸福度指数7.2 $6,000

7.0

6.8

194019501960197019801990年

(備考)U.S.GovemmentBureauoIEconomicAnalysis,．'Staiistical
AnalysisoftheUnnedStatesl995,Washington,D.C.による。

、厨Velyhappy･指数を避軸にとった。

(出所)R.E.Lane,777eLossofHaPPjnessjnMarkefDemoclacﾉeSi
YaleUniversityPress,2000,p､5

日本ではもう一つ、興味深い政府の世論調査

がある。それは、内閣府が毎年実施している国民

生活に関する世論調査で、この中に、「今後の生活

において、物の豊かさと心の豊かさのどちらをあ

なたは重視しますか？」という問いがある。

1972年から今日まで毎年続けられているこ

の調査によれば(図3)、1980年ころまで、「物
の豊かさ」を重視する人が、「心の豊かさ」を重視
する人を上回っていたが、それ以降一貫して、「心
の豊かさ」を重視する人が、前者を上回るように
なり、近年では後者が6割を占めるのに対し、前
者が30％を切るようになっている。

図3日本：「心の豊かさ｣と｢物の豊かさjどちらを重視するか？（1972～2008年）

備考）1.内閣府『国民生活に関する世践鵬査jにより作錘
2「今後の生活において、物の里かさか心の■かさかに関し
て．次のような2つの考え方のうち、あなたの考え方に近
いのはどちらでしょうか：〈ア〉物質的にある程度昼かに
なったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活を
することに重きをおきたい、,イ：章だまた物質的な面で
生活を豊かにすることに霊きをおきたい』との問いに対す
る回答者の割合

3．「物質的にある程度豊かになったので、これかうは心の昼
かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」ば
『心の墨かさ」とし、『まだまだ物質的な面で生活を量かに
することに重きをおきたい」は「物の貝かさ』とする‘ま
た、『どちらともいえない』は『一概にいえない』とする倉

4．「わからない』の割合は掲戦を茜酪
出所、内閣府大臣官房政府広報室r国民生活に間する世驍鯛査」平成21年6月
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(suHiciency)、「幸福度」(happmess)はいずれも、

アンケートによる主観的な尺度である。それらは

主観的な豊かさを示すものの、客観的な豊かさを

示すものではない。ただし、主観的な豊かさの尺

度、満足度や幸福度が下がっていること自体は、
それを導く社会的､心理的な諸要因があるわけで、

表1豊かさに関する主要用語

客観性高 =(wealth)

豊かさの内実に立ち入るための一次的アプローチ
として、本論では使用している。

さて、主要用語の説明を終えたので、次にSS
F報告書の内容を検討することにしよう。
その前に主要用語を客観性一主観性の順番に整

理すると、表’のようになる。

聿観件高

福祉(welfare)

生活の豊かさ、良い生き方(wen-bemg)
満足度(satisfaction)、充足度(sufhciency)
幸福度(happiness)

(出所）筆者作成

社会進歩(socialprogress)とは、これら豊か
さに関する諸概念間のバランスがとれている状態
と言ってよいだろう。富が大いに蓄積されていて

も、人びとの幸福感がそれに応じて高まっている
どころか、かえって低下しているような社会は、
決して社会進歩を実現しているとは言えないので
ある。

2生活の豊かさの諸条件

スティグリッツ＝セン報告は、最初に、なぜこ
の報告書作成の必要があったか、について説明し
ている。

これは、前述のように、従来、富や社会進歩の
指標とされてきたGNP,GDP指標が必ずしも
社会進歩を表現するものではない、との認識が広
まってきたことを背景とするのだが、SSF報告
は、1990年代のグローバリゼーシヨン以降、
次の現象が広がってきた事情を重視している。
第一は、欧米社会で、そして世界的に、社会格

差や弱者の「排除」(exclusion)と呼ばれる現象
が拡大してきたことである。グローバリゼーショ

6
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ン期に、巨大企業による買収。合併(M&A)、そ
れに伴う雇用の合理化は進んだが、同時に安定的
な職は限定されるようになり、雇用不安が広がり、
女性や何らかのハンディキャップを持つ（あるい
は持つと見なされた）人が労働市場で周辺化する
ようになった。外国人移住労働者との摩擦問題も
頻発し、人種対立・外国人排斥問題も再燃する。
この社会的排除問題は、社会安定にプラスに働く
ものではない。GNPは増大しても、社会が不安
定化したのでは、社会進歩とは言えない。
第二は、今の経済繁栄が、世界的なエネルギー
需要の増大､CO2等の温室ガス排出の急激な増加
と地球温暖化など環境破壊の進展、災害増大等を
伴い、けっして「持続可能な発展」と結び付かな
いとの反省である。環境悪化による開発コストの
増大や、また、経済成長を維持するための政府赤
字支出の増大は、将来世代に大きな負担を及ぼし
ている。人口が増大しつつある世界で、このよう
な環境悪化、環境危機の進展は、将来にわたって
深刻なグローバル問題を引き起こすことにつなが
りかねない。こうした持続的な開発、発展の見通

－－－ － － － － －

し悪化に関する危機感が、OECD諸国に分け持た

れるようになった。現在の国民所得の測定方式で

は、このような環境悪化、環境危機のコストや将

来世代に及ぼす負担が考慮されていないので、「適

当なコンパス」(p.9)を開発する必要性がある、

と報告書は指摘する。

そして、2007～8年の金融・経済危機がこ

れらの危機感に追い討ちをかけた。金融・経済危

機は、絶えざる利潤追求、業績顕示、売上増大、

株価引き上げなどの、個人主義的蓄積追求衝動に

基くものであった。その結果は、破産、失業、購

買意欲の沈滞、デフレ等が世界に広がる結果とな

った。これは、持続可能な発展の道ではない。安

定的な社会関係、環境との共生を視野に入れた経

済社会発展、つまり社会進歩のためには、GDPに

とどまらない社会指標を先進諸国が協調して策定

し、こうした指標の共通の実現のために努力して

いかなければならない。

このような認識に立ち、委員会は、従来のGDP

の役割、限界を評価し、OECD加盟国が新しい共

通の社会指標、環境指標を開発出来る前提条件を

整備するために、報告書を起草した。この報告書

は、政治家、行政担当者、研究者や統計担当者、

市民諸団体を対象として書かれたものだが、その

主要な関心事は、従来の「富」を対象とした豊か

さの測定から、

人びとの「生活の豊かさ」、「良い生き方」

(wen･being)を視野に入れた経済社会指標をど

う開発していくか、ということにある。このよう

な良い生き方が、さまざまな資本ストック（天然

資源、物的資本、人間資本、社会資本）にかかっ

ている以上、これら資本ストックの測定、持続可

能性をも考慮に入れる必要がある、と報告書は述

べている。

こうして、SSF委員会は、①古典的なGDPの

限界問題､②生活の質､③持続可能な開発と環境、

の3作業部会を設け、それぞれのテーマに沿って

た。これらの勧告の要点は次のとおりである。

先ず、第一には、今日の経済においては、経済

生産の問題を測定するばかりでなく、人びとの良

い生活を測定することに重点を置くべきである、

ということである。今日まで政府や統計当局は、

生産増大に関心を集中させてきたが、もつと所得

や消費の問題に関心を移し、家計の視点や、生活

水準の問題を重視していく必要がある。（勧告1～
3）

第二に、生活の質をどう「社会進歩」の指標に

入れていくかについては、次のような提案がなさ

れている。

（1）分配や不平等の側面を重視すること。一

人当たりGDP等、平均値が高くても、

富や所得や消費や機会が不平等であれば、人びと

の不満は拡大し、良い生活を実現しているとは言

えない。これら分配の問題を考慮するためには、

平均値ばかりでなく、中位値（測定値を小さい方

から並べた場合、真中にくる値で、分布の両端の
値の大小に影響されない、

日本の勤労者世帯の貯蓄額の場合、2008年度

に平均値は1680万円だが、中位値は995万

円になる）を出す等、統計的に工夫を凝らす必要

がある。また、社会の最底辺の世帯の生活状態が

見えるような指標を工夫することが望ましい。（勧
告4，7）

（2）非市場経済活動が、現国民経済計算には

含まれていない。その最たるものは、家

事労働だが、これらを正当に経済社会活動に考慮

していく必要がある。それは、女性の年金再評価

等、ジェンダー格差の改善にもつながる。豊かな

生活を追求するために、労働時間が減り、レジャ
ー時間が増えるとき、GDPは増えるとは限らない

が、必ずしも貨幣収入の増大につながらないレジ

ャー時間増大も、良い生活を生活目的とするなら

ば、プラスの要因として考慮されるべき項目であ

ろう。また、余暇を地域活動やNPO活動にささ

集中的に検討を行った結果を12の勧告にまとめげるとき、今の経済計算では豊かさは増えないが、

7
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これらは人間生活を豊かにする要因であると当然

考えられる。（勧告5）

（3）良い生活は必ずしもGDPのような一元

的指標では測れない。むしろ、良い生活

とはかなりの程度多元的である。

この多元性の例としては、例えば、①物的生活

水準（所得、消費、富＝資産)、②健康、

③教育、④仕事を含む個人的活動、⑤政治的発言

権やガバナンス（統治の様態）への参加、⑥社会

的なつながりや人間＝社会関係、⑦環境（現在の

環境、また将来にわたって予測される人間と環境

の関係)、⑧経済的、または物理的な不安定、など

がある。これらはそれぞれ、人間の能力拡大に直

接関連し、人びとの生活の豊かさの内実を構成す

る要因であると言える。これら諸要因間の相関関

係（例えば､民主主義と生活の安定､等）につい

ても調査研究が必要である。（勧告6，8）

（4）これら客観的、主観的な「良い生き方」

を測定するために、統計当局はさらに統

計ツールを洗練、開発して、行政や市民の参考に
供することが求められる。（勧告9，10）

第三に、持続可能性の測定については、グリー

ンGDP(GDPから、環境汚染や環境悪化

分を減価した概念），エコロジカル・フットプリ

ント（人間活動が環境に与える負荷を、資源の再

生産や環境浄化に必要な土地面積で現す概念で、
国際NGOの世界自然保護基金

(WWF)が毎年発行する『生きている地球』報告
書で示されている)､カーボン｡フットプリント(温
室効果ガスの排出量を、個人、家庭、企業、地域
等について示す)等､色々な試みがなされている。
SSF報告書は､これらの試みを比較評価した上で、
OECD諸国が早期に、経済的、あるいは物理的に
有用な環境指標を定めて、政策指針とすることを
勧告している。（勧告11，12）

これらが､SSF委員会報告書の勧告の要点だが、
これまでの社会指標の試みと比べて、いくつか、
新しい点がある。

8

第一は、OECDは既に1970年代から社会指

標の開発をすすめ、加盟各国がそれぞれ共通の指

針に沿って、社会指標を開発し、定期的に発表し

てきた。日本でも経済企画庁（当時）が指標開発

にあたり、当初「社会指標｣、次いで「国民生活指

標」として、1980年代に実用化した。この指

標は、更に改良され、1992年から99年（平

成11年度）まで、「新国民生活指標」(People's
LifelndicatorsPLI)として公表されてきた。こ
れは、「我が国が－人当たり国民所得では世界のト
ップクラスたる一方､”豊かさを実感できない“と
の指摘がなされた」ことに答えて、「豊かさを非貨
幣的な指標を中心に、多面的にとらえ」ることを
目的として作成されたものである｡PLIは、「公正」
「自由」「快適」「安全・安心」の4つの生活評価
軸に従い、住む、癒す、遊ぶ、学ぶ、交わる、育
てる、費やす、働くの8つの領域について、20
0余の指標を集め、これらを合成して、国民生活
における豊かさの実態をとらえようとしたもので
ある。PLIは、時系列と水平軸の双方で見ること
ができるが、例えば、全国一の高所得を誇る東京
よりも、－人当たり所得では全国平均か、それ以
下の北陸四県の方が生活バランスがとれ、「住みよ
い」地域であることを示すなど、生活の豊かさを
GDP以外の基準で見る興味深い手掛かりを提供
していた。しかし、2001年、小泉改革で、経
済企画庁が内閣府に統合されると共に、PLIも
発表されなくなった｡今の時点でPLIを見ると、
経済成長に遅れた社会基盤整備の面での指標を集
め、上述のSSF委員会報告の勧告5，6,8に
含まれるようなソフト面での指標が弱いうらみが
ある。環境面に関する関心も見当たらない。これ
からの日本で、景気回復のみならず、国民生活の
豊かさの充実をはかっていくとすれば、PLIの
再編、再公表が不可欠となるにちがいない。
第二に、国際的にGDPに頼らない社会指標と
して用いられているものに、国連開発計画(UN
DP)が、1990年から発表している「人間開発

’一一一＝言 嘱 謬一一庫＝“
I ---_■■r-－－－－－－－－－－－－－

指数」(HumanDevelopmentIndexHDI)がある。

HDIは、センのケーパピリティ欠如が貧困の根

本にあるという問題提起を受けて、ケーパビリテ

イ開発を開発援助の基準としてとることにして、

これを「人間開発」と呼んでいる。HDIでは、

健康（期待寿命)、教育（識字率と就学年数)、実

質所得のそれぞれの指標から指数を合成している。

国際開発援助でHDIは、ひろく用いられている

概念だが、ここでも、上記勧告に挙げられた「生

活の豊かさ」を測る諸要因の多くは、導入されて

いない。

もっとも開発協力では、生きるか死ぬか、飢え

や貧困が緊急の問題であり、SSF委員会勧告の

ような社会指標を整備しても、直接の効用は薄い

との批判もあろう。また、政治的自由度や民主的

ガバナンスの議論は南の発展途上国にはなじまな

いとの反論もなされよう。実際UNDP自身が1

990年代に、HDIに続き、政治的自由度指標

(PohticalFreedomlndexPFI)を数年発表した

が､途上国の猛反発によって撤回した経緯がある。

この意味では、今回のSSF報告書に沿い、先

ず、OECD諸国で「生活の豊かさ」指標が整備

されていけば、それが南の国にもよいデモンスト

レーション効果を持つことは十分考えられる。

このSSF報告書の先駆となるものは、国連大

学の世界開発経済研究所で発行された『The

QuahtyofLifも』(ed.byM.C.NussbaumandA.

Sen,Oxford,ClarendonPress,1993)である（本

書の第一部のみ邦訳され、『クオリティー。オブ。

ライフー豊かさの本質とは－」という題で、里文

出版から出版されている)。これは、ケーパビリテ

イ拡大という観点に立って、生活の質を測る必要

を議論したもので、スエーデンの例をとって、B

HN関連指標と経済リソース関連指標、客観的指

標と主観的指標、また、これらを統合する必要等

が議論されている。この時点から20年近くを経

て、SSF委員会では、これまでOECD諸国が

開発してきた社会指標を踏まえ、更に、分配、公

9

正、非市

先進諸国

結びに

場活動、環境等を統合した指標の開発を

に勧告したと言える。

グローバリゼーション時代に、世界的に社会

分裂（格差拡大、貧困増大）や環境破壊が進む

さなか、これらの問題に対応するためには、単

にGDPだけで経済を見るのでは不十分であり、

「生活の質」「生活の豊かさ」を示す考え方、そ

れに沿った指標が必要になっている事情を見た。
それは、先進諸国で進展している人びとの価値

観の多様化、GNP増加にもかかわらず進む不
満感の拡大、社会的排除や孤立への恐れや不安
感、生き甲斐への欲求に為政者が答えるために
も必要な方向である。

本論で見た「生活の豊かさ」の条件とは、第
一にはBHN等、人間の基本的な必要の充実で
ある。第二には、先進諸国でグローバリゼーシ

ョンと共に進む社会分裂の克服とそのための市
民参加、公共圏の拡大である。第三には、環境
との共生の努力である。そして、第四には、人
びとの満足度の拡大(NPO,ボランティア活
動や社会連帯を通じての）である。

ここ数年、政府が発行する『国民生活白書』
は実際、このような方向での「生活の豊かさ」
つくりの方向を大まかに描き出している。すな

わち、平成16年版では、市民参加による「新
しい公共」形成の方向が示され、同18年版で
は「多様な可能性に挑める社会に向けて」とい
う題で、市場経済化時代の社会的脱落者や不遇
な人びとのとってのケーパビリティ拡大をすす
める政策手段、人生設計の選択多様化の可能性
を議論した。平成19年版では「つながりが築
く豊かな生活」という題で、家族、職場、地域
等の場での社会連帯と「生活の豊かさ」の関連
が分析された。また、平成20年版では、「ゆと
りと成熟した社会」が展望されている。

PLIの実績を持ち、国民生活の豊かさ実現

←-－－－
｜
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について明確な展望を持つ日本は、現在OEC

Dの場で進む「社会進歩」の概念の再検討、「良

い生活」の実現をめざす社会指標作りについて

大きな貢献をすることが可能だろう。

ところが驚くべきことに、昨年9月のOEC

D釜山フォーラムに､一部の研究機関を除いて、

厚生労働省、経済産業省など、日本政府の責任

者の姿は見えなかった。アメリカをも含めて、

他のOECD諸国から閣僚級が出席したのと比

べて、落差が際立った。世界的に、マネー経済

の弊をただし、「真の豊かさとは何か」「社会進

歩とは何か」を問い直す努力が始まっている現

在、日本はこの流れから取り残されているよう
に見える。

今からでも遅くはない。経済成熟時代の日本

は､新しく社会の質的発展､豊かな生活の実現、

（参考文献）

J.E・Stiglitz,A・SenandJ-RFitoussi,Report
bytheCommissionontheMeasurementof

EconomicPerfbrmanceandSocialProgress,
WWW・stiglitzu･sen-ftoussi・金

本報告書は、現在はOECDの上記HPで見る
ことができる。本年5月には，

"MismeasuringOurLives:WhyGdpDoesn't

AddUP''という題で、NewPressより英語版が
刊行される。

社会進歩の道を見出そうとする先進諸国の努力

に協力して、自らも中断している国民生活指標

の改良、それを政策ツールとしての国民一人一

人の良い生活の実現（能力、生き甲斐の拡大）

に努力していくべきである。低成長時代の日本

はGDP増加を国家目的としたのでは、国民の

生活満足度を高めることはできない。むしろ、
不満感が高まるだけである。ましてや従来繰り
返されてきたばらまき補助が国民の良い生活に
つながることはあり得ない。国民の生き甲斐を
どう高めるかをしっかりと視野に入れた、新た
な社会発展の目標を設定する時期が到来してい
るのである。

R､.Lane(2000),TheLossofHappinessio
MWPemocracies,YaleUniversiifPreso
内閣府国民生活局『国民生活白書』平成16

年版、国立印刷局

内閣府国民生活局『国民生活白書』平成18，
19，20年版、時事画報社
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長期的に見た日本の外国人労働者問題と

労働市場の2重構造

はじめに

経済発展に関する文献では、日本は資源が少な

い、孤立した東洋の島国でありながら、最初にア

ジアで経済的な離陸を果たした国と記述されるの

が常である。確かに、わが国は島国ながら、歴史

的にいつも孤立していたわけではなく、第2次大

戦後まで、むしろ領土の海外拡張を図ってきた。

しかし戦後になると、教育を通して孤立した島国

の側面が強調されたように思われる。この固定観

念を抜きにしては、1980年代後半に、外国人

労働者受け入れが社会的な問題として浮かび上が

った時、受け入れ賛否の議論が白熱し、大げさな

「開国派」と「現状維持派」に分かれ、日本文化

論にまで発展した理由は分からない。しかし長期

的観点から見ると、この孤立した島国日本のイメ

ージは正しくなく、わが国は何回となく移民の送

り出しや「外国人」を受け入れた経験を持つ。

ヒトの国際移動は、その時々の政治・経済の要

因により起こり、その結果は思いもよらぬ形で現

在にまで影響を与える。第2次世界大戦の終結ま

で、「日本帝国」は韓国、台湾、満州、南樺太、太

平洋の統治領を含む植民地国家であった。島国の

イメージは植民地主義の過去を忘れ去る意図的な

教育ではなかったのだろうか？そして、現在の

外国人労働者政策を理解する鍵は、実は、戦前か

らの歴史の継続性にあるのではなかろうか？戦後

から今日まで一貫して政府は、“単純労働者”の外

国人を受け入れないとする基本原則を堅持してい

ll

鈴木宏昌

早稲田大学教授

る。戦間期において、多数の韓国人を“単純労働

者”として受け入れたことに関する痛い記憶が現

在の外国人政策へつながっている可能性がある。

今日のわが国は、“単純労働者”を受け入れない建

て前とは異なり、多くの日系南米人や技能実習生

が低賃金で技能の低い仕事に従事している。彼ら

は派遣労働者あるいは有期雇用の非正規労働者と

して雇用され､わが国の低賃金層を構成している。

労働市場の二重構造は1950-60年代に日

本の後進性を意識して、使われた表現である。労

働市場における二重構造を概念化したのは氏原正

治郎氏といわれる。復興期の京浜工業地帯の労働

実態調査を精力的に行った氏原氏を中心とするグ

ループは大企業の労働者が定着傾向を示すのに対

し、その周辺部において、無尽蔵ともいえる農村

出身者が中小零細企業に就職した。この階層は転

職することも多く、流動的であった。つまり、わ

が国の労働市場は、比較的安定した高賃金の大企

業労働者と流動的な周辺部からなる二重構造がそ

の特徴であると概念化した（氏原、1966年)。

言わば、ルイスの無制限労働供給モデルに相当す
るものである。

長期的に見ると、わが国の労働市場の二重構造

には拡大期と縮小期が観察される。戦前期におい

ては、財閥系あるいは国策会社の職員層および技

能労働者を中心として格差の拡大局面となるが、

戦時期になると労働市場は逼迫する。その上、賃

金統制もあり、格差は縮小したと見られる。第二



次大戦後になると、需要不足から失業者が巷に溢が行われ、わが国は本格的な植民地国家への道を
れ、大企業と中小企業の賃金格差が拡大し、労働踏み出すことになる。わが国のヒトの国際移動も、
市場の二重構造が顕著になる。この情勢が大きくこのような日本の国際．国内情勢と連動し、活発
変化するのは、1950年代後半から1960年化する。もつとも、併合された領土への直接投資
代前半にかけてである。成長を見込む大企業が新などの経済的交流はかなりのタイムラッグを持つ
規学卒者を大量に採用した結果、若年労働者の争て行われた。とくに、朝鮮への投資は1930年
奪戦が起こり、周辺層の賃金が急上昇した。その代からようやく活発化する。満州事変後、「日本帝
ため、労働市場の2重構造は解消に向かうことに国」内における農業基地として朝鮮が位置づけら
なる。しかし1990年代以降となると、長期不れ、農業を中心とする日本からの直接投資が本格
況と生産の海外シフト、あるいは経済のサービス化する。ここで、多くの朝鮮の零細農家が土地を
化などにより、企業は厳しい競争にさらされ、短失う結果をもたらす。この朝鮮人（外地人）は植
期コストの削減を図らざるを得なかった。すなわ民地政府の許可証が得られれば、日本への移住は
ち、企業はコストとみなす業務を非正規労働者を可能であった。当初は、朝鮮人が就ける職業は日
使うことで、人件費の削減を行い、資源としての本人が行わない低賃金労働に限られていた。その
従業員（正社員）の範囲を狭くした。その結果、後、人手不足が顕在化すると大企業や炭鉱などに
今日では、少なくとも労働者の3人に1人は賃金就くケースが増えた。1938年に国家総動員法
の低い非正規労働者である。労働市場の分断は、により戦時体制になり、強制労働が開始される1
1950年代の大企業対中小零細企業の労働市場938年には、公式統計によると、98万人の朝

■
に残留することになり、植民地時代の過去を引き’

ずる在日韓国人問題が出現する。在日韓国人は緯
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l その一方、外国へ移住する日本人の流れも明治

以降連綿と続けられた。1913年にアメリカ合

衆国が日本人の移住を制限するまでは、まずアメ

リカへの移住が中心であった。その後は、ブラジ

ル・ペルーなどの南米への移住があり、この流れ

は1950年代まで行われた。1990年の入管

法の改正で、入国が正式に許可されることが判明

すると大挙流入した日系人は、この日本から南米

に渡った移民の2世や3世である。

このように、長期的にヒトの移動を眺めると、

明らかに日本を東洋の島国とみなすのは無理があ

り、植民地時代の過去にふたをする意図が見え隠

れする。今日の外国人労働者政策は、上記のよう

な歴史的過去を引きずっていると考えるべきであ

ろう。

Ⅱ今日の外国人労働者問題

1980年代になるとわが国で外国人労働者問

題が脚光を浴びることになる。1980年代には、

日本企業は製造業を中心として強い競争力を持ち、

企業の採用意欲は強く、多くのセクターで人手不

足が顕在化する。日本の国際収支の黒字幅が拡大

し、円相場の引き上げが行われた。大きな所得格

差と入国管理体制の問題もあり、観光ビザで入国

し、3kの仕事に従事する、いわゆる不法外国人

が急増した。労働市場の逼迫を感じる産業界（日

本商工会議所、経済同友会）は外国人労働者の本

格的な導入を提案したりした。また、日本社会の

内なる国際化を求める人々から、非合法の外国人

を減らすために、オープンな形で外国人を受け入

れるべきという声もあった。同時に、さまざまな

理由で外国人受け入れに反対する人たちも多く、

外国人労働者受け入れには錯綜した議論が展開さ

れた。行政の内部でも、入国管理を担当する法務

省や労働省あるいは通産省などで立場の違いがあ

った。1990年に大幅な入管法改正が行われる

が、これは、結局のところ、官庁および政治レベ

ルでの最低限のコンセンサス盛り込んだものであ

13

った。これまで通り、“単純労働者”の受け入れな

い基本原則を維持しながら、専門的・技術的な外

国人の受け入れ枠を拡げること、そして、不法外

国人労働者対策として、不法就労者を雇う使用者

には初めて罰則規定が盛り込まれた。

1990年の入管法改正は“単純労働者”の入

国を許可しない原則は維持しながら、在留資格の

種類や範囲を大幅に拡充した｡まず､在留資格は、

それまでの18種類から28種類に拡大した。ま

た、戦前から引き続き日本に在留している韓国・

朝鮮人、台湾人とその子孫全体に対して、「法定特

別永住者」の資格が付与された。さらに、在留資

格によらない、一定の身分または地位で在留資格

認められるものとして「定住者」資格が新たに創

設された。「定住者」とは、「法務大臣が特別な理

由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認め

る者」である。この範晴には、①アジア諸国に一

時滞在しているインドシナ難民で、日本社会への

適応可能など、一定の条件に合致する者。②ヴェ

トナム在住のヴェトナム人で、家族の再会のため

に入国を希望する者。③日本人の子として出生し

た者の実子。④日本人の子として出生した者で、

かつて日本国民として本邦に本籍を有したことの

ある者の、実子の実子。⑤日本人の子として出生

した者の配偶者、定住者の配偶者。⑥特別永住者

の未成年で未婚の実子、定住者の未成年で未婚の

実子。⑦日本人、永住者、定住者、特別永住者の

6歳未満の養子。⑧中国残留孤児とその子供、配

偶者、養子、配偶者の養子。以上が対象になって

いる（坂中、斉藤、2007)。この用に、「定住

者」の範囲は雑多であり、植民地支配の結果を引

きずっている。そして、この「定住者」資格の創

設が、多数の日系南米人労働者の移入を可能にし

た。この改正時には、あまり正面から取り上げら

れなかった日本人移民の2世、3世は、その後、

入管局が3世までの定住を認めることが判明する

と、急増した。ブラジルだけでも100万人を超

えるとも言われる日系南米人コミュニティは旅行
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会社や人材派遣業者などを組織し、大量の日系南

米人を日本に送り込むことになる。なぜ3世まで

入国が認められたのかに関しては明確な情報はな

いが、在日韓国・朝鮮人、残留中国人孤児との関

連で3世までという線引きがなされた可能性が強
い。

持しようとしているように思われる。7万人くらいの日系南米人（家族も含む）が日本

に滞在し、その大部分が労働者として働いている。

日系南米人に関しては、多くの調査研究の蓄積が

あり、実態が分かっている。彼らは自動車産業や

電気産業が集積している地域に集住し、工場の組

み立てラインなどで働く。典型的な自動車などの

部品メーカーが集積している浜松（約4万人、市

の人口の4．0％)、豊橋（2万人､市の人口の5．

6％)、大泉町（7千人、人口の16．3％）など

では、相当規模のブラジル人コミュニティが形成

された。日系ブラジル人の多くは既婚者で、共稼
ぎの家庭が一般的である。日本での在留期間も長
くなり、かなりの人は10年以上になっている。

静岡県に関する2007年の調査では、ブラジル
人の平均滞在年数は7年を超えていた（池上、イ
シカワ、2009年)。

に顕著であった。

Ⅲ再現する労働市場の二重構造 非正規雇用の増加は多くの先進国にも見られる現

象だが、日本ほど急速にかつ傾向的に非正規雇用

が拡大している国はない。長期雇用がわが国の雇

用制度の特徴なのにも関わらず、このような急激

な非正規雇用の増加があったのはなぜだろうか？

いろいろな供給要因と需要要因が複雑に絡み合っ

ているのは間違いない。まず第一に、大きな需要

要因は、サービス業の増加がある。2009年の新規

学卒者の就職先の産業を見ると、高卒の場合には、

第2次産業の比率と第3次産業の比率は拮抗して

いる（それぞれ、49．9％、48．7％）が、

大卒者になると、それぞれ、19．9％、78．

7％と第3次産業が圧倒的になる。また、200

9年には大卒者の数は高卒就職者の約2倍となっ

ている。すなわち、製造業の現場の労働者を提供

してきた高卒者が減り、その分、大卒者が増え、

その大部分がサービス産業に就職している。周知

のように、サービス産業は多様だが、この産業の

中に、スーパーマーケット、コンビニ、外食産業、

福祉があり、パート・アルバイトを大量に使う。

これらの産業では雇用者の大部分が非正規雇用で

あることは一般的にすらなっている。

’

1950年代には、日本の労働市場の特徴と言

われた企業規模による二重構造は高度成長の時代

に賃金水準の底上げが実現し、解消に向かった。

この賃金格差の縮小には、毎年の賃金交渉のメカ

ニズムである"春闘“の影響が大きかったと考えら

れる。景気の良好な大企業や闘争力のある公共事

業体が先頭に立ち、賃金引上げの相場を作り、中

小企業に伝播させる春闘方式は1970年代にそ

の最盛期を迎える。総評・同盟の2大ナショナル・

センターの競合があり、毎年、大幅な賃金引上げ

が実現した。この期、中小企業は、採用難のため

に、とくに大きな賃上げをせざるを得なかった。

その結果、たとえば、1964年に10人から99人

の中小企業の従業員（50-54歳の男子）の賃金は

大企業（1000人以上）の同年齢層の56．1％で

あったものが、1976年には82.0％に上昇し、大幅

に賃金の平準化が行われたことを示している。ま

た、若年層の採用が厳しいことから、企業は初任

給の引き上げとともに年齢に応じた賃金カーブの

フラット化が行われ、企業内部での賃金格差も縮

小した。1980年代には企業間規模による賃金格差

は社会的な問題とはならなくなった。

’

1993年には、それまで在留資格の一つであ

った「研修」の他に、「特定活動」として外国人研

修・技能実習制度が創設される。この技能実習制

度は、何回かの制度変更の結果、現在では1年の

研修後、最長3年まで労働することが許される。
この技能実習制度の対象者は圧倒的多数が中国人

で、貧しい農村地域からの研修生が多い。また、

技能実習生が働いている業種は、以前のような金

属加工、衣服から最近では農業、建設業、漁業な

どが増えている。2007年に研修生（在日1年
目）および技能実習生（労働者）は20万人に上
り、南米日系人と並ぶ製造業の労働供給源となっ

ている。この制度への批判は強い。名目である技

術研修は実態がほとんどなく、実習生は、実際に

は､低賃金の使い易い単純労働者そのものである。

日本人がほとんど採用できないような厳しい労

働・生活環境の下で、実習生は3年間に一定の貯

金をするために、長時間働く。しかも1年目は研

修費しか払われず、その後は最低賃金の場合が多
い。パスポートを取り上げたりする人権侵害のケ

ースが時々 報告されるし、また、3年間の間、転
職の自由が否定されるなど、人権に関わる問題を
抱える制度であることは間違いない。

’

I

周知のように、日系南米人は、リーマンショッ
クによる“派遣切り”の影響をまともに受けるこ

とになる。多くの日系人は仕事を失い、雇用保険
給付や雇用調整金・緊急雇用基金などを活用し、
生活を続けているものと思われる。帰国奨励金な
どが出されたが、その制度を利用して帰国したも
のは限られていた。ただし、ブラジル人学校など
では生徒数が急減し、経営困難な事態となってい
る。また、ブラジル人相手の派遣事業では活動停
止に追い込まれたものがある。

非正規雇用が増えた2つ目の要因は、労働市場

の変化である。1998年後半から上昇した失業

率に象徴されるように、労働市場は買い手市場に

転じ、比較的低賃金の非正規雇用でも採用が可能

であった。それに拍車をかけたのが派遣労働に関

する規制緩和と有期雇用の期間（原則1年から3

年へ）の延長であった。派遣労働法は1999年

の改正により、職種や産業の制限が大幅に緩和さ

れ、急速に派遣労働者数が増加する。さらに、2

004年に派遣労働者の使用が製造業で解禁され

ると、企業は景気変動のバッファーとして、多く

の派遣労働者を使うこととなった。わが国の派遣

労働法は先進国の中でも規制が少なく、企業にと

って実に使い易いものとなっている（現在、派遣

しかし、1990年代からはパートタイム労働者な

どの非正規雇用が増加し、新しい形での労働市場

の2重構造の問題が出現する。一般的に、企業が

非正社員と分類する非正規労働者は多様な雇用を

含む。2008年の労働力調査によれば、非正規労働

者は総数弟､1760万人で､雇用労働者の34．1％

を占めていた。パートタイム労働者（821万人）

が最大で、そのほか、アルバイト（331万人)、契

約社員･嘱託(320万人)､派遣労働者(140万人)、

その他（148万人）であった。1987年の同ような

調査では、非正規労働者は全部で711万人であっ

たので、ここ20年間の非正規労働者の増加は実

こうして見ると、“単純労働者”は受け入れない
という建前にもかかわらず、「定住者」「研修・技
能実習」というサイド・ドアーから、技能の低い
外国人労働者を50万人以上受け入れているのが
事実である。表向きの専門的技術を持つ外国人を
広く受け入れるという建て前にもかかわらず、技
術、技能、人文知識・国際業務、企業内転勤など
の在留者数は全部合わせても15万人を超えず､増
加スピードも鈍い。どうも、政治．官庁レベルで
の本音は、島国の神話に隠れ、「特定活動」などと
いう裁量幅の大きな範畷を拡大し、現行制度を維

信頼に値する外国人労働者の包括的な統計はな
いので、国籍別外国人登録者により、外国人労働
者の傾向を見てみよう。まず、外国人登録者全体
の中で、中国人の割合が高くなっている。留学生
や就学生の増加が最大の要因ながら、この中に、
近年増加している研修生・技能実習生（20万人

弱）が入る。ブラジル人とペル人に関しては、そ

のほとんどが定住者であると見られる。つまり3
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労働法の再改正は国会で審議される予定)。 賃金労働者を受け入れるサイドドアーであること

は間違いないだろう。

労働者がひとたび非正規雇用のプールに入ると、

正規雇用のグループに入る経路がまったくないこ

とである。大企業は相変わらず中途採用を好まず、

例外を除けば、新卒者のみが“正社員”への入り

口である。もつとも、正社員内部においても、選

抜が早くなり、企業内育成も少数のコア従業員へ

集中する傾向が見られる。その一方、能力を持つ

大卒者であろうとも、結婚・出産．疾病などのさ

まざまな理由で正社員のステータスを失うと、正

規雇用のプールに戻る経路が閉ざされている。わ
が国においては、職業訓練や生涯教育はまったく
機能せず、正規・非正規雇用の壁を個人の努力で
乗り越えることは難しい。これは個別労働者の不
利益以上に社会全体としても大きなロスであるよ
うに思われる。

ワーク」2005年、名古屋大学出版

その一方、供給側の要因としては、短時間勤務

を希望するパートタイム労働者（大部分が女性）

の増加がある。また、大学生の増加もアルバイト

などの短時間雇用増加の大きな要因でもある。さ

らに、近年では、実質賃金が停滞し、ボーナス・

カットなどが頻繁に行われるので、世帯所得の水

準を確保するためにパートタイム労働が増えてい

るのかもしれない。

桑原靖夫（編著）「グローバル時代の外国人労働者

－どこから来てどこへ行くのか」2001年、東

洋経済新報社

労働市場の2重構造は戦前から高度成長期の初め

にかけて大企業と中小企業の大きな生産性・賃金

格差を指していた。しかし高度成長期に労働市場

が逼迫すると、中小企業の賃金が大幅に上がり、

2重構造問題は薄らいでゆく。1990年代にな

ると、製造業の海外生産が加速化するとともに、

国内での採用意欲が低くなり、コストの削減を求

めて、低賃金の非正規雇用が急速に拡大する。今

日、労働市場の2重構造は正規・非正規雇用の分

断として再現されて来ている。低賃金の単純労働

者である外国人労働者（日系南米人及び技能実習

生）は非正規雇用の供給源となっている。いかに

非正規雇用の最低の労働条件を確保し、正規雇用

への経路を造るのかは今後の大きな政策課題であ

る。

坂中秀徳、斉藤利男「出入国管理及び難民認定法

遂条解説（改定第三版）2007年、日本加除出

版‘

首藤（杉田）佳世、

労働者問題」20

第70号(PP.1

「日本の入管法制創成と外国人

10年、早稲田商学大学院紀要

89-201)
正規雇用と非正規雇用は大きな賃金格差が存在

する。毎月勤労統計で一般労働者（正規労働者）

とパートの賃金を比較すると、平均月収は、一般

労働者の41．4万円に対し、パートタイム労働

者は9．5万円でしかない（2008年1月)、労

働時間を調整しても、時間当たり2480円対1

036円という大きな差となっている。労働力調

首藤（杉田）佳世、「日本の入管法制と外国人労働

者：長期の視点から｣、2010年、社会政策学会
報告

’

結びに
ChiekoKambayashi,TheTbmporaryForeign
WorkerProgrammeinJapaneseStyle:the20

year'shistoryofthetechnicalmternship

programme(TIP).2010,workingpaperNo.155,
ICES,HoseiUniversity

査（特別調査）で年収を見ると、圧倒的多数は1

50万円以下であるのに対し､正規雇用の場合は、

200－299万円から500－699万円まで

と均等に分散し、一定の割合の高所得者も存在し

ている。高度成長期に薄れた労働市場の2重構造

は正規・非正規雇用という形で復活しつつあるよ

うに思われる。企業は貴重な資源としての‘'正社員
“の数を最低限にまで絞り、その他の業務をコス
トとみなし、非正規雇用やアウトソーシングでカ
バーする。日系南米人が､派遣や業務請負の形で、
工場の現場に進出したのはこのような日本企業の
人事政策の変更のためでもある。さらに、会社法
の変更などを利用し、本社業務を持ち株会社に任
せ、多数の子会社の人事部門を本社から切り離す
ことがなされている。採用窓口を子会社（たとえ
ば、工場レベル）にすることで、賃金・福利厚生
費を抑えることができる。その上、分社・子会社
化することにより企業別組合との交渉を回避する
ことも可能である。

この小論では、わが国の外国人労働者問題と労

働市場の2重構造を長期の観点から展望してみた
長期的に見ると、日本を資源の乏しい島国という
戦後の慣用的な表現は実態に即していない。工業
化の初期段階から植民地支配を目指す"帝国主義”
の傾向は顕著であった｡台湾､韓国.朝鮮の併合、
満州支配などにより'東亜圏“創設が目指されてい
た。戦後になると、その植民地国家の過去をふた
る形で､島国日本が概念化されたように思われる。
植民地支配の遺産である在日韓国人の取り扱いに
歴代政府のそのような意図が見える。内地人・外
地人の違いはあっても、併合された韓国．朝鮮か
らの移住であり、特別な外国人とする扱いは暖昧
さを残す。また､”単純労働者“の受け入れを認め
ない政府の基本方針は、過去において、単純労働
者として韓国・朝鮮人を受け入れたことと関連す
るように考えられる。その良い例は、在日韓国・
朝鮮人との関連で、特定の外国人労働者にサイド
ドアーが開かれ、日系南米人の大量流入にっなが

◎
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知的財産権レジーム、企業、知識の商品化

バンジャマン・コリア
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パリ13大学,CEPN･HDE,UMRCNRS7115,MSHParis-Nord*

は じめに

今日、われわれの経済を「知識基盤型」

として表現することに異論はないであろ

う。しかし、本論の目的は、このような

現代資本主義の見解の詳細な中身や妥当

性を考察するものではない。知識の重要

性一そしてもっと正確に言えば、科学的

および技術的知識の重要性一が、産業の

発展の重要な要因であり、またそうであ

ったことを簡単に見たい。

Kutznets(1966)のような多くの識者が指

摘したように、知識の重要性は、少なく

ともほぼこの二世紀の間、顕著な特徴の
一つであった。

このような文脈において、「知識基盤型」
経済は、経済活動が以前よりも、より多
くの知識を使用するということを意味す
るのではない。むしろ、知識の生産や使
用をめぐる状況が、様々 な形で、移り変
わっていることを意味すると、われわれ
は考える。つまり、知識は、菱わりめく

●●阜●●

．.。●●DDGDDC●①●●､●凸

状況のなかで、鱈環することができる経
薇〃になった。Ⅶnter(1987)の言葉を借
りれば、知識は「戦略的資産」になった。

横田宏樹訳

その時、次のような問題が提起される。

それは、経済主体が知識を管理し、専有

化し、そしてそれを収入源に換えること

ができる状況に関する問題である。この

問いに対する答えは､知識の生産､循環、

使用の状況を規定する法的および制度的

枠組みに関する分析のなかで考察される
べきである。

知的財産のかつてない発展は、過去20

年間の資本主義経済の変化のなかで、最

も重要な要素の一つである。こうしたこ

とは、アメリカで起こった知的財産権レ

ジームの大きな変化や、世界貿易機構

(WTO)の保護の下、1994年に調印さ

れた「知的所有権の貿易関連の側面に関

する協定｣、通称TRIPS(TYade-Related

AspectsoflntellectualPropertyRights)

によって立証される。これらの変化の重

要性や規模を把握するために、われわれ

は本論に歴史的視点を取り入れる。つま

り、われわれの目的は、知的財産権の変

遷と、そしてより詳細には、19世紀以来

のアメリカにおける特許レジームの変遷

を分析することである。そのために、わ

れわれは二つの主な歴史的段階に焦点を

あてながら、資本主義の一般的な変化の

｜ト

’

｜’

．|｜
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文脈のなかで知的財産を検討する。その

二つの段階の一つ目は、大企業によって

支配された「法人資本主義」の形成と発

展を含む期間、つまり「フォーディズム」

の時代として描写される時期である。そ

して、次に、新時代として、1980年代に

始まり、金融の権力の登場によって特徴

づけられる時期である。制度的補完性の

観点から、われわれは知的財産権レジー

ムの特徴や結果を、資本主義の主な制度

諸形態の変化との関連のなかで、どのよ

うに理解することができるのか示したい。

そのなかでも、とりわけ企業の形態、労

働の社会的地位（フランスのレギュラシ

オン学派の用語では「賃労働ネクサス｣)、

そして市場形態（生産物市場と金融市場）

の変化に注目したい。

そこで本論は、次のように進められる。

「プレ・フォーディズム」（あるいはプレ

法人資本主義）の時代である19世紀のア

メリカで確立された知的財産権レジーム

を簡単に振り返る。次の二つの節では、

まず、法人資本主義の下で、特許システ

ムの性格がどのようにラディカルに変わ

ったのかを概観し、そして次に、フォー

ディズムの崩壊と金融主導型資本主義の

出現とともに、今度は、1980年代に知的

財産の変化がどのように起こったのか考

察する。

第1節 19世紀アメリカにおける特許

と技術市場：「プレ・フオーディ

ズム」体制

法人資本主義の知的財産権レジームが

どのように20世紀に形成されたのかを

l9

理解するためには、「プレ・フオーデイズ

ム」と呼ぶことができる19世紀終わりの

状況に目を向けることからはじめるべき

である。強力な反特許運動によって特徴

づけられる時期を経て、ヨーロッパにお

いてもアメリカにおいても、特許システ

ムの擁護者は支持を勝ち取った1。こうし

た結果、大半の国において、「現代」特許

システムが確立された2･アメリカでは、

1836年特許法の下で、全く新しいシステ

ムが早くも19世紀前半に発展した。それ

が19世紀末に向けて現れた新しい資本

主義に見られるいくつかの側面を形成す

る土台を作ったという点で、特定の注意

を払うべきである。

特許システムに焦点をあてると－そし

て、実際に、この点において、中心的主

題が引き起こされるのであり、つまり特

許システムは、発明とイノベーションが

アメリカの成長に対してますます重要な

役割を担っていったことと関係があった

－、われわれは多くの重要な特徴を取り

出すことができる(Noble,1977;Khan

andSokoloff2001)。例えば、

1Machlup(1958)、Penroseand

Machlup(1950)参照。それにもかかわら

ず、そこでされた議論は、とりわけ強制
許諾実施(compulsorylicensing)の問題
についていくらかの足跡を残した。

2かくして、主な諸改革は、1874年にイ
ギリスで起こった。統一特許制度は1872
年にドイツで、（1873年に廃止した後）
1885年に日本で、そして、スイスでは、
2度に渡る国民投票の後、1882年に設置
された。オランダは、発明に関する自由
取引原理を破棄した最後の国であり、
1912年にようやく特許制度が再導入され
た(Machlup,1950)。
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。法登録費用の制度化と一般的な申請

手続き

・以前の単純な登録システム（1836年

特許法）に代わる、訓練を受けた専門

家による籔査:ﾝズテムの設置

・排他的所有権の特徴3

法的システムは、徐々に、特許権所有者

の権利や、特許化された技術を購入し、

あるいはその使用を認可する人々の権利

を保護する一連の規則や原則を定義した

(ZorinaKhan,1995)。アメリカ連邦裁

判所は、その新しい特許システムを行使

する責任を負った。

ある一つの重要な側面に注意を向けな

ければならない。当初、この特許システ

ムの目的は、衝人の発明活動を促進する

ためであった。特許権所有者は、一淘人

でなければならなかった。個人発明家だ

けが特許を受け取ることができた。つま

り、企業はその内部で行われた発明に対

して直麓特許を受けることができなか

った(Noble,1977;Lamoreauxand

Sokoloffil999)｡19世紀終わりまで、企

業は、彼らの従業者によって登録された

特許に対して排他的な権利は持ってぃな

3Lowen(原告人)/Lewis(被告人）判
決(15ECas.1018[18171):「発明家は、
自分の発明に対する所有権をもつ。所有
権とは、しばしばとても大きな価値をも
ち、また法によって発明家に絶対的享有
と占有が与えられる..、それらには社会
が認め、法令自体が支持するであろう高
価で最も価値のある権利のいくつかを含
んでいる｡」

かつた4．

こうした改革の結果､1840年から1870

年の間に登録された特許数は、大きな伸

びを見せた。その大半は、燭人の発顔家

によって申請された5．このような動向に

伴って、われわれが技術のための真の市

場とみなすことができる市場が形成され

た6｡LamoreauxandSokoloH(2001)によ

ると、この市場は基本的には個人の発明

家と企業の間の「公正な」取引に基づい

ていた7．これら二者の間では、主に法律

家や「特許代理人」といった仲介専門家

が、市場の形成において重要な役割を担

4企業は、たとえ従業者の発明が、企業

内で行われたとしても、「明示の合意がな

い」（連邦最高裁判所，1893年）ため、
従業者の発明に対して何の権利も持たな

かった。契約のなかで、従業者が彼らの
特許を企業に譲渡するよう要求されるこ
とは､ほとんどなかった(Lamoreauxand
Sokolofl999)。

5いくつかの調査によれば、1885年当時
は、企業に起因する特許は、全体の12％
しかなかった(Noble,1977)｡

6LamoreauxandSokoloH(1999,2001,
2002)参照。市場の形成は、特許数に対す
る契約（権利）譲渡数の割合の高さによ
って証明されるであろう。例えば、1870
年から1871年では最高で0．83ポイント

に達した(KhanandSokoloH;2004)。
7LamoreauxandSokoloH(2001)によっ

て行われたこのような観察は、広く支持

された考え方とは相反するように思われ

る。というのも、不確実性や情報の非対

称性によって、情報や知識財のケースで

は、公正な取引を実行することはとても

難しいからである。おそらく、企業と個
人発明家の間で行われたこれらの取引の

内容や、媒介者によって担われた役割に
ついてもつと詳細に研究することは有益
であろう。

’

’

つた°そして､その役割は､1840年以降、

徐々に大きくなった(Lamoreauxand

Sokolo通2001,2002)。また、この時期、

最初の｢パテントプール｣が形成された8．

しかし、実際に、パテントプールの形成

が顕著になったのは、法人資本主義が発

展した20世紀になってからである。パテ

ントプールの形成は、当時広く行き渡っ

ていた企業慣習の観点から理解すること

ができる。つまり、企業は、「企業内」で

発明品を開発しようとするよりも、むし

ろ外部から入手する傾向があったからで

ある。ベル社の行動は、この極端な例で

ある9．

しかし、アメリカ資本主義の進展は、

こうしたシステムを着実に浸食していっ

た。まず、20世紀初頭に、「極めて生産

的な発明家と特定の企業の間で、長期的

で密着した関係をもつ傾向」が現れた

(KhanandSokoloffi2001)。このような

関係は、「標準的な」市場関係とは全く異

なっていた。このような傾向は、20世紀

のほとんどの時期で見られた。しかし、

最も重要な進化は、産業構造にあった。

つまり、イノベーションが主に内部の

R&D(研究開発）として行われる大企業

によって支配されるシステムへ向かい、

一方で個人の発明家や技術市場は減少し

た。

そして、こうしたことは、知的財産権

の性格の劇的な変化を招いた。

8例えば、1856年には、機織り機部品の
製造企業の間でパテントプールが形成さ
れた(Noble,1977,p.87)。
9Noble(1977)参照。
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第2節法人資本主義時代の研究、イノ

ベーション、知的財産権

2-1法人資本主義の誕生と、イノベーシ

ョンと発明の新しい形態

このような知的財産権レジームの変化

を正しく理解するためには、われわれは、

「法人資本主義」の形成に先立つ、19世

紀終わりから観察された資本主義の変化

の文脈のなかで考慮しなければならない。

これらの資本主義の変化は、産業システ

ムの構造だけでなく、産業システムが依

存する技術的および科学的知識を作り出

すその状況にも影響を与えた。それらの

変化は、「シュンペーター・マークI」か

ら「シュンペーター・マークⅡ」へのイ

ノベーションレジームの移行として表現

されるものを導いた。つまり、シュンペ

ーターに従えば、企業家資本主義から大

企業によって支配された資本主義形態へ

の移行である'0．

最初の重要な出来事は、資本主義シス

テムの中心に、新しい制度形態が出現し

たことである。それが、大企業であり、

20世紀を通して企業の構造や変化を最も

詳細に描写し、分析した著者に敬意を表

して「チャンドラー的企業」と呼ばれる

ものである。このような企業は、「現在の

財やサービスの生産および分配のために、

そして将来の生産や分配の計画や割り当

てのために、資本主義経済において最も

重要な機関」(Chandleril992)である。

それは、また次のような特徴を持った複

'0シュンペーターは委託された資本主義
を語っていた。
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術的装置）に関して登録可能であり、知

識とりわけ基礎的な科学的柵には認め

られなかった。

知的財産、とりわけ特許システムは、

これらの制度的変化の文脈のなかで考察

されなければならない。その発展は、製

造スキルと知識の生産および享有花にお

いて、そして発明およびイノベーション

の活動において、大企業の重要性がます

ます増大していることと密接に関連する。

雑な制度でもある そのなかでも、特に重要な制度諸形態は

大企業、そして後に見るように、賃労働

ネクサスの形成や（生産物）市場の構築

である。その他にも、後の「ポストフオ

ーデイズム」時代に極めて重要になった

側面である金融主導型資本主義の出現や

金融ドメインの構築が重要である。

19世紀の終わりから、ビジネスの世界

は戦略的資産として技術的知識の重要性

に気を配るようになった。特に、こうし

たことは、電気・電子産業および化学産

業といった当時、最新の科学に基づいた

最重要産業において見られた。したがっ

て、企業によるこのような知識の専有化

と開発をめぐる状況が重要になった。こ

うしたことは、二つの主な問題をもたら

した。（1）技術的知識やスキル、特に従

業者によって生み出され、所有される知

識やスキルを獲得し、管理し続ける方

法、；（2）特に、1890年のシヤーマン法

によってアメリカで反トラスト政策が増

えるなか、知的財産によってもたらされ

る独占権を利用する方法。

二つのドメインで実行される。一方で、

それは、会社一基本的には大企業一であ

り、茂鋳滅蜘識の生産および発明．イノ

ベーション活動の中心的な場である。他

方で、－大学や公的機関の研究所によっ

て構成される－有力な公的研究システム

であり、そこでは奔翰ﾀ活動に集中され
ている。実際に、学術機関、とりわけ大

学システムの発展は、法人資本主義の登

場に伴った変化のその他の重要な側面で

ある。明らかに、それは、企業領域を支

えるものとは全く異なった制度的基礎の

上に立っている。つまり、自由に流通す

ることができる公的知識の生産を目指し

た非営利的な組織であり、彼ら自身の特

殊なルールによって統治される。このよ

うなシステムでは、論文発表や口頭報告

を通して知識が素早く公開される。こう

した行動は、科学者集団にとっての行動

規範であり、優先的な報酬システムによ

って動機づけられたり、またその後で自

由に共同研究が進められたり、研究仲間

によってレビューされる。優先的報酬シ

ステムは古い歴史をもち、18世紀以来、

科学者集団に影響を与えてきた(Merton,

1973)。しかし、その報酬システムは、科

学の制度化と専門化のプロセスによって

かなりの程度強化され、体系化された。

したがって、20世紀におけるイノベー

ションと研究の制度化と専門化は、元々

は、「技術王国」と「科学共和国」という
● ● 。 ・ ・ ･ ・ ・ ・ ． ．

二元的な〃産桧レジームに基づいていた

と言える(DasguptaandDavid,1994)。

このような二元性は、特に、特許取得の

対象となる活動範囲を設定することにな

った。つまり、特許は鍔劣(例えば、技

・麿勵ｸ綴造そして大規模な複合組織

内での資産および活動の集権化

・集権化された管理、階層的および機能

的な内部組織、そして垂直酌赫台、

・企業内における労働者の統合度が高

く、行政的管理に基づいた労働組織お

よび労務管理の特定の形態（ファヨー

ル＝テーラー主義的遺産、Hatchuel,

2004）11

特許システムの進化:個人主義の

知的財産権レジームから企業主

義的レジームヘ

2－2

この最後の側面は特に重要である。企業

内での従業員の統合度の高さは、産業的

発展の重要な特徴の一つである。それは、

賃労働ネクサスの構築と密接に関連して

きた。そして、また労務管理の新しいシ

ステムや、企業内で柵やスキルを鐸理

するための法的および組織的手段を整え、

実行する必要があった。後に見るように、

知的財産権レジームの発展は、こうした
●●●①●●■●

発鰕活動の内謝化の動向と関連した進化

の一つの構成要素である。

企業の変化は、イノベーションやR&D

の制度化や専門化の一般的なプロセスと

相互作用する(Noble,1977;Moweryand
Rosenberg,1998)。知識の生産は、次の

形式的には、上で見たように特許シス

テムの基礎には、本質的な変化があまり

見られなかったが、そのシステムの性格

や内容は、劇的に変化した。システムの

焦点は、個人から企業へと移ると同時に、

その目的も、個人の発明家を擁護するた

めのものから、今や発明とイノベーショ

ンの中心的な拠点となった企業を支援す

るためのものになった。この焦点の移動

を理解するためには、制度的補完性の観

点から分析する必要がある'2.特許システ

ムの性質とその経済的含意は、それを

別々に考えては完全に把握することはで

きない。経済を構成するその他の「制度

諸形態」と特許システムが、どのように

結びついているのかを考慮することで初

めて理解することができる。もちろん、

効的〃産と労働レジーム：従業言努鰕家
の地泣

19世紀終わりから20世紀初めのアメ

リカでは、個人の独立した発明家が減少

し(LamoreauxandSokoloff2005)13、'’もう一つの重要な側面は、経営者の権
限の増大に関連した統治（ガバナンス）
システムである。これは、企業の経営者
理論によって強調されてきた。それは、
経営階層組織の内部発展と同様に、金融
市場の変化にも結びついており(Berle
andMeans、Galbraithを参照)、そして
ある支配的な法的形態、つまり（公的）
企業に基づいている。しかし、この点は、
ここでは考察されない。

1320世紀初期の特許システムの変化は、
おそらく、個人発明家による特許申請の
減少をもたらした。特許局の活動形態に
関するこれらの改革は、結果として、特
許申請のプロセスをより複雑にし、より
費用がかかる形式主義をもたらし、個人
発明家にとっては不利になった(Nobel,

'2このような見解は、特に資本主義の多
様性に関するいくつかの制度主義的研究
によって展開された(Amable,2003;

Aoki,2001;HallandSoskice,2001)。
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のような可能性は単純に次のような考え

に基づいていた。つまり、もし従業者が

彼の雇用主に彼の特許を使わせる場合、

従業者は暗に雇用主にライセンスを譲渡

したとみなすことができる。かくして、

企業は、従業者の（暗に示された）同意

に基づいて、ライセンスの権利を持つ。

次に、19世紀の終わりには、雇用主の権

利は全く異なったかたちで、裁判所によ

って正当化された。つまり、従業者は彼

の雇用主のために働く状況のなかで、彼

の発明を生み出すと考えられた。この考

え方は、「ショップライト」原則をもたら

し、雇用主は、従業者に賃金を支払い、

そして労働手段を提供することで発明の

費用を負担するという事実を強調する。

この原則は、企業に従業者の発明を使用

する権利を与える一方で、企業は、従業

者に特許権使用料を支払わず、従業員は

続けて特許所有権を保持した(Fisk,

1998)。

従業者の発明に対する「シヨツプライ

ト」の漸進的な肯定と、企業におけるテ

ーラーイズムの導入と拡大というこのよ

うな動向の共存は、無視できないもので

ある。数々 の研究が示したように、テー

ラーイズムは時間と動作の研究によって、

職業労働者から熟練労働を取り上げ、そ

れらを非熟練労働者に振り分け、再分配

する巨大なプロセスとして機能した'6.実

際に、テーラーが登場するまでは、生産

技術は、何よりもまず、熟練労働者の所

有物であり、そして「専売特許」であっ

た。主にコード化されないこのような知

識は、見習い制度を通して、労働者のあ

る世代から次の世代へと伝えられた。テ

ーラーの科学的管理法は、もはや経営陣

によって決定される分業と組織の形態を

押しつけることで、このような状況に終

止符を打った｡そして､労働の組織化は、

熟練労働者一と労働組合一の長きに渡る

抗議活動に対して、雇用主は最も効率的

な作業形態であると思うものを選択する

権利を有するという「経営権」の観点か

ら、雇用主組織によって主張された。か

くして、「経営権」と「ショップライト」

の確立を目指した闘いは、密接に結びつ

けられる。こうしたことは、賃労働ネク

サスの内容と、製造活動におけるスキル、

そして実際には発明の管理と専有化に関

するコード化をめぐる対立の戦略的重要

性を証明する。

そして、企業が特許の所有穂そして

それに関わるすべての権利を得ることが

できるようになったその時、重要な変化

が起こった。19世紀末以降、いくつかの

判決が、従業者が雇用され、その発明活

動に対して報酬が与えられたその瞬間か

ら、発明の所有（単純に使用に対してで

はない）に対する雇用主の権利を認めた。

しかし、（雇用）郷ｳに発明の所有権を組

み込むドクトリンが確立されたのは、基

本的には1920年以降であった。1933年

のアメリカ最高裁判所判決は、以下のよ

うに、それを明白な原則として提示し

た：「従業者によって考案された発明に関

して、雇用主および従業者のそれぞれの

そして先に回顧したように、大企業が現

れ、発明およびイノベーション活動がそ

の企業内に統合された。こうしたことは、

「イノベーションエ場」と呼ばれるよう

な、発明とイノベーション活動を合理化

し、「ルーティン化」した企業内R&Dを

引き起こした。より一般的に、従業者の

企業内への統合度を強めた、大規模な統

合企業や新しい産業組織形態の登場は、

従業者の技術や知識一つまり「人的資本」

－を、最新の管理組織によって、いかに

専有化し、管理するかという問題を引き

起こした。スキルや暗黙知の利用は、新

しい組織形態、とりわけテーラー主義的

方式のテーマとなった。従業者によって

開発された（特許取得可能な発明に至る

ような）より形式化された技術的知識の

専有化や、イノベーション活動に携わる

新しい従業者カテゴリーに特化された知

的スキルの専有化は、労働法の変化を通

して，とりわけ特許所有権を統治する法

律の変化を通して、部分的に実現された。

こうしたことは、特に、われわれが本論

で興味を抱く側面である。

企業による従業者の特許の専有化は、

19世紀から20世紀にかけて徐々 に確立

された'4.発明活動が企業内で行われる際、
●● ●。 。■●｡・・

問題となるのは、生み出された知識を誰
万j所有するかである。特許がまだ個人に
よってしか法的に登録できなかったとい

う事実は、その後の所有者が実際に誰で

あるかという問題にあまり影響を及ぼさ

なかった。19世紀の間は、発明家自身が

特許の所有権、したがってその特許に関

わる全ての権利を保持するとわざわざ言

わなくとも、うまく機能していた。たと
●早●G●･●●●●●●●●●●

之疲か途業に雇われて''たとしてもであ

る。こうしたことは、知的財産権の個人

主義的概念と一致していた。この概念は、

労働の成果や個人能力に対する個人の自

然権に基づいており、そして「プレ・フ

ォーディズム」時代に特有の、個人の才

能の産物としての発明に対する「英雄」

的な考え方に基づいていた。そして、こ

うしたことは、上で言及した、個人の独

立した発明家による支配的状況と一致し

た。こうした、企業に雇われていても、

発明所有権は発明した者にあるという原

則を維持する姿勢は、次のような考え方

に基づいていた。つまり、発明の所有権

は、知的財産権の法的な原則によっての
み統治される'5．

しかし、状況は法人資本主義の登場と

ともに一変した。つまり、企業による発

明の専有化が当たり前のこととなった。

アメリカでは、従業者の特許に対する雇

用主の権利は、二つの原則を伴い、二段

階に分けて認められた。一つは、「シヨツ

プライト」原則であり、もう一つは今日

普及している「事前譲渡契約」である

(CherenskM1993;Fisk,1998;Merges,
1999)。

19世紀中頃に始まった第一段階では、

企業は従業者の発明に対して排他的なラ

イセンスを得ることができるようになっ

た。何よりもまず、後に権利となったこ

I

-----------－

16この点について､nylor(1911,1971)、
Montgomery(1979)、Aitkin(1985)、そ
してわれわれ自身の研究、例えば
Coriat(1979)、CoriatandDosi(1998)、
Coriat(2000)を参照。

－ －

151840年と1880年の間、「従業者とし
ての発明家の地位は、発明の所有とは無
関係であった」(Fisk,1998)。

1977,p.108)。

'4続いて起こったことについては、主に

Fisk(1998)を参照。
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的財産レジームの企業主導型システムへ

の完全な移行を再度示す。

二つ目は、知的財産それ自体に関して

である。われわれが上で言及した変化の

一つの結果は、特許が何よりもまず企業

の撰略的な道具になったことである。し

たがって、特許システムの性格および経

済的結果は、企業がそれを利用するその

仕方によって決まる。ついでに言えば、

われわれは、同じ事を著作権システムに

対しても言うことができるであろう。特

に大企業のような会社にとって、特許シ

ステムは何よりもまず、市場をコントロ

ールするための一つの道具である。この

ような側面は､20世紀の初めに確立され、

例えばベルシステムや（ベルの様々な利

害関係社を統合することによって1900

年に設立された)AT&Tの戦略によって

例証される18.特許ポートフオリオの形成

という積極的な戦略を通して、ベル社は

電話・通信セクターの全体を支配するに

至った。また別の例が、GE(General

Electric)の戦略によって示され、ベル社

と同じような仕方で、20世紀前半に渡っ

て、（その他の分野の一つである）フィラ

メント電球の技術全体をコントロールし

ようとした。法人資本主義の到来ととも

に、諸会社によって進めれた「パテント

プール」の発展もまたそして何よりもま
ず、カルテル化の一つの道具であり、そ
して参入障壁を作ることで、産業をコン
トロールするためのものであった'9．こう

したことはまた、知的財産システムの性

格をラディカルに変えたと同時に、特許

システムと独占禁止規制の関係という、

もう一つの問題を引き起こした。

権利と義務は、雇用契約に基づく」’7°

より一般的に、そして製造活動の枠を

超えて見てみると、雇用契約（と労働法）

の内容もまた特許所有権レジームの発展

に貢献した｡Fisk(1998,p.1181)が言うよ

うに、「雇用主は不平を言い、法律家は強

調し、そして裁判所はいかなる従業者の

発明も雇用主に属するという明示化され

た協定を施行した」（1998：1181)。特許

所有権を雇用主に与えるという合意は、

明示的でありうるし、あるいは暗示的な

ものとして捉えられもする。こうしたこ

とは、「事前譲渡契約」の原理をなす。つ

まり、雇用契約を通して、従業者は、雇

用主によって提供された資源を使用して、

彼の職務のなかで、今後、生み出される

発明に関するすべての権利を、彼の雇用

主（企業）に譲渡することに同意する。

今日、われわれは、科学的および技術的

職務に携わるほとんどすべての従業者が

この種の契約下にあるとみなすことがで

きる(Cherenskyil993)。そして、その

契約は、しばしば「追加条項」を含む。

この条項によって、企業は、従業者が企

業を去った後も、ある一定の期間、元従

業者によって登録されたあらゆる特許の
所有権を企業の権利として要求すること
ができる(Nobel,1977)｡

より詳細には、今日の法システムは、
特許所有に対する企業の権利と、譲渡す
ることのできないライセンスに対する権
利を結びつける。前者では、発明家は「発
明のために雇用」され（事前譲渡契約の

原則)、後者では、主にR&D以外で働く

従業員に関して、発明家はその目的のた

めに特別に雇用されたわけではなかった

（｢シヨップライト」の原則)(Merges,
1999)。

こうしたことは、もはや個人ではなく

企業に基づいた知的財産システムの形成

を作り上げた。このような根本的な変化

に対して、次の二つのことを考慮すべき

である。

まず最初に、フランスのレギュラシオ

ン学派が賃労働ネクサスと呼ぶものの形

成が、この変化において果たした役割の

重要性である。法人資本主義の登場とと

もに、企業と労働の関係に関する新しい

システムが現れ、それはある一定の労働

の地位の上に立っている。そのシステム

とは、賃労働システムである。それは、

内部の労務経営・管理システム（テーラ

ーーファヨールシステム）の導入に伴う

企業内への労働者の統合と、企業が労働

者の活動を管理し、その成果を専有する

ことを可能にする雇用契約という特殊の

法的枠組みに基づく。事前譲渡契約の原

則は、このような新しい雇用システムの

一つの構成要素であり、とりわけ、それ

は「従業者発明家」と呼ばれる新しい労

働者カテゴリーに適用される。注意すべ

きことは、この労働者の新しい地位は、

特許システムの基本的な正当性としてみ

なされた燭ﾉ(の発明活動に対するあらゆ

る必然的な報酬システムを取り除くこと

である。企業は、全くの自由裁量で、従

業者発明家の報酬形態を定義することが

でき、「報酬」は給与制度の単なる一つの

構成要素になった。こうしたことは、知

’

細ｸ鵬と競争

機械エンジニアで特許の法律家でもあ

り、20世紀初頭に重要な役割を果たした

Prindleは､産業界における特許の見方を

とてもはっきりと正確に表現した：

「特許は競争をコントロールする最適で

最も効果的な手段である。それらは、し

ばしば、生産コストを無視した価格を定

めることを特許の所有者に可能にさせる

ような市場の排他的な支配力を与え

る・・・特許は排他的独占の唯一の法的

な形態である｡」20

これまで見たように、とりわけ当時の

新興産業で活動する大企業は、競争を．

ような企業が集まったラジオパテントプ
ールがある。Nobel(1977)および

Danielian(1939)を参照。

20EdwinJ.Prindle(1906),"Patentsas

aFactorinaManufacturingBusiness'',
EngineeringMagazine,

XXXI(september),p.809-810,
XXXII(october),p.90｡Nobel(1977,p.
89)によって引用。Prindleは次のように
付け加えた：「もし特許が製品に取得でき
ないならば、［…］製品を造るプロセスに

特許が確保されるべきである[..．］そして

もしこれらの方法のどれもが可能でない

ならば、何らかの方法で、その製品と、
何か他の製品、プロセスあるいは機械の
特許を結びつけることができないかどう
か考慮すべきである｣。

ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

18Nobel(1977,p.91-95)参照。
19適当な例として、1920年に設立され、
AT&T，GE、RCA、UnitedFruit、
AmericanMarconiandWestinghouseの

17アメリカ合衆国対ダブラーコンデンサ
ー社裁判、289US178、187(1933)。
Fisk(1998)によって引用。
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ントロールする手段として特許を体系的

に使用しながら、Prindleの教えを実践し

た。特許は、まさにその性格に基づき、

特許所有者に(一時的な)独占を与える。

しかし、こうした特徴は、さらに進んだ。

企業は、市場、技術あるいは産業をコン

トロールするために､単独であるいは(例

えばパテントプールの契約を通した21)企

業グループで、（継続的に更新される）特

許ポートフォリオの所有を体系的に活用

した。Machlup(1958)が注記するよう

に、特許の有効期限を越えても産業をコ

ントロールし続けるために、様々な手段

がとられた。例えば、特許を登録する前

の発明を使用したり、発明を進めるため

に次々と特許を申請したり、有効期限を

越えても延長できるライセンス契約や、

（｢かさの特許」のような）産業全体を対

象とする広範囲に渡る特許を登録するな

ど。産業的および商業的戦略の一つの道

具としての（時々著作権や商標に結びつ

けられる）特許システムの様々な使い方

は、それ自体、ある特定の研究の十分な

素材となるであろう。これらの手段は、
法人資本主義の早い時期から、順調に発
展した。

間のパテントプールと、しばしば強制実

施許諾とともに、国家の利害に適うと判

断された企業間の協力を促進する政府に

よって作られるパテントプールを、同時

に観察することができたからである。前

者のタイプのパテントプールの一つの例

は、AT&T、GE、RCA，UnitedFruit、

AmericanMarconi、Westmghouseが集

結した1920年代の｢ラジオのパテントプ

ールに関する合意」である(Noble,1977,

p､93)。後者のパテントプールのタイプは、

とりわけ二つの世界大戦期間に、新兵器

開発を加速させるために協力することを

企業に強いる手段として、連邦国家によ

って取られた。したがって、例えば、第

一次世界大戦期間、アメリカ陸軍と海軍

の特許部は軍需産業と航空産業における

パテントプールを奨励した(Nobel,1977,

p.106)。

1940年あたりから1970年代までの期

間は、とくに興味深くそして重要な時期

であった。この時期は、シヤーマン法の

原理の適用によって、反トラスト政策が、

最も厳しくなった時期である。カルテル

の形成や独占的地位の悪用は、はるかに

厳しく取り締まられ、そして合併やテイ

クオーバーの実施は、より厳密に管理さ

れるようになった。こうしたことは、知
的財産にもきっと影響を与えたにちがい

なかった｡そして実際に､戦後の時期は、
制度的補完性の重要性を反映したある特
定の環境によって特徴づけられ、またこ
の時期は、イノベーションのダイナミク
スを理解する上でも重要であった。例え
ば、この時期は次のような特徴をもった
(MoweryandRosenberg,1998):

andShapiro,2000)。もし、知的財産戦

略と反トラスト政策の相互関係に焦点を

当てるならば、Noble(1977)とKovacic

andShapiro(2000)に描かれているよ

うに、われわれは三つの異なる期間に分

けることができる。

大まかに言うと、20世紀初めまで、シ

ヤーマン法は、知的財産に関しては、そ

れほど厳密に適用されていなかった。こ

の期間、特許所有者は、彼らの独占的な

立場を利用することにほとんど制約を受

けなかったようだ(JafandLerne喝

2004,p.96)。かくして、1902年、アメリ

カ連邦最高裁判所は、次のことを規定し

た：「一般原則として、合衆国の特許法の

下では、特許権の使用あるいは販売は、

全く自由である。これらの法が対象とし

ているのは、独占についてである｡」22

反トラスト政策は、1915年からしばら

くの間、さらに緩和的でさえあった。連

邦最高裁判所の判決は、馴れ合いと協力

の慣行に対して比較的寛容な態度を示し

た(KovacicandShapiro,2000)。こうし

たことは､特に1929年の大恐慌後の自由

主義信仰の相対的な低下に関連づけられ

うるし、そしてまた、第一次世界大戦の

経験に特に結びついた「産官関係の『連

合主義的』視点の飛躍」にも関連してい

るであろう(KovacicandShapiro,2000,
p.46)。このことは、次のような状況が見

られた理由の一部を説明する。というの

も、この時期、反競争的な性格をもつ民

’

－すぐ上で言及したような、厳しい反ト

ラスト政策。これは、企業にとって、関

連した活動や技術をもつ他企業を乗っ取

る（テークオーバーする）ことを困難に

し、結果、とくに大企業では、内部R&D

への依存度を高めるようになった。

－比較的寛容な知的財産レジーム。これ

は、一部には、（トランジスターの場合の

ように）強制実施許諾システムをしばし

ば強いる政府の活動にも起因するし、ま

た反トラスト政策の脅威に直面する企業

の行動にも起因した。Moweryand

Rosenberg(1998,p.43)が観察したように、

「公開ライセンス(hberalhcensmg)戦

略とクロスライセンス(crosshcensing)

戦略は、反トラスト訴訟の副産物」であ

った。こうしたことは、とりわけ新たに

現れつつあるハイテク産業（マイクロエ

レクトロニクス、マイクロコンピュータ、

ソフトウェア）における、技術的知識の

普及や新しい企業の出現を促した。アメ

リカにおいて、このような状況がイノベ

ーションのダイナミクスに与えた効果は

周知である。

もちろん、こうしたことは、当然、競
争の規制に関する問題を引き起こした。
再考の余地が企業に与えられ、そして知
的財産システム自体の機能は、例えば強
制実施許諾(compulsorylicensing)の分
野では、特に反トラスト政策に、そして
一般的には国家干渉に依存する。

シカゴ学派の影響が大きくなるとともに、

1970年代に姿を見せ始め、1980年代に

はしっかりと形になった経済的および政

治的変化は、知的財産レジームを方向転

換させ、ほぼ180度異なった方向に向か

わせた。そして、この変化は金融主導型

資本主義の登場と一体となって、新知的

財産レジームとみなすことができるもの

を導いた。

シヤーマン法の適用状況は、20世紀を
通して、かなり異なっていた(Kovacic 22E,Bennet&Son

Arrow社裁判、186
JaHeandLerner(20
用。

s対National

U.S､70,91(1902)。
04,p96)によって引

一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一

21Macmup(1958,p.11)を参照。
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第3節1980年代:新知的財産権レジー

ムと金融の役割

この節でも、前節のように、より広範

な産業構造の変化の観点から、知的財産

の変化にアプローチしなければならない。

これらの変化の中心では、ビジネスモデ

ルの進化が見られる。例えば、生産シス

テムの中心的存在としての「チヤンドラ

ー的企業｣、つまり大規模な滋合企業の相

対的な衰退が見られた23。まず最初に、大

企業内では、垂直的分解の動きが見られ

た。つまり、大企業は、「戦略的」活動と

みなす限られた数の活動に集中する傾向
があった。第二に、小規模企業の力強い

成長が現れた。これらの企業は、とりわ

けハイテク産業や自然科学産業に特定化

され、企業内統合度も低かった。こうし

た企業のなかには、スタートアップ企業

も含まれ、それらはイノベーションのダ

イナミクスの源泉になった。これらの企

業は、基本的に－そしてときにはもっぱ
ら－ある一定の技術的、あるいは厳密に
言うと奔翰ｳ知識の資本の上に成り立つ
24

0

字のような発展はチャンドラー的企
業の確立と覇権の時期を特徴づけたもの
の対極として、ある程度、解釈すること
ができる。われわれは発明活動がかなり

aInoreauxE

anglois(200
gitlin(2004)

即函ロ1冊

2004

abel

こから

いては、

24下記を参照。この点についてより詳細に展開されている。
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の程度、外部化される動きを目にした。

より一般的そして基本的レベルでは、経

営者の「見える手」によって果たされる

役割もまた減少した。それは、ある識者

によれば、自由な市場関係の見えざる手

が好まれたり(Langlois,2000,2004)、

別の著者によれば、長期的関係

(Lamoreauxetal.,2003,2004)あるい

は様々 な形での協力関係(Sabeland

Zeitlin,2004)といった新しい企業間関係

が好まれたからである。こうしたことは、

とくに技術、知識、そしてスキルをもつ

企業間取引の増大として現れた。これら

の変化のもう一つの重要な特徴は、われ

われの目的にとっても極めて重要なもの

である。つまり、このような新しい産業

構造では、フォーディズムの窪営資本主

義時代には大企業の内部で行われた資本

の蓄積や分配、あるいは(R&Dへの投資

のも含めた）投資の選択は、今や、かな

りの程度、金融市場やそこで働く経済主

体（エージェント）によって行われる25。

このような状況のなかで、われわれは

知的財産レジームに起こった変化を位置

づけなければならない。そして、それは、

これらの変化がどのように起こったのか

理解するために必要な､更(しである。1970

年代初期から始まった時期は、知的財産

レジームの重要左変化とともに、新しい

進化も示した。この新時代は、次の三点

25このことは、新しいコーボレートガバ

ナンス原理の核心である株主価値原理に
よって引き起こされる経営形態の変化に
よって、部分的に説明される．これらの
変化は、結果として、かなりの程度の利
潤が企業から離れて、金融回路に供給さ
れた。
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によって特徴づけられる：

－最初に、法および判決の変化は、特許

対象物の範囲を劇的に拡大させ、そして

特許やその他の知的財産権の所有者に与

えられる権利を強化した。

－同時に－このようなプロセスは、それ

が初めて現れそして初めて確立されたア

メリカにおいて最も重要であったけれど

も－金融市場の規制に関して、いくつか

の重要な変更が起こった。知的財産の変

化と相乗作用を起こして、これらの変更

は新しい制度的補完性の形成と、そして

特許の登録と使用に関する慣行のこれま

でにない新しい特徴を引き起こした。

－最後に、これまで最先進国にだけ普及

した知的財産レジームのタイプが、世界

中に拡大した。この知的財産法のグロー

バルな調和プロセスは、歴史上で最初の

国際的な知的財産レジームの確立を象徴

する1994年のTRIPS協定の調印で頂点

に達した26。

これらの変化がもたらした最も重要な

結果の一つは、知識の商品化に向けて、

大きく前進したことである。これは、特

に次の二つの全く新しい現象に起因す
る：（,）基礎研究に専念する企業の登場
であり、Rosenbergが注記するように、
それは今までほとんど見られなかった傾
向であった27･（2）イノベーション企業の

26これは新時代における重要な側面であ
るが、ここでは取り扱わない。TRIPS協
定がどのように新しい国嬢"椥的財産レ
ジームの形成に影響を与えたのかという
最近の解釈については、Orsiand
Coriat(2006)を参照。

27Rosenbergによれば､大企業にとって、
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ための資本市場が形成された。これらの

二つの重要な現象と関連して、この時期

はかくして、知識市場の仲介者としてま

た操作の担い手として、キープレーヤー

になった金融の参入によって特徴づけら

れた。

以下では、まず初めに、1980年代以降

の時期に新たに登場したものと、それら

がどのように新しい知的財産レジームの

誕生を特徴づけるのかを見る。その後で、

われわれは知識市場の発展に対して、こ

の新レジームがもたらしたいくつかの重

要な結果を示したい。

3.1新知的財産レジームのいくつかの

特徴

これまでに描写したように、この新し

い知的財産レジームは、法と判決の変化

による複合的な効果を通して確立された。

そして、最も影響を及ぼした変化が、以

下にあげるものである28。

企業内である程度の基礎研究を行うこと
はまれではないし、それは企業がイノベ

ーション能力を維持するために必要な

「研究開発能力」(absorptivecapacity)
の一部である。しかし、知識の「公共財」
としての性格を考慮すると、長期的使用

可能性の状況が保証されえないゆえに、
巳●●●●●｡●●●●●●●

墓耀研秀に完全に事念する企業は「まれ」
である(Rosenberg,1990)。

28下に続く段落は、われわれのこれまで

の論文(CoriatandOrsi,2002,2005)の
なかで既に論じられた部分から取り出し
たものである。それらは、Orsi(2001)に
おいて最初に示されたいくつかの基本的
な要点を発展させ、整理している。ここ
では、これらの諸要素を最新なものにし、
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■

辮法の硬正

一つの重要な変化は、新しいアクター

に対して特許領域（と一般的には知的財

産権領域）の扉を開いたことである。実

際に、これらの新しいアクターは、大学
●●●●●●◆●●●●●●●

や学紡酌な研秀センターであり、－研究

が全くの公的な資金援助に基づくときで
■ ■ ● ● ● ｡ ● ● ● ､■●●●●

さえ－それらば薪しし1茂則によって自分
●●●●●●●●｡●●●■｡●●●の

たちの研鐙成果に待許登録をすることが

可監にまった。この進歩は、1980年のバ

イドール法の制定とともに実現した。こ

の有名な法（その妥当性はまだ依然とし

て議論されているが）は､多くの新しい、

そして補完的な法案を施行した。まず最

初に、この法律は、公的な資金援助に基

づいた研究の成果に特許を与えることを

許可した。次に、これらの研究所が民間

企業に排勉的ライセンスを売ることを可

能にし、またそれら企業と「ジヨイント

ベンチヤー」を設立することを可能にし

た。ジョイントベンチャーの設立に関し

ては、関連する知識を利用する目的の下、

（ライセンスの形で、第3者にその知識

を売る）直接取引を通してか、あるいは

需要のある製品を開発するために知識を

使用することで形成される。これらの法

案を支える（理論的）根拠は、議論の余
地があるかもしれないが、しかしこの法
律が大学の研究所によって登録された特
許数の増加に与えた影響は、確かに目を
見張るものであった。たとえ、これらの

特許が比較的限られた大学に集中化して

そして本稿の目的に照らし合わせて配置
した。
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いたとしてもである(Mazzolemand

Sampat,2002;Moweryandal.,2004)。

バイドール法によってもたらされた変

化の重要性を、強調しすぎることはない。

これまでの不可侵であった公共政策の原

理を撤廃するという直接的意義に加えて

29、バイドール法は、学術的研究の商品化

に大きな勢いを与えた。公的な資金援助

を受ける多くの研究所では、特許登録の

レースは組織的活動の様相を呈した。か

くして、技術移転センター(Tbchnology

nanstrOfnces:TTOs)が設置された。

その目的は、第三者（しばしばベンチャ

ーキャピタルに資金援助された企業）に

特許を販売するためであり30､あるいは特

29バイドール法の制定以前は、公共政策

は比較的明確な原理にしたがって組織さ

れていた。つまり、公的資金は、（主に大

学や公共機関の研究所での）基礎研究に
向けられていた。そして、イノベーショ

ン活動の関係者は、それらの大半の成果
を自由に入手することができた。他方で、
（自己資本に基づく）民間のイノベータ

ーは、特許を通した一時的な独占状態に
より収入を得た。このような（基礎研究
に対する資金援助と民間機関による発明

に与えられる特許に基づく）「二分類｣は、

Arrow(1962)によって提起された発展理

論の線にある程度沿って推移している。
Arrowは、こうした二分類を、特許を許

可することに対して、その一方での集団
的幸福を保護する一つの手段であるとみ
なす。公的資金援助に基づく研究の成果
に特許を許可することで、バイドール法

はフオーデイズム時代から続いた「公開

科学」の重要な原理を崩した。この意味

において。バイドール法は、長い間この

分野の公共政策を支えてきた「幸福」の
原理とは、全く相反するものである。

3Oこの点に関しては、後に続く小節で詳
しく考察される。
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’

1

許を開発するために彼らとジョイントベ

ンチャーを立ち上げるためであった。基

礎的研究に最大限に専念する（そして、

しばしば最良の成果をあげる）大学の周

りでは、学術研究所からの「スピンオフ」

（分離）が多く見られた。

バイドール法によって始まったこの傾

向は、アメリカ議会による知的財産に特

化された司法制度の設立という、もう一

つの重要な法のイニシアティブによって

さらに活気づけられた。それが、今や知

的財産を含むすべての訴訟事例を審理す

る責任を負う連邦巡回控訴裁判所(Court

ofAppealshrtheFederalCircuit:
CAFC)である。

このイニシアティブは、極めて重要な

余波を含んでいた。しばしば反トラスト
原則によって強く印象づけられ、特許に

基づいた独占擁護論に対して公然と反対

した伝統的な裁判所から、知的財産に関
する仲裁のすべての権限を排除した。そ
の結果、CAFCの導入は「プロパテント」
政策とそのルール化を肯定する象徴的存
在となった。これらの原理やルール化は、
後に、新しい知的財産レジームを確立し、
強固にするうえで、重要な役割を担った。
あるアナリストが最近、CAFCによって
促進される政策を分析した長い論文のな
かで次のように述べた:FC(連邦巡回控
訴裁判所）は､数学の算法､観念的段階、
印刷物、そしてビジネス方法のような発
明に関する特許を否定した原理を次々と
廃止していった。いくつかの原則を除い
て、アメリカでは、特許対象は、今や、
人間の経験と同じくらい広範囲であろ
う」(Thomas,J.R.,2006)。
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（しばしばアメリカ連邦最高裁判所自

身によって着手されあるいは承認され

る）新しい法理学的アプローチによって

立証されたこのような変更は、かくして

知的財産のあらゆる面に影響を与えた。

そして、これらの変更はいつも、特許所

有者に与えられる権利の性格や重要性を

強化し、一方で「模倣者」に科される罰

金や処罰をより厳しくした3'。

縦の変砧

しかしながら、われわれがここで取り上

げたレジームの実際の変化を正当化する、

レジームの深さや幅に関する重要な変化

は、次の事実から派生する。それは、（20

世紀終わりの科学的および技術的革命に

対応する）2つの重要な分野において、こ

れまで排除されてきた対象にも、特許資

格の扉が開かれたことである。それらは
● ● ● ● ● ● 。･･・・。．.｡

一方でソフトウェアとコンと｡ユータープ
●●●・・。．

pグラムであり、他方で遺伝子や生命敵

である。

とりわけ重要なのことは、これらは、

1980年代に主な技術的発見やイノベーシ

ョンが起こった二つの重要な分野だとい

うことである。それはまるで、アメリカ

が自国の企業の産業や商業を保証する手

段として、これらの新しい分野において、

ずっと広範で厳格な新しい知的財産レジ

ームを利用しようと意図したかのようで

31起こった変化のより詳細な説明は、

Coriat(2002)、CoriatandOrsi(2002)、
JaHeandLerner(2004)を参照。ゲノム学
およびバイオテクノロジー分野で起こっ

た変化は、Orsi(2001)によって、極めて

詳細にそして正確に説明されている。
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あった。そのために、企業に対して、こ

れまでのような自身の発明だけではなく、

アメリカの公的な研究所から生まれる発

見や基礎研究のすべての領域を利用する

排他的権利を与える必要があった32。

－ソフトウェアやコンピュータープログ

ラムの分野では、裁判所による一連の判

決によって、全く新しい状況が現れた。

まず、著作権（コピーライト）によって

保護されてきたソフトウェアは、今や特

許による保護が可能になった。そして、

これらの特許は、徐々に外へと広がって
■●●●●D●●■●

いき、最終的には連立方程式の徒巧に薦

する草按さえ対象にした。ここでの重要

な点は、このような進化によって、プロ

グラマーやソフトウェア開発者のコミュ

ニティを通して広く使用される「一般的」

知識の要素に対しても、特許申請するこ

とが可能になったことである。しかし、

これは、多くの専門家が危険な状況と言

う状況を作り上げた（下記を参照)。最後
に､1990年代､とりわけ(1998年にCAFC

● ● ● ● ● ● ● ●●■●●●●●●

によって下された)'mateS22℃et"nkと
●C●●●●●●●■●■①。●G●●●●●●●

＆冒刀atl"汐FIna"cia/Gm卯の有名な裁
判に対する判決の後、営業の手法や金融
サービスに関連する自動化プロセス

(automatedprocesses)といったビジネ

32そのような変化が起こった理由は、そ
の時期（1980年代）の政治経済のなかで
追求されなければならない。この時期、
アメリカは、競争力の著しい低下に直面
していた。この点については、Coriatand
Orsi(2002)、およびScherer(2006)による
最近の詳細な研究を参照。

34

ス方法にも特許資格を拡大していった33．

しばしばこれらの分野の第一人者である

アメリカ企業は、コンピューター研究集

団によって広く使用されてきたプロセス

を利用するための排他的権利に代表され

る多数の特許を所有していた34．

－しかし、特許に関する進化が最もラデ

ィカルで、最も影響力が大きかったのが

生命科学の分野である。ここでの突破口

はまず、GEに対して、遺伝子工学によっ

て作り出された油膜を残さずに食べる微

生物に特許申請することを許可した有名

なChakrabarty判決によって開かれた。

この決定は､バイドール法と同じ年(1980

年）に、連邦最高裁判所によって下され

たが、しかしそれまでに、何年もの間、

法的論争が行われ、そして様々な裁判所

によって繰り返し判決が下された。そし

て最終的には、遺伝子や遺伝子の部分的

配列のような人体の限定した要素を含ん

だ生命体の特許資格が認められた。そし

て今やアメリカでは、米国特許商標庁

(USPatentsandnademarkOffice:

USPTO)が指摘するように、「ある遺伝

子を発見した人ば諾でも、たとえそれら

の有瀞性"j莞証されていなかったとして

も、あるし'は唯一つの有府姓でも示さで

33ソフトウェア分野の知的財産権の進化
やその重要性については、Liotard(2002,
2004)、DreyfUs(2006)によって詳細に分
析される。

34このような新しい状況は次のような別
の結果をももたらした。つまり、多くの
インターネット企業は、コンピューター
の方式に関する特許やその他の知的財産
権のような無形資産に対する金融市場の
評価に基づいて成長した（下記参照)。
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いればその蘆宏子にガして、そしてそ

の遺伝子の何らかの河豚可能性にかして

持許を飯得できる」(USPTO,2001)。現

在まで､5万件以上もの特許が遺伝子の配

列や部分配列に与えら、もしくわ申請さ

れた。

明らかに、こうしたことは、真の知識

の商品化への道を開いた(Orsi,2002;

OrsiandMoatti,2001)。この知識の商品

化が一般的知識（例えばコンピューター

プログラムの基礎として使用されている

算法）を、あるいはさらに重要なことと

して、（ヒトゲノムのような）「基礎研究」

を含めていようがいまいが、これまで公

開科学OpenScienceの分野に含まれた
すべての知識領域は、もはや、排他的独

占権によって飲み込まれ、結果として市

場の金融取引の対象となった35。

35認可された特許がしばしば「広範囲」
であるゆえにいっそうそうであった。言
い換えればそれらは、実用性が実証され
た発明を対象にしているのではなく、広
範にわたる将来の利用可能性のある特許
を対象にする。（将来の発明のインプット
としての）基礎的な知識自体に特許を与
えることで、アメリカの裁判所は、現存
し、公開されている発明だけを保護する
のではなく、既に特許を有する知識の使
用から生まれるような、可能性があり、
まだ仮状態である発明すべてをも保護す
る。MyriadGenetics社と、キュリー研
究所を含めたいくつかのヨーロッパの研
究組織の争いは、新しいドクトリンの結
果を示す一つの最適な例である。遺伝性
乳ガンの原因遺伝子(BRCA1)に関わる
特許を所有しているという理由で、この
アメリカの企業は検査道具一式の排他的
使用を押し付けようとした。一方で、世
界中の多数の研究所はそれぞれの検査方
法を発展させ、利用しており、コストパ

35

そして、こうしたことは、同時に進め

られる金融市場の規制改革によって悪い

方向へと向かった。この改革は、以上の

ような知的財産に関する変化と共鳴し、

それを補完することで、知識市場の展開

に対してまったく新しい状況を作り出し

た。

3.2金融と知的財産権の新しい制度的

補完性と、知識の商品化への新たな

追い風

ここでの重要な点は、知識が（将来の

収入を約束する、需要が見込める知的財

産権という形で）商品へと転換されるこ

とによって、金融資本が知識の生産に参

加することに対して、寛大な状況が作り

出されたことである。バイドール法のお

かげで、しばしば大学の研究所から起こ

る新しいスタートアップ企業が、（知的財

産権を通して）市場で需要が見込める権

利を所有するその瞬間から、金融資本の

活動に対して機会（好機）が生まれる。

金融規制は、基礎研究分野への金融主

体の参入を促進し、活性化するように変

更された。最も重要な動向は、1984年に

アメリカ証券業協会(NASD)36によって

フォーマンスの面でも優れていた。しか

し、Myriad社はこれらの研究所を相手取

り、排他的権利を得るために訴訟を起こ

した。このケースの分析とその結果は、

OrsiandCoriat(2005)で扱われている。
36NationalAssociationofSecurities

Dealers。この協会は、米国証券取引委員
会(SecurityandExchangeCommission:

SEC)の許可の下、ナスダック市場の取

引を統制し、その公正な取引を管理する
団体である。
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下された決定であった。それは、赤宴企

業(Ioss-makinghrms)であっても、そ
れらの企業が知的財産権によってはっき

りと目に見える形で、高度な「無形資産」

を持っている場合、上場することを許可

した。かくして、「Mternative2」として

知られるこの規制は、このタイプ（赤字

であるが知的財産権のストックをもつ）

の企業に対して上場する可能性を与えた

が、その上場できる市場は、もはや流動

資産が不足し、魅力のない店頭市場

("overthecounter":OTC)ではなく、

最先端であり、最も魅力的なナスダック

市場であった37．

金融分野におけるその他の法および規

制の変化もまた、赤字であるが、しばし

ば資産として知的財産権を所有し、大き

な可能性を秘めたイノベーション企業が

上場するナスダック市場の資金を確保す

るために、重要な役割を果たした。とり

わけ、年金基金に一定の制約を課す「プ

ルーデントマン」(prudent-man)法の改

正は、年金の一部をハイグズクの賃券や

貰灌に没賛するという以前は禁じられた

行為を可能にした。このように、とりわ

け401K法が制定された後、にわかに活

気づき、年金基金には莫大な流動資産が

集められたが、そのいくらかは、多数の

新興企業を促進するために、金融市場の

なかで利用された。それらの企業は損失

を出している一方で、彼らが所有する無

形資産に「大きな可能性」を秘めていた

（法や規制の変化によってもたらされた

年金基金の役割の包括的な分析について

はMontagne(2006)を参照)。

金援助を受ける企業に、その状況から抜

け出す新たな可能性を開いた。したがっ

て、ベンチャーキャピタル型企業は、当

然のように、今や市場で価値づけられる

特許やその他の知的財産権といった形で、

高度な無形資産を備えた学術研究所によ

って設立されるこれらの新しいタイプの

「会社」へと一斉に姿を変えた。

新しい企業で構成される複合実体もまた

商品化された。ライセンス市場と平行し

て、知識の生産に専念する企業に関する
市場も現れた。

このような現象は、次の主な二つの側
面をもつ：金溌ﾉ万場と〃ｸ鰯産潅の補差盤

以上のような結果、アメリカでは、知

的財産法と金融市場規制の間に、新しい

特異な「制度的補完性」が形成された。

この新しい制度的補完性は、次のよう

なプロトコルにしたがって作用する；

－まず、われわれは基礎研究に専念する

業の出現を見た｡Rosenberg(1990)が記す
ように、これは、とても「例外」的なこ
とである。歴史上初めて、多数の新しい
企業が起こされ、それらは中心的活動で
ある基礎研究に基づいて市場活動に乗り
出した。こうしたことが可能になったの
は、新レジームが、基礎研究に特許を認
めることで、研究に関連する知的財産権
もまた売ることが可能になったからであ
る。そして、この種の知的財産権の販売
は、新しいタイプの企業の主な商業的活
動になった。これらの企業の一つの顕著
な特徴は、それらの多くが「有名な科学
者」の上に成り立っていることである
(ZuCkerandDarby;1996)｡Darbyetal
(1999)が観察したように、彼らの創設チ
ームに（そして彼らの株主に）高名な科
学者がいることは、彼らの市販製品（実
際には、特許が認められた科学的発見）
の品質の信頼性を高める重要な必要条件
であったようである39．企業の創設者や、
あるいは株主のなかに科学者がいること

商品化の観点から見ると、これらの補

完性の効果は驚くべきものであった。知

的財産権という資産をもった赤字企業に

株式市場の上場可能性を与えたナスダッ

ク「Aleternative2」規定が、新しい知的

財産権レジームと組み合わさったことに

よって、全く新しいビジネスモデルを持

つ極めて特定の企業タイプが登場した38．

これらの補完性は、結果として、新し

く、そしてかつてないほどの資本や援助

を新しいタイプの企業に与えたことで、

知識の商品化という現象を加速させる新
しいものを次々 と引き起こした。

一公的資金援助に基づく研究成果に特許

資格を拡大することによって、大学の研

究所は、彼らの活動を商品化するかつて

ないほどの機会を手にした。そして、こ

うした特許資格の拡大は、以前は公知

(pubhcdomain)として自由に入手可能

であった遺伝子や、より一般的には基礎

研究の成果に特許を与えることを許可し

たCAFCの裁定によって実現された。そ

れらが、純粋に、そして簡単に、排他的

ライセンスというかたちで売られない時、

研究所が所有する特許は、いわゆる「概

念実証」を確立することを目的にする特

定の会社を設立する基盤として使用され

る。その組織は、まだ基礎研究の成果に

基づいて動いてるが、新発見の将来の利

用可能性へと向かう。

一年金やその他の投資信託をハイリスク

な活動に投資できるようになったことは、

ベンチャーキャピタル（危険投下資本）

の供給に大きな勢いを与えた。一方で、

同時に、ナスダック市場に関する新しい

規定は、ベンチャーキャピタリストの資

■
Ｉ
剖
訓
ｌ
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知識の商品化への新しい刺激と新しい支
援

われわれが目にした最も斬新的な新し
さの一つは、次のようなものである。そ
れは、もはや知識だけが（様々 な種類の
ライセンスや使用権利を売ることで）商
品化されるのではなく、研究に特化した

－－－－－一一一一一一一一一一一一一

¥ZucterandDarby(1996)は、スター科
学者の数とハイテク企業の市場価値との
肯定的な関連性を指摘する。この関連性
について、二つの解釈が可能である。（1）
イノベーションの成功の確率は、スター
科学者の数に関係する。あるいは、（2）
投資家がその関連性を信じて↓》ろ。
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37この「A1ternative2」がナスダック市場
に登場した背景およびその結果について
は、Orsi(2001)が詳しく扱っている。同
時に、Coriat,OrsiandWeinstein(2003)
も参照。

38この補完性の形成と、それがアメリカ
でどのように主要なゲノム関連企業を生
み出すことに貢献したのかという問題に
ついては、Orsi(2001)において詳しく分
析されている。

36

37
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考察した時期を通して、われわれは少な

くとも三つの全く異なった知的財産権レ

ジームを提示した。したがって、現在の

知 的 財 産 の 「物神崇拝主義」

(fetichization)は、どんな歴史的前例も

ない、最近の現象として登場する。さら

に、権利所有者の観点から、あるいは認

可された権利の深さや広がりの観点から

も、どんな実質的な継続性も見られない。

もう一つの教訓は、これまでに形成さ

れてきた財産権システムは、経済活動、

とりわけ企業活動などの他の領域を統治

する規制レジームや法システムとの緊張

関係や補完関係をもつことで定着し、確

立された。労働法、より一般的には賃労

働ネクサスや、また一方で競争に関する

法律が、法あるいは判例によって決定さ

れる知的財産の性格や範囲を定義するこ

とに、（しばしば法や規制それ自体の変化

を通して）しばしば重要な役割を果たし

た。

最後に、1980年代に始まるごく最近の

動向に焦点をあてると、明らかなことは、

－金融主導型資本主義の登場により－知

識の商品化に向けた動きは、顕著であり、

重要な現象であるが、しかし実際にはそ

の新しいレジームが長期的に存続するか

どうかという保証はどこにもない。近年

登場した知識を対象とした新しい「市場」

は、知識の循環を妨げる、極めて不完全
な市場である。

この市場の不完全性の議論は、特に注

意を払う必要がある。「公開科学」
(open-science)の消滅とともに現れたこ

れらの不完全性や障害は、様々 な反応を

引き起こした。例えば、これまでに普及

産権によって代表される無形資産を評価

する専門化が登場し、彼らの重要性がま

すます増大した。特許数の劇的な伸びが

市場の主要商品の数を大きく増大させて

きたように、こうしたことはすべて、十

分に大きくなった市場において起こった。

しかしながら、これらの市場がもつ極

めて特殊な特徴は、市場の様々な不完全

性に起因する。まず、認可された特許の

質の低さが、急激な訴訟費用の増大を引

き起こした。また、明白なコンフリクト

が表れない時でさえ、イノベーターは、

特許権で保護されたものと、そうでない

ものについて、極めて不確実な状況に立

たされている。－Shapiro(2001)が言うよ

うに－「特許のやぶ」を進むことは、一

つの大仕事となった。したがって、多く

の企業は、とりわけ情報通信セクターで

は、リスクにさらされると、彼らの協力

者やあるいは競争相手とでさえも「パテ

ントプール」を形成することで、可能な

ところどこでも、それに見切りをつける。

バイオテクノロジーの分野では、いくつ

かの遺伝子配列あるいは研究ツールに与

えられた独占権は、イノベーションの発

展を大きく阻害するアンチコモンズ

(anticommons)の悲劇という現象

(HellerandEisenberg,1998)を作り出
す恐れがある。

がら、この種の市場の形成は、発見の質

に関する評価に対して、金融界にかつて

ないほどの権限を与えるという重要な結

果をもたらしたが、その判断や選択の妥

当性を保証するものは何もなかった。例

えば、いくつかのバイオテクノロジー系

企業の場合、これらのプロトコルに起因

する過剰評価一全体として、ナスダック

の上場企業が、一般的な市場で受ける過

大評価よりもずっと大きな評価40-が､驚

くような信用余剰をもたらす。

は､重要な点である。先にあげたように、

知的財産レジームのこのような新しい変

化は、雇用関係のコード化に関するイノ

ベーションや目新しいものとともに起こ

った。新設のジョイントベンチャーに参

加する科学者の多くは、単なる「従業者」

ではなく、また以前のような「発明のた

めに雇われている」という立場にもいな

い。その新しい点というのは、彼らはま

さしく共同厳主であり、企業のシェアキ

ャピタルのかなりの割合を握っているこ

とである。その目的は、企業が株式を公

開したときに投資家の信頼をえるためで

あり、そして同時に科学者に効率的なイ

ンセンテイブを与えるためでもある。つ

まり、研究者／科学者が評価されるのは、

彼らの活動が発見の市場取引に結びつく

場合一そしてその点において一のみであ

る。

一次に、ある「市場」が成長した。その

主な活動は、需要のある製品や収益力の

ある活動に欠けるが、所有する特許によ

って「大きな可能性を秘めている」とみ

なされるこれらの企業を、（特に新規株式
公開に関連して）評価することである。
この市場は、多数の媒介者のまわりに組

織され、またその市場自体の特殊なプロ
トコルにしたがって組織される。特許の

評価を専門にする「アナリスト」が現れ、

彼らは投資家に情報を提供する大規模な

金融サービス企業に雇われた。彼らが下

した評価は、新規株式公開の目論見書に

引用される。また、その目論見書に対し

て、公募(publicoffbring)の信頼性を示

すために、企業の資産として、有名な科
学者がいることも利用される。しかしな

’

’

現在では普通のことであるが、当時では

根本的に目新しかった以上のようなこと

に加えて、新知的財産レジームは、それ

までに形成された知識市場に関して、か

なり矛盾した役割を担った。というのも、

規模的にも、範囲的にも、市場はかなり

の程度大きくなったが、その一方で極め

て不完全であり、効率性の観点からもか

なり問題があった。この新しい市場の特

異性の一つは、かなり「川上」の知識を

取り扱う点である。例えば、それらは、

ゲノム学やバイオテクノロジーの分野の

基礎知識であったり、コンピューター分

野の一般的知識であったりする。こうし

た市場は、そこに登場する主体の数や多

様性がますます増えていくことで拡大し
続ける。大学や公的研究所のまわりでは、
知的財産(TTOs)領域や金融領域におい
ても、仲介スペシャリストが現れた。金
融産業はより複雑になり、そしてベンチ
ャーキャピタル企業に対しては、知的財

～
二

国

おわりに

われわれがここで進めてきた考察によ

って、いくつかの点が明らかになった。

まずは、知的財産権の性格や内容にお

ける広範な歴史的多様性を見た。本論で

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 三 一 一

40そして､2001年に崩壊したドツトコム
バブルが形成された例外的な時期に観察
された価値よりもさらに大きかった。
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したいくつかの状況を再建しようとした

り、あるいは新しい文脈のなかで、科学

的および技術的情報のより容易な循環を

可能にする状況を作り上げることを目指

した。かくして、オープンソースの傾向

一初めにソフトウェアの分野で生まれた

一は、今や、バイオテクノロジーの分野

にまで広がっている。同時に、公知を保

護し、あるいは拡大するために、多様な

イニシアティブがとられてきた。最後に、

「創造的共有財産」(creativecommons)

という名で、われわれは文学や芸術の分

野でとられるイニシアティブを観察する

ことができる。そして、それらは、近年、

著作権法の拡大によって課される排他的

財産（所有）の制約から逃れるためであ

った。

これで終わりにするが、これらのイニ

シアティブは、形成されつつある新しい

レジームが直面する困難を明らかにする。

そして、それらは、まだこれからの道筋

や表現の仕方を模索している新しい変化

を示すものかもしれない。
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’ 地域経済統合と為替不均衡

-EUと東アジアの比較分析

’

ジャック。マジェ

パリ13大学

井上泰夫訳 ’

1はじめに この世界不均衡が東アジアとEUに及ぼす影響
1990年代末以降、アメリカ経済の経常収支の赤について以下では分析されるが､東アジアとEUは

字と東アジア諸国とくに中国の黒字によって象徴二つの仕方で比較される。基本的な均衡為替レート
される世界的な不均衡が累積している。この不均衡(FEER)･アプローチを活用することによって、
はそれぞれの地域の内的な不均衡を反映している。まず、世界の主要な通貨（アメリカ、EU,日本、中
すなわち､アメリカの家計は過剰債務に陥っていて、国）について1990年代末以降存在する不均衡の程
アメリカの経済も競争力が衰退しているのに対し度を検証するために為替の不均衡が分析される○
て、中国では家計の消費が不十分であり、賃金の占EU諸国については、EU全体のレベルにとどまら
める割合も脆弱である。この不均衡は同時に､2000ないことが必要である。その結果、EU内部におけ
年代半ば以降におけるドルの切り上げと人民元のる為替の不均衡が本質的な論点として浮き彫りに
切り下げという重大な為替レートの不均衡の結果なる。切り下げられているドイツ°ユーロと南欧諸 ■である。この不均衡は部分的に、融資資金の調達を国の切り上げられているユーロとの対立である。為
容易にした金融自由化によって持続することがで替レートの不均衡は東アジアレベルでも分析され

、

きた。現在の金融危機はこの不均衡の結果である。る。結論を先取りして言えば、2000年代における
2007年以来、生産。輸入のダウンによってこの不東アジア諸国の全体的な切り下げが明らかになる。 詞均衡は部分的に弱まっている。だが、為替レートにとはいえ、中国の人民元はこれらの国よりもさらに
は大きな調整が実施されていない｡アメリカの赤字切り下げられていた（第2節)。
と東アジアの黒字は減少したものの､依然として持世界的な経済危機の影響は、二つの多国モデル、続している。

すなわち、EU諸国のモデルと東アジア諸国のモデ
地域間の不均衡とは別に､地域内部の不均衡も無ルを活用しつつ、分析される。両地域を比較するこ
視することができない。EU全体としては均衡水準とによって、これらの地域が政策対応のまったく異
に近いにもかかわらず、EU内部では深刻な相違がなる地域であることがわかる。ユーロ圏は根本的な
存在する。これらの相違は2010年に「ギリシヤの不均衡と持続的な閉塞状況に直面しているのに対
危磯」に示される金融危機の引き金になった。ユーして､東アジアは競争力の強さと柔軟な為替レジー
ロ圏の内部で調整メカニズムが不十分である、もしムのおかげでEUよりも好ましい状況にある（第3
くは存在しないことがとくに問題である。東アジア節)。最後に、結論が述べられる。においても、経済統合の水準は高くて、地域内部の

不均衡も存在するが､東アジアの通貨は全体として21990年代以降の経常収支の不均衡と為替不均切り下げられているし､調整メカニズムもEUより衡
も重視されているので､成長が促進され、緊張要因2．1方法論について
を緩和することができる。為替不均衡とは､観察された為替レートと均衡為

709-716

*MSHParis-Nordから受けた研究支援
に対して感謝を表したい。
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を記録する一方で､1980年代初めと2000年代には

均衡水準に近づいている。日本は1980年代以来経

常収支の黒字を増やし､1980年代と2000年代には

均衡価値を大きく上回っている。ユーロ圏は均衡価

値(GDPの0%)の水準にとどまっており、黒字も

赤字もともに小さい点で､アメリカや日本の状況と

大きく異なる。ところがこの全体的に均衡のとれた

状況は、EU内部の大きな相違を隠蔽している。最

後に、中国の経常収支のバランスは1990年代半ば

以降大幅に上昇して、均衡価値を大きく上回る水準

(GDPの8･10%)に達している。

づいてこの方法が適用される。理由にもと替レートのズレ（％表示）として定義されている。

均衡為替レートを推定するためにいくつかの方法

が利用されている。購買力平価(PPA)は最も旧か

ら存在する方法である。この方法は相対価格のみに

依拠しており、単純な方法である。そして、バラッ

サ効果によって補完しうるとはいえ､他の構造的要

因を無視して､図式的に過ぎる方法である。PPA以

外に、最初にウイリアムソンによって提案された

FEERと計量経済学を利用するRERRが存在する。

BIMRは長期の実質為替レートに影響を及ぼす

基本的な決定要因（外国の純資産、交易条件、生産

性、石油価格）を考慮に入れた為替レートの動態に

関する計量経済学的分析である。長期の方程式は同

インテグレーションによって推定され、その後、短

期の方程式は誤謬の修正によって推定される。為替

不均衡は､観察された為替レートと長期の推定価値

とのズレによって計測される。この方法は広く利用

されており、有益な結論を引き出すことができる。

だが、その理論的土台は脆弱であり、最近の改善は

主として計量経済学に関わっている。この長期とい

う考え方が均衡を意味するということの確たる理

由は存在しない。

これに対して、ⅢERは、対外均衡(構造的パラ

メータによって決定される持続しうる経常収支の

水準）と同時に国内均衡（インフレ圧力なしに潜在

的な生産要素をすべて利用しうる）を実現できるよ

うな為替レートの水準として定義される。このアプ

ローチは、貿易を表示すると同時に、為替レートを

国内・国外の不均衡に関係させている。各国の構造

的パラメータを直接考慮に入れることができるし、

国際交易のモデルにしたがって､相異なる国ぐにの
均衡為替レートを整合的に推定することができる。
異なる時間レベルでの最適化に関する研究が不十
分であることが批判されているが､FEERは､均衡
への復帰の条件を示すことを目的にしていない。
FEERは、それぞれの時期について、国内および国
外の不均衡によって生じた実際の為替不均衡を静
態的な比較のレベルで推定しようとするだけであ
る｡FEERは他のアプローチよりも野心的でないだ
けに、各国の均衡為替レートに影響を与える各国の
構造的パラメータを世界的に統一した仕方で考慮
に入れるためにはとくに便利である。以下ではこの

この観点に立って、三つの段階で計算が行われる

（4）○主要な国ぐにの貿易を表示できる多国モデ

ル（アメリカ、EU,日本、中国そしてそのほかの世

界）によって、まず、対外均衡（維持できる経常収

支の水準）と各地域の対内均衡(インフレなき完全

雇用）を推定することによって、ドル､人民元､円、

ユーロ、イギリス．ポンドそして世界のほかの通貨

について実質実効タームで、2国間レベルで均衡為

替レートを計算することができる。つぎに、EU各

国の個別的な分析が必要になる。各国の「国民的ユ

ーロ」の実質実効為替レートは各国の貿易構造にし

たがって計算されるので､ユーロ自身の為替レート

と大きく異なりうる。というのも、EU各国の貿易

の半分以上は固定為替レートでのEU内貿易であ

り、そのために結果が大きく変わる。さらに、EU

全体が均衡為替レート水準に近い位置にあっても、

巨額の経常収支の黒字を抱えるドイツと赤字続き

の南欧諸国とでは状況は大きく異なる。したがって、

為替不均衡は「各国のユーロ」について推定されね

ばならない。そのためには、各国の均衡為替レート

を推定するために､各国の経済に固有の国民的モデ
ルを利用する必要がある。この分析結果が多国モデ

ルの結果に組み合わされることによって、2国間の

均衡為替レートを得ることができる。すでに、小規
模国については､多国モデルで得られた結果も一国
モデルで得られる結果も同様であることが指摘さ

れている。最後に、各国の一国モデルにもとづいて

東アジア諸国の均衡為替レートが推定される（韓国
マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン）
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2.2経常収支の不均衡と主要通貨の均衡為替レー

ト

主要な通貨について均衡為替レートは国内.国外

の均衡を推定することによって計算することがで

きる。グラフ1はアメリカ、EU,日本、中国につい

て、観察された経常収支と均衡収支を示している。

均衡収支は､構造的な諸要因にもとづいて計量分析

によって算定される（対外純資産、人口依存度)。

アメリカの経常収支は対照的な時期を経験してい

る。1980年代半ばそして2000年代のようにGDP
の2．3％である均衡価値を大きく下回るような赤字

SoUrce:Jeongetalii,2010

国内・国外の均衡に対するズレにもとづいて、多国
モデルはドルに対する2国間の為替調整不足
(e=E-Ee/Ee)を実質実効ターム(r･R-Re/Re)で不
すことができる。ここでは、ReとEeは実質的･名

目的均衡為替レートに等しい。その結果、通貨の切
り下げ(e>0そしてr>0)と切り上げ(e<0そ
してr<0)を決めることができる。表1は1994
年から2009年までの各国通貨の結果を不I_ている
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のに対して、グラフ2は円と人民元について示して

いる。ユーロはそのスタート時点（1999年）でド

ルに対して少し切り上げられていたが、2000年代

にドルが切り下げられたにもかかわらず､実質的に

も名目的にも切り下げられた。このユーロの切り下

げはEUの成長の回復（とくにドイツの回復）を反

映していたが、2000年代の後半になると次第に消

滅して、2009年には均衡水準に近づいている。日

本の円は、1980年代における長い切り下げの時期

を経て、円は、円高と日本型生産モデルの衰退によ

って1990年代には切り上げられていた｡2000年代

にはこの動きが逆転した。円はこの時期の円安戦略

にもとづいて実質実効タームでドルに対して切り

下げられた。最後に、中国では1990年代の後半に

なって、新しい為替レジームが実施され、ドルとの

平価が維持された｡経常収支の黒字が増大して中国

の競争力が強くなった結果､人民元の均衡為替レー

トは引き上げられた。その結果、ドルとの為替レー

トが固定されたままであっても、人民元は通貨の切

り下げを維持することができた｡そして実質実効為

替レートを引き上げることができた。この人民元の

切り下げ効果は2006年にピークを迎えた。この時

期以降､切り下げ効果は2国間レベルで減少しつつ

あるが、依然として高い水準にあり、実質実効ター

ムではわずかであるが上昇しつつある。

J我p乳、Jnpan
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I ’ |｜’表12国間に)あるいは実質･実効切り下げ(r)レベルでの通貨の切り下げt>0,>0)と切り上げい<0,e<0)
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Source:Jeongetal,2010
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23.0 -17．715.9 2.2 4.0 8.420〃

25.5 -24.1 6.023.9 7.4 6.920“
2.3経常収支の不均衡とユーロ圏の均衡為替レー
ト

やフランスのようにEU内貿易の比重が高い国に

おいてはそうであった。このことは、実質為替レー

トの安定という通貨同盟のよく知られた長所に相

当する。だが、インフレ率は各国で異なり、実質実

効為替レートに無視できない影響を与える。ドイツ

のような低インフレ国はスペインのような高イン

フレ国を下回る通貨切り上げを示している（グラフ
3)。

20価
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20061 ユーロの為替レートについて､観測されたレート

であれ、あるいは均衡レートであれ、以上で見た通
りであるが､それらはEU各国内部の通貨制約につ
いて限定的な見方しか与えてくれない。まず、EU
各国の貿易構造は大きく異なる。EU内貿易は各国
の貿易全体の50.60％を占めているが、固定レート
で実施されているので､実施為替レートの算定に大
きな影響を与える。したがって、2000年代におけ
るユーロの切り上げユーロ圏全体よりも各国レベ
ルではその効果が限定されていた。とくにスペイン
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グラフ2為替レートのうごき（2000年＝100）
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グラフ4フランス。ドイツ。イタリア。スペインの経常収支グラフ3EU各国のユーロの為替レート(2000年=100)
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ている。その結果、ユーロ圏全体で算出された場合

と大きく異なる均衡為替レートを各国経済につい

て算出することができる｡FF]RRの方法を各国に適

用して､構造的な相違を反映する各国のパラメータ、

各国の国内・国外の均衡を考慮に入れることができ

る。

って大きな意味をもつと判断されたにもかかわら

ず、ユーロはドイツやフランスについて言えば、

2009年に近い実質実効タームであり、1999年の価

値であった。

だが､各国間の相違は大きな意味をもっているの

で、分析をさらに進める必要がある。これらの相違
は、国際的な糊上、したがって貿易の弾力性、対外
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グラフ4は､ユーロ圏の四つの大規模国について観
察された経常収支と均衡経常収支について示して
いる。このグラフによれば、ユーロ圏全体では均衡
水準にあるにもかかわらず､ユーロ圏内部では大き
なコントラストがあることがわかる。2000年以降、
イタリア、フランス、とくにスペインの経常収支の

不均衡は均衡価値を大きく上回っており、ドイツの
黒字とコントラストを示している。ギリシヤ、ポル
トガルのような南欧諸国、さらにアイルランドにつ
いてさえ、同様のことを指摘できる。ドイツの黒字
はドイツ再統一によるコストが大であった1990年
代を除けば、EU全体の持続的な糊敦である。
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表2EU各国のユーロの切り下げと切り上げ
代以来､あるいは1970年代､1980年代から未解決は自国のユーロの切り下げの利益を受け取ってい

であった競争力の回復という難問を反映していた。

スペインとイタリアも興味深い例を示している。

1992年のSMEの危機において行われた通貨切り

下げに続いて、ペセタとリラは1990年代の後半に

おいて切り下げられていた。だが、フランスと同様

にこの状態は続かなかった。そして1999年以降、

スペイン。ユーロは切り上げられた。イタリア・ユ

ーロもスペイン.ユーロほどではなかったが、同様

に切り上げられた。これらの切り上げはユーロ圏の

加盟国の異なる競争力を示している。スペインは深
刻であり、2000年代には不動産バブルが起こった
が、生産性の改善はなかったし、研究開発投資も弱

かった、また、技術集約的製品への糊上にも遅れて
いた。その結果、スペイン・ユーロは大幅に切り上
げられ、スペインは2007年以降大きな制約に直面
している。ポルトガルとギリシヤは1990年代末以
来切り上げられている南欧諸国の通貨の例である。
これらの諸国は生産性の水準が停滞しており、周辺
的位置にとどまり、低コスト製品に糊こしているの
で､ユーロ圏内部で制約から逃れることができてい

ない。ギリシヤの危機、そして一般的に南欧の危機
はしたがって驚くに値しないのであり、ユーロ圏の
創設以来の根本的な矛盾が原因である。

る。フィンランドは、1991-92年の危機に引き続い

た切り下げをバネにして、とくに研究開発投資に重

点を置いて自国経済を再生すぢことができた諸国

の一例である。これらの諸国は競争力を強めて、し

かも持続的に切り下げられた通貨の利益を引き出
している。

2.4東アジアの経常収支不均衡と均衡為替レート

円やウォンに加えて、さらに東アジアのほかの諸

国の通貨を検討する必要がある。これらの通貨には

それぞれ固有の特性が存在するが、ヨーロッパ諸国

と区別できる共通の樹致を持っている。韓国は三つ

の対照的な時期を経験している。まず最初に1980

年代には経常黒字が増大した。つぎに、1990年代

には経常赤字が増大し､そして1997-98年のアジア

危機以後の大きな通貨切り下げによって再び経常

黒字が増えた。だが、2000年代には、韓国の経常
収支は均衡水準に戻った。タイ、マレーシア、フィ
リピン、インドネシアなど東アジア諸国は数多くの
共通性を抱えている。1980年代そしてとくに1990

年代の経常収支の赤字はこれらの国の均衡価値を
大きく上回っていた。グラフ5が示すように、韓国
では1997-98年のアジア危機以降経常黒字が増大
した。マレーシア、インドネシアでも同様であり、
タイとフィリピンでは多少のバラツキがある。
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すでに主要通貨について見たように、表2は、EU

の各国通貨について実質実効タームで切り上げ(r

＜0）か、切り下げ(r>o)を示している。ユー

ロ圏全体レベルよりも各国レベルでは為替レート

の調整不足は明らかであり、しかも各国間で大きく

異なる。したがって、ユーロの為替政策が各国に及

ぼす制約は重大であり、しかも各国間で大きく異な

る。各国のユーロの為替の未調整は持続的ではなく、

各国の構造調整によって中長期的に謝上しうる。こ

の観点からドイツとフランスを比較することは興

味深い。1990年代の半ば、ドイツ。ユーロ、すな

わち当時のドイツ･マルクは、ドイツ再統一によっ

て切り上げられていた。ドイツ再統一のために巨額

の資金が西ドイツから東ドイツに移転された｡そし

て単位コストは上昇し、ドイツの黒字は減少した。
1999年のユーロのスタートの時点で、ドイツ。ユ

ーロはなお切り上げられていた。ユーロ圏全体では

均衡水準に近かったので、ドイツ大きなズレを示し

ていた・そして、1990年代末以降、ドイツはコス

ト削減と生産の海外移転によって苦痛に満ちた合

理化を開始した。この朝略はドイツの競争力を強化

して回復させるために役立った。だが、この10年

間ドイツ経済は停滞したままだった。2000年代半
ばになってドイツ･ユーロは再び切り下げられたの

に対して、ユーロ全体は切り上げられた。

フランスの状況はほとんどドイツの逆である。

1990年代の後半、フランス･ユーロは実質タームで

切り下げられていた。フランスは、1980年代後半

の競争的ディス｡インフレ政策のかげで、またドイ

ツ経済の停滞のおかげで､利益を引き出すことがで

きた。だが、この状態は持続しなかった。競争的デ

ィスインフレ政策は生産性の回復をめざす構造政

策と組み合わせられていなかった。2000年代半ば

以降、フランス｡ユーロはユーロ全体よりもはるか

に強く、再び切り上げられた。そのため、フランス

経済には重大な制約が課された。これは、1990年

最後に､北欧とアルプスの小規模国が残っている。
オランダとオーストリアは生産性の高い水準を維
持して、すぐれた特化を実現しているので、均衡水
準に近い為替レートを実現した上で、2000年代に
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対外的、国内的（グラフ8では示されていない）

不均衡にもとづいて、為替の不調整について、前述

したように、実質(r)あるいは名目(e)ベース

で計算することができる。1980年代にウォンは成

長のための輸出戦略と関連して持続的に切り下げ

られていた。だが1990年代以降、ドルへのアンカ

ー政策が採用された結果、名目。実質タームでウォ

ンは切り上げられ、それが1997年の韓国の危機の

要因のひとつとなった。そしてその後の大きな切り

下げによってウォンは切り下げられたが､長続きは

しなかった。ウォンの切り上げによって、ウォンは

実質タームで多少切り上げられたが、2000年代に

はドルに対して切り下げられたままであった｡2007

年の危機以降、ウォンが再び切り下げられた結果、

ウォンの切り下げは維持されている（グラフ6と表

3)。
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｜｜’ 全体として、世界的な不均衡と為替の調整不足につ

いて一般的な結論を引き出すことができる。東アジ

ア諸国は各国ごとの個別性を超えて、共通性を有し

ている。東アジア諸国は2000年代に経常黒字を記

録しており、これらの国の通貨はドルに対して実質
実効タームで切り下げられていた。中国の人民元は
最も切り下げられていた通貨であり、ウォンの切り

ユーロと対立していた。このようなEUの状況は東

アジアの状況とまったく異なる。ユーロ圏内部にお

ける調整メカニズムの不足こそ、現在のユーロ圏の

危機を生み出したEU内部の根本的な不均衡の原

因である。以下ではユーロ圏における調節メカニズ

ムについて分析され、東アジアと比較される。

8284868890929496980002040608
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8284868890929496980002040608

-=-ActualbnaterJexdnangerateagainstthedollar

---Equilibriumbilateralexchangerateagainstthedollar

Som℃e:authorgcalculations,BankfbrlnCmationalSettlementsibrthel℃aleffiectivecxchangelate(annualavelaggeofmonthlydata),
CHELEMibrbilatelalexchangemies

タイ、マレーシア、フィリピンは為替レートにつ

いて一定の共通性を有している。1980年代末の通

貨切り下げに続いて、1990年代にはドルへのアン

カー政策にもとづいて通貨は切り上げられた。タイ

ではとくにそうであった。タイでは実質的な通貨の

切り上げがアジア危機の前夜にはもっともはっき

りしていた。1997-98年におこなわれた通貨の切り

下げによって切り下げの一時期を経過したのちに、

均衡付近に回復した。とくに2000年代の後半にお

いて、ウォンほどではないにしても、これらの通貨

下げ幅は最低にとどまっていた。2007年の危機が
始まって以降、この状況は続いているが、日本の円
は切り上げられ、ウォンは切り下げられたように、
若干の修正をともなっている。だが、東アジアの経
常収支の黒字はいつでも存在したわけではない。
1990年代には数多くの東アジア諸国は経常赤字を
きろくしており、ウォンやバーツのように通貨は切
り上げられていた｡そのことが1997-98年のアジア
危機の原因となった。日本は1990年代に経常黒字
であったが、円の価値は均衡価値に近かった。最後
に、中国が新しい為替政策を発表し、アジア危機の
影響およびその後の通貨切り下げにもかかわらず
経常収支の黒字を維持できたのは、1994年からで
ある。

ユーロ圏のEU諸国の状況はまったく異なる。ユ
ーロ圏は1990年代､2000年代において全体として
均衡水準にとどまっており、経常収支の一定の黒字
を託録していた｡ユーロは実質実効タームで均衡価
値付近にとどまっており、1990年末にはドルに対
して少し切り上げられていた。そして2000年代の
前半にはドルに対して切り下げられたが、その程度
は他のアジア諸国よりも低かった。だが、ユーロ圏
の大きな樹致は､EU内部の不均衡の大きさである。
2000年代には、ドイツの経常収支黒字がフランス
を含む南ヨーロッパの赤字と対照的であった｡そし
て、ドイツ｡ユーロの切り下げがフランス。ユーロ
やポルトガルやギリシャは別にしても、スペイン。

はドルに対して再び切り下げられている。その結果、

東アジア内部で競争関係に変化が起こっている。イ

ンドネシアは石油輸出国であり、特別の位置を占め

ている。1980年代末から1990年代初めにかけて、

自国通貨の切り上げによる影響を受けて、インドネ

シアはアジア危機の大きな影響を受けた。そして、

大幅な通貨切り下げを実施した。2000年代には事

態は好転し、石油価格も上昇した。インドネシアの

ルピーは他の東アジア諸国の通貨と同程度に切り
下げられている。

3世界的不均衡と地域レベルの調整-EUと東ア

ジアの比較

1999年におけるユーロのスタート以来、ユーロ

の推進者たちが想像した以上に、ヨーロッパ経済内

部での各国間の相違は大きくなっている。非対照的

なショックへの同一通貨圏内部における調整は複

雑になっており、為替レートが固定されているがゆ

えに有効性を弱めている。この問題について以下で

は、ヨーロッパ各国経済の相互依存性を示すマクロ

経済の多国モデルを活用しつつ、分析される。世界
経済の景気後退とドルの切り下げという二つのシ

ョックがとくに検討される。そして、ヨーロッパ経
済の停滞要因について明らかにされる。そして、こ
れと類似の分析モデルが東アジアについて適用さ
れる。世界的な不均衡とアメリカ経済の景気後退の
影響が各国ごとに異なることが明らかにされ､為替
の一定の柔軟性を維持する必要性が強調される。
3．1ユーロ圏の制約

2000年代初め以来、EU各国は相異なる軌跡を
歩んできた。例えば、2001年の危機、そして2007
年の危機、さらに2000年代半ばの弱い回復を挙げ
ることができる。そして、最適通貨圏に関する議論
が再び活発になり、とくに、相対価格が果たす調整
作用や通貨同盟内部において非対照的なショック
への対応の困難などに関する議論が高まった。ヨー
ロッパ経済の相互依存性を示す（5）（5以下で
は、まったく常識的に、イギリス、スウェーデン、

■■
表3アジア諸国の通貨の切り下げと切り上げ
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デンマークはユーロ圏と固定相場制にしたがって

いると仮定している）と同時に、各国の（内部そし

て外部の)需要の活力と労働市場の活力を示すよう

な多国モデルを使用することによって､価格と相対

コストによる調節を分析し、それらを各国の構造的

パラメータに結びつけることができる（国内市場の

開放性、価格効果に対する貿易の感応性、労働市場

と価格の柔軟性)。各国の外的な需要については、

EU内部とEU外部の貿易を区別することによって

明らかになる。（一国にしか影響を与えないような）

非対照的な性格、あるいは（すべての国に同時に影

響を与える）対照的な性格を有する需給のショック

を分析することによって､調整の意味を理解するこ

とができる。

アイルランド、ポルトガルは実質賃金が短期的に硬

直的であるので、これらの国ぐにではコスト削減の

効果は弱い。これに対して、ベルギー、スペイン、

イタリアでは柔軟性が高いので、コスト削減効果は

強い｡活動率の変化はスペインやイギリスでは余り

大きくないことも､EU内部の格差の要因である(表
略)。

EU各国の構造的な相違によってすべての国を同

時に襲う対照的なショックに対する違いを説明す

ることができる。したがって、例えば、緊縮政策の

波及によって国内需要へのマイナスのショックが

生まれる場合､イギリスとスウェーデンがいち早く

ショックを緩和できるのに対して、ドイツとオラン

ダは長期的な影響を受け取ることを説明できる。イ

ギリスとドイツは､需要の減退にともなう相対価格

の調整メカニズムについて二つの対立的なモデル

である。イギリスでは、短期的な価格の柔軟性は強

く、賃金一価格の調整の早さも最大であり、EU外

部との貿易の価格弾力性も強いし、対外的な開放度

も高いので、価格による調節が有効である。その結

果､イギリス経済はショックに対して景気循環的に

強く反応する。その反対に、ドイツでは、EU外部

との貿易の価格弾力性は低い､そしてそれにもかか

わらずEU外部との貿易への依存性が強いので､価

格調整のメカニズムは十分な均衡への復帰という

役割を果たすことができない。ドイツでは、コスト

削減は却ってコストが余計にかかる、非効果的なや
り方である。だが、ドイツでは実際に1990年代末
以降この政策が実施された。そして、EU全体にと

り成長を抑制するような結果を後に残した｡小規模
国のなかではスウェーデンがもっとも価格調整メ

カニズムに敏感であり、オランダ、デンマーク、オ
ーストリア、ポルトガル、これらの国ぐにはEU内

部での貿易により多く依存していて､短期的な価格

柔軟性は低く、中期的な実質賃金は硬直的であるの

で､価格調整メカニズムの効果は低い｡最後に､EU

全体で緊縮政策が一般化されても、イギリス、スウ

ェーデンだけでなく、フィンランドやイタリアのよ

うにEU外部との貿易がもつ安定化作用によって

対応できる場合がある。これは、しかし、ドイツの

ような価格弾力性の弱い国、また、EU内部の貿易

に強く依存する小規模国にとってはあまり妥当し

ない。

I 世界的な景気後退の影響

EU全体に波及するような外的なマイナスのショ

ックを研究することには意味がある。というのも、

こうしたショックは2000年代初め以降数多いから

であり、ドルの変動や2001年そして2007年の危

機を指摘することができる。ユーロの推進者たちは

かつて外的なショックに対して単一通貨の発行が

もつ三つのポジティブな影響を想定していた｡ユー

ロ圏の開放が全体として限られたことによって､為

替レートの変動効果は減少し､将来的に微々 たるも
のになると想定されていた。また、これと同一の理

由にもとづいて、ユーロ圏は世界的な需要の変動か

ら保護されるはずであった｡2001年と2007年には、
ユーロはアメリカの危機に対して「保護の壁」とし

て機能するはずだと、考える素朴な人たちがいた。
最後に､通貨統合によって経済の収数が期待されて
いたので､外的な対照的ショックは相異なる諸国で
かなり類似した結果を生むはずであり、それらの舵
取りは容易になるはずであった。だが、これらの期
待は不幸にも間違っており、正しい理由付けを欠い
ていた。その反対に、外的なショックは、世界的な
需要のダウンであれ、あるいはユーロの為替れ－と
の変動であれ、EU内部に相異なる影響を与え続け
ている。

世界的な需要のダウン(非EU諸国の輸入の10%
ダウン）は、非EU諸国への輸出に依存しているド
イツのような大規模国、またアイルランドやフィン
ランドのような小規模国に対して.需要と供給の累
積的なダウンを引きこす｡一般的に､開放度の高い、
小規模国は大規模国よりもショックは大きい｡スペ
インやボルトガルのように、EU内部の貿易により
多く依存している国ぐには､それほど大きな影響を
受けない｡相対価格による調整は同様に価格競争力
の改善によって部分的な回復を引き起こす。だが、
この回復は世界的な需要がダウンしたままである
ので、限られたものである。そして、各国間の大き
な格差が再び生じる。イギリスとスウェーデンはこ
の点ですぐれた結果を生むのに対して、ドイツでは
コスト肖11減の効果は限定的であるので､すぐれた結
果を生まない（表略)。

ユーロ高の影響とEU外部との貿易の重要性

ユーロのスタート以来､為替変動の効果は大きく

変容した。というのもそれ以来、為替変動はEU外

部との貿易にしか関係しなくなったからであり、

EU各国はEU外部との貿易の開放性に応じて状況

が異なる。伝統的に言えば､通貨の切り上げは生産

を抑制し、EU外部への輸出を減らし、輸入を増や

すもこの抑制効果は名目的な硬直性とデフレの程度

によって異なる｡貿易収支がJカーブを出現させる。

これらの変化はEUのすべての国に共通であるが、

三つのパラメータについて重大な相違が生まれる。

すなわち、EU外部との貿易の水準、EU外部との

貿易の弾力性の価値、そして名目的な硬直性表6

では､ユーロの10%切り上げの影響を分析している。

大きな対立点となっているのは、EU外部との貿

易にそれほど依存していない大規模国とその反対
に、アイルランド、フィンランド、スウェーデンの

ようにEU外部との貿易に強く依存している小規

模国との対立である。唯一の例外はポルトガルで、

EU外部との貿易を指向していないことがこの国の

停滞を説明している。価格の弾力性は各国間の相違

を増幅させる。というのも、これらの小規模国は一

般的に強い弾力性を有しているからである。例外で

あるのはスペインで、大規模国でありつつ、価格弾

力性は高い。最後に、価格のダウンはドイツやフラ

ンスではそれほどはっきりしていないのに対して、

イギリスやスウェーデンでは名目的な硬直性は弱

くて､価格と賃金の相互作用も強い｡全体的に見て、

ユーロ切り上げの影響はフランスでは限られてい

る。というのも、EU外部との貿易が大きな比重を

占めていないからである。その反対に、ドイツでは

その影響は大きい。というのも、世界市場に大きく

依存しているし、価格･賃金の硬直性にも依存して

いるからである。このことは議論を逆転させて言え

ば、ドイツは賃金、雇用、価格の縮減政策を実施し

て成長を抑制し、国内市場を停滞させるよりも、ユ

ーロの切り下げによって十分利益を享受すること

ができる。

単一通貨の実現によって為替政策が有効性を失

ったという議論は、1990年代の末以来繰り返し表

調節のメカニズムとEU内部の相違

非対照的なショックの場合､価格と相対コストに

よる調整メカニズムは､均衡への復帰をゆっくりと、
しかも部分的にしか実現しない。したがって、家計

の消費と公共支出をあわせてGDPの1%になるよ

うな削減は､短期的に生産と雇用の減少を引き起こ

すb相対価格による調整は、価格の引き下げと失業

の増大による賃金の引き下げを通じて､均衡への復

帰を実現する。このような価格のダウンは価格競争

力を引き上げるので､外部需要による景気の回復を

引き起こすbだが、この均衡への復帰の動きはきわ

めて緩慢であり、数多くの国において、生産と雇用

の最初の水準はショックから5年から10年たって

も回復していない。

しかも、同一の非対照的なショックに直面してい

るEU各国の間で､重要な相違が存在している。こ

の相違はまず､大規模国と小規模国の間で存在して
いる。対外的な開放度が高い小規模国は価格効果に
対して敏感であり、需要へのマイナス効果をうまく
吸収することができる。この結果から、1980-1990
年にかけて、ヨーロッパの小規模国は成長と雇用に
ついてすぐれた成績を収めたことを説明できる。だ
が各国間の相違は一般的な性格を持っていて､各国
に固有の構造的特徴に関わっている。かくして、イ
ギリスとスウェーデンは短期的な価格の強い柔軟
性と貿易の価格弾力性の平均的な価値によってう

まく適応することができる｡デンマーク、オランダ、
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1った。その反対に、アイルランドはEUﾀ榔市場を

大きな頼りにすることができたので、ショックを吸

収できた。これらのシミュレーションの結果は

1990年代において単一通貨への移行に際して実施

された緊縮財政政策が各国間で不均等な状況を生

みだしたことを説明している。そしてまた、2010

年以降EUで財政赤字縮減政策が優先されること

にともなう不安について十分予想することができ

る。

ユーロの登場とともに為替政策は根本的に変容

した｡為替政策はもはやEU外部との貿易にしか影

響を及ぼさない。この変化は､各国のEU内部、外

部との貿易への依存が異なるので､不均等な状況を

生みだすbユーロ安は一般的に、短期的、中期的に

成長にプラスの影響をもたらすbこの効果は、アイ

ルランドのように､小規模国でEU外部との貿易へ

の依存が高い国にとって有利に作用する。ドイツで

さえ、価格弾力性は弱いにもかかわらず、EU外部

への輸出が大きいために有利に作用する。そして、

コスト削減政策よりも痛みをともなわない。

明されているが、これまでの分析によって否定され

ている。この結果は、EUの1990年代末以降の変

化を明らかにしている。ポルトガルを除けば､大半

の小規模国は、世界経済の好景気と一緒になった、

2001年までのユーロ安から大きな利益を得ること

ができた。2001年以降ユーロ高になり、世界経済

が減速したことがドイツへの打撃となった。これに

対してスペインのような国はこの打撃を逃れるこ

とができた。2000年代半ばになってドイツはよう

やく世界径済の回復の波に乗ることができた｡ユー

ロは全体的に切り上げられていたが、ドイツ．ユー

ロとして見れば､すでに見たように、切り下げられ

ていた。

支配的になった金融主導型の成長レジームから派

生した諸矛盾が表面化したものであり、この成長レ

ジームは2007-2008年の危機を引き起こした｡この

危機の結末は多様であり、2010年に起こった財政

赤字の危機は新たな段階を意味している。この危機

が東アジア経済に与えた影響について詳細に説明

しないにしても、以下では､アメリカの輸入の10％

減というアメリカ経済の減速と20％におよぶドル

安という二つのショックについて分析される（表7

略)。

アメリカの需要の減少は､すべての東アジア諸国

にマイナスの影響を与える。失業者が増えて、賃金

と物価は下落する。他の東アジア諸国よりもアメリ

カ市場に依存している中国は最も大きな影響を被

る。中国の貿易収支はアメリカ市場(GDPの1%)

に対して謝上する。だが、非アメリカ市場とくにア

ジア内市場に対して改善する。日本経済はアメリカ

市場への依存度が低いし、開放度も低いので、あま

り大きな影響を受けない｡韓国は日本と中国の中間

的な位置にある。だが、賃金と物価の柔軟性が高い

ので、韓国経済の減速は中期的に回避できる。とい

うのも、アメリカとの貿易の謝上は弱まり、世界の

ほかの地域との貿易が回復するからである。

あらゆる通貨に対してドルが20％切り下げられ

ることは、価格競争力を喪失することによって、東
アジア経済にマイナスの影響を与える。韓国は市場

の開放が進んでいて、価格の弾力性が高いので、最
も大きな影響を被る。韓国についで被害が大きいの

は、中国である。だが、前述したように、韓国の物
価は下落に対して柔軟であり、ウォンの切り上げや
景気後退のデフレ効果とともに物価は大きく下が
る。そして中期的に他の貿易相手国を犠牲にして貿
易収支の改善に貢献することになる。中国の成長は、
アメリカ市場での損失が原因で長期的な被害を受
けることになる。日本は、ドル安によって最も影響
を受けない経済である。

全体として、アメリカ経済の不均衡は非アジア経
済に対して対照的な影響を及ぼす。日本は対外的に
開放度は低く、アメリカへ依存も低いので、大きな
影響を受けない。韓国は開放度が高いし、価格弾力
性も高いので、大きな影響を受けるが、価格の柔軟
性によって長期的な回復を実現できる。中国は持続

ドルへのたんなる依存とは別に三つの提案が提

起されている。外的な基軸として複数の外貨の共通

バスケットが提案されている(Wnnamson,1998)。

円ブロックの提案(Kwan,2001)。アジア通貨剥立

(ACU)の提案。さらに、1997-98年の金融危機の

折に提案されたアジア通貨基金の創設が再び提案
されている。東アジア諸国は大きな外貨準備を有し

ているので、AMFの構想はかつてよりも現実性を

もっている。どのような方法をとるにしても、変化

は漸進的でしかない。重要であるのは、以下で見る
ように､十分に調整可能な為替レジームを維持する

ことであり、その結果、調整困難な状況や潜在的に

不安定な不均衡の出現を回避することができる。
これらの問題を考察するために、日本、韓国、中

国､そして東アジアのほかの諸国とアメリカおよび
世界との関係を説明できるような多国モデルが以
下では活用される(Mazie喝2006;2008)。このモデ
ルは二つのブロックから形成されており、貿易の多
国モデルが東アジア圏の相互依存を説明している。
そして国内需要が集計されたモデルである。貿易は
価格タームおよび量田タームでの輸出｡輸入方程式
によって詳細に検討されている。東アジア外部との
貿易はアメリカとそれ以外の世界とに区別される。
相異なる地域間の相互依存のモデル化によって､競
争相手の価格と各地域にとっての外的な需要を正
確に算出することができる。東アジア各国にとって
国内需要のモデルは家計の消費(それ以外の需要は
外生的に取り扱われている）とともに、価格。賃金
で決定される所得形成に中心を置いている。そして、
各国に固有の制度的形態を反映すべく労働市場の
柔軟性もモデル化されている。
このモデルにしたがって、国際的な不均衡が東ア

ジア経済に及ぼす影響を分析することができる。こ
こでは、アメリカの景気後退とドル安という二つの
効果に限定して読論を進める。モデルにもとづいて、
供給ないし需要のショックに対する回答策を比較
することもできる。その場合、東アジアの為替レジ
ームが為替レートの変更の可能性を有しているか
否かがポイントになる。

経済政策の教訓

以上のモデルでは経済政策という手段について

図式的に取り扱ったけれども、三つのレベルで教訓

を引き出すことができる。

まず、ユーロ圏の内部で相対価格による調整メカ

ニズムは為替変動への代替策として考えることが

できないのは、このメカニズムがとくに大規模国で

はきわめて緩'曼、不十分だからである。その結果、

非対照的なショックに対する各国の対応は限定さ

れる。そして対照的なショックの場合には、各国に

大きなズレが生じる。これは、EUの通貨統合が未

完成で、不均衡であることの証である（表昭。
ドイツがとくに不利益を被っているのは、ドイツで

は1990年代末以来、コスト削減政策が実施されて

きたからである。この政策は多くの苦痛をともなう
ものであり、しかも、長期的にしか有効性を発現で
きず、その間、ユーロ圏全体の成長を抑制すること

に貢献した。

EU全体に波及した緊縮政策は成長に対してマイ

ナス効果を及ぼしたが、各国への影響は相異なる。

ドイツは最も大きな影響を受けた国であり、価格に

よる調整メカニズムは効果的ではないので､景気の

回復は困難であった｡イギリスとスウェーデンは逆
に、大きな柔軟性にもとづいて当初のショックを吸
収することができた。オランダやポルトガルのよう
な小規模国は中期的な賃金の硬直性が強いこと、そ
して景気の回復しないEU内部への依存が大きい
ので､マイナスの効果を持続的に耐えねぱならなか

’
3．2．東アジアー為替レジームの調整のメリット

東アジアはEUよりも危機に直面してもより良

い状況にある。東アジア諸国は経常収支黒字国であ

り、国内の成長が維持されているからである。いつ

でもこのような状況であったわけではない。1990

年代には大半の東アジア諸国は経常収支赤字国で

あり、そのことが1997.98年のアジア危機を引き起

こした。これらの国は世界経済の動向に敏感であり、

しかも地域経済のなかに強く統合されていたので、

国際的な動きに敏感であった。1997-98年の金融危

機以降､実践的な解決策が議論され､実質的にドル

を基軸とする政策に復帰しつつ､以前よりも柔軟に

対応することが提案された｡そして非公式の協力形

態が展開された。2000年のチェンマイ協定はスワ

ップと金融ファシリティを関係国の間で確認した

（アセアンプラス3)。このような協定は有効であ
るが､潜在的な不均衡と金融不安定の諸要因に対し
て備えるには不十分である。東アジアの諸通貨の為
替レートが安定していることは､為替レートが均衡
している、そして新たな不均衡の出現を避けること
ができることを意味しない。

■
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アメリカの不均衡の影響
アメリカの不均衡は、1990年代以降世界経済で
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的な影響を被るが、とくに、アメリカ市場の減速と

ドル安という二つのショックが組み合わされたと

きに、大きな影響を被る。アジア内部の競争は、中

国からの圧力の増大によって一層強まる。非対照性

の程度は､二つのショックのそれぞれの重要性に依

存している。いずれにしてもこの非対照性の程度は

強くて、緊張関係を生み出す東アジア内部の不均衡

を引き起こすbこのことは、たとえばアジア通貨基

金のようにこうした不均衡を管理するための制度

諸形態を助長することになる。

現実には、これら二つのショックが単に並置され

るわけではない。アメリカ市場の減速はたしかに

2007年末以降の危機の開始とともに表耐こしたが、

ドル安はそれ以前から始まっており、2000年代初

めに（実質実効レートで約20%）表面化していた。

だが、このドル安は危機の開始とともに停止した。

ドル資産は全体的に逃避手段としての価値を有し

ているからである。ドルとの2国間の為替レートの

変化はきわめて対照的である。ドルは2009年まで

ユーロに対して大きく減価して、その後になって切

り上げられた。ドルは円に対して2007年まで安定

的であり、その結果、日本は2000年代を通じて実

質的な通貨切り下げ効果を享受することができた。

その反対に、2008年以降のドルに対する円高は、

日本の成長にブレーキをかけた。中国の人民元は

2005年までドルに対して安定しており、2008年ま

でゆっくりと切り上げられ､その後再び安定化して

いる。人民元の切り下げは増幅したのであり、その

後も維持されている。この中国の為替政策はきわめ

て理解しやすい。中国の利害に立つならば、人民元

の切り上げは成長に大きなマイナスの影響を与え

る。だが、人民元の切り下げは逆に国際的な不均衡

の維持を助長することになる。2008年の大規模な

景気回復プランと組み合わせることによって、中国

は危機を回避して成長を持続させることができる。

他の東アジア諸国の通貨の変化もきわめて異な

っている。韓国のウォン、タイのバーツはともに

2000年代にドルに対して切り上げられた。だが、

それでもこれらの通貨はドルに対して切り下げら

れたままであった。2008年以降、ウォンはドルに
対して切り上げられ、バーツは安定していた。マレ
ーシアのリンギはドルに対して2006年まで安定し

期的にマイナスの効果(GDPのマイナス0.15%)

をもたらすのに対して、日本ではそれほどの効果を

生まない。日本におけるマイナスのショックは中国

と韓国に同時に影響を与える(GDPのマイナス

0.16％)。そして、中国におけるショックの効果はよ

り長期的である。

つぎに､為替レートが調整可能である場合につい

て検討しよう。そのために、表8では、T1時点に

おいて国内需要にマイナスとなるショックを想定

して、つぎに、T2時点で、このショックに見舞わ

れた国の通貨が5%切り下げられる場合を想定して

いる。このショックによる緊縮的な影響を受けたの

ちに､韓国や中国は通貨切り下げや貿易による景気

回復のおかげでほぼ1年後にはマイナスの影響を吸

収することができる（表8)。これらの国の貿易収

支はどの国に対しても改善される。そして韓国の場

合､貿易収支の改善はとくに非アジア諸国に対して

顕著である。もちろんその対価はインフレ圧力の強

まりであり、長期的には景気回復の足を引っ張るこ

とになる。日本の場合は微妙に異なる。というのも

円の切り下げによって実現される景気の回復は韓

国、中国よりも弱いからであり、また、ここでも対

外的に国内市場が開放されていないこと、価格弾力

性が低いことによる。にもかかわらず、日本の貿易

収支の改善はすべての市場で明らかであり、景気回

復の動きは為替レートが固定されている場合に比

べてはっきりしている。

したがって、為替レートが固定している場合と、

それが調整可能である場合を比較することによっ

て、結論を引き出すことができる。非対称的な需要

のマイナスのショックに対して、為替レートが固定

されている場合、元の状態への復帰は緩慢であり、

しかも成長や雇用を犠牲にして進められる。為替レ

ートの調整の可能性があることは､均衡への復帰を

助長してくれる。とはいえ、この結論では、物価の

安定と低インフレ期待という固定為替レートのも

つメリットを考慮に入れていない。そして、為替レ

ートを調整することにともなう不安定性の増大に

ついても考慮に入れてない。

ていたが、それ以降切り上げられ、2008年以降安

定している。フィリピンのペソは2006年まで切り

下げられ、その後切り上げられてから、安定してい

る。インドネシアのルピーの変動は激しいが、傾向

としては安定している。こうした個別の動きを別に

すれば、東アジアの通貨は2000年代、ドルに対す

る切り下げ政策を維持した。ドルに対する切り下げ

は､基本的にドルへのアンカーが回答であった危機

の開始の時期を含んでいた。したがって、ドルへの

切り上げによるショックは起こっていない｡東アジ

アの為替レジームの問題と為替レートの調整の問

題について以下で検討しよう。

固定為替レートで調節することは､成長と雇用を犠

牲にすることになり、しかもショックからの回復は

遅く、部分的にとどまる。しかし、金融の安定性と

低インフレの期待という長所は考慮に入れられて

いない。

一国だけに影響を与えるような非対照的なショ

ックのなかで､消費の減少による国内需要の減少と、

世界市場におけるシェアの喪失という外部需要の

減少という二つのショックが考察される。為替変動

の果たす役割は､固定為替におけるショックの波及

効果とこれらの需要減のショックが外的ショック

を受けた国の通貨が切り下げられる場合とを比較
することによって明らかになる。

’
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’東アジアにおける固定為替レジームと変動為替レ

ジーム

東アジアの地域経済統合は高い水準に達してい

る。また、表面化する可能性のある地域内の不均衡

が存在する。さらに、これらの不均衡は国際的な経

済環境に依存している。こうしたなかで、通貨協定

の新たな形態に関する議論、そしてアンカーとして

役立つような共通外貨バスケットさらにACUに関

する議論も数多く起こっている。本章ではこれらの

議論を詳細に分析するわけではない。とはいえ、少

なくとも円、ウォンそして東アジアのほかの通貨の

間で為替レートが安定するような通貨圏が創設さ

れた場合､為替レートの変動の可能性の有無を検討

することには意味がある。この問題は上述のモデル

のなかで部分的にしか取り扱うことができない。こ

のモデルでは為替レートは固定されていて､外生的

に取り扱われている。固定的あるいは変動的な為替

レジームの選択を分析するためには､モデルには統

合されていない諸要因を考慮に入れることが前提

になる。低いインフレと少ない為替変動を期待する

議論が、固定為替レジームを支持するために主張さ

れるが、これらの点はモデルに欠落している。しか

し、為替変動の果たす役割を評価するために、地域

の一国だけに影響を与えるような非対照的なショ

ックに対して為替レートの変更の有無にしたがっ

てモデルから得られる結果を比較することによっ

て部分的にせよ明らかにすることができる。その場

合、固定為替レジームのコストは明らかである。と

いうのも､賃金､雇用､物価の柔軟性を利用しつつ、

需要と通貨切り下げという非対照的なショック
まず､消費の減少あるいはそれだけの公共支出の

削減によるGDPの1%に相当する国内需要へのマ
イナスのショックを想定してみよう。ショックの影
響はすべての国にとって同一であるが、ショックの
程度は大きく異なる。生産は短期的にダウンする。
失業は増える。賃金．物価は下落する。その結果競
争力の回復によってじよじよに景気は回復する。中
国と、中国ほどではないが韓国はとくに敏感であり、
その理由は対外的な開放度が高いこと、貿易の価格
弾力性が比較的高いことによる。しかし、最初のシ
ョックが吸収されるのは中長期的においてのみで

ある。したがって、需要にとりマイナスの影響を及
ぼすショックを吸収するために賃金と物価の調整
メカニズムに依存することは限られた効果しかも
たらさない（表略)。
反対に、日本はより長期的にショックの影響を受け、
しかもショックに敏感に反応できない。このことは
雇用の強い硬直性によって説明できるかも知れな
い。だが、とくに対外開放度がとくに低いこと、価
捨弾力性が低い、これらによって価格調整が有効で
なくなり成長を犠牲にすることが説明できる。こ
の結果は、日衣経済が韓国や可恒と異なって、1990
年代以降陥っている停滞とデフレーションから脱
出できないことを説明している。
シミ』ツクの効果が他の東アジア諸国に波及する

ことﾐ:説明可能であるが､表8では記述されていな
い”･や卿こお↓+ろ.マイナスのショックは韓国では短

』
瘤

競争力の密失と通貨切り下げ

まず輸出市場で10％のシェアの密失を青朱する
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合は通貨の切り下げ)、インフレ圧力をともなうけ

れども、均衡への回復は早まる。したがって、固定

相場制でありつつも、一国の均衡為替レートを変え

るような構造的変化（生産性の上昇ないしダウン、

石油ショックなど）が起こった場合、すなわち非対

照的なショックが起こった場合､為替レートを調整

できることが望ましい。このような為替レジームの

管理は実際には複雑である。不安定性の増大やイン

フレ期待を低く抑えることが困難であることはよ

く耳にする議論である。この結論は、EUにおいて

相対価格による調整が有効性を失っていて、しかも

コストをともなうことが非対照的なショックにつ

いて強調されたことと一致している。だが、このよ

うな非対照性はユーロ圏に属する各国がそれぞれ

構造的問題を抱えているがゆえに頻繁に起こりう

る。現在のユーロ圏の危機が示しているのは、各国

間の為替レートが固定されているがゆえに､ユーロ

圏内部の不均衡を解決できるような制度的諸形態

が存在しないような通貨圏の問題を物語っている。

’

そして、アジア危機の影響やその後の各国の通貨切

り下げにもかかわらず､莫大な経常収支の黒字を記

録し始めた。

これに対して、ユーロ圏の各国の状況はまったく

異なっている。ユーロ圏は全体として均衡水準近く

にとどまっており、1990-2000年代に一定の経常黒

字を実現できた。ユーロは実質実効タームで均衡価

値に近い水準にあった。そして1990年代末にはア

メリカ・ドルに対して少々切り上げられていた。そ

して2000年代の前半にはドルに対して切り下げら

れたが、その程度は東アジア諸国の通貨の切り下げ
の程度を下回っていた。ユーロ圏の主要な特徴は、

EU内部で大きな不均衡が存在することである。
2000年代、ドイツは経常黒字を維持できたのに対

して、フランスを含む南ョ一ロッパ諸国は経常赤字
に陥った。そして、ドイツのユーロの切り下げとフ
ランスないしスペインのユーロの切り上げが対照

的であった｡ポルトガルやギリシャのユーロの切り
上げについては言うまでもない。このようなEUの
状況は東アジアの状況とまったく異なる。
ユーロ圏内部の均衡調整が不十分であることがEU

における成長の停滞の原因であり、現在のユーロ圏
の危機の引き金となったEU内部の大きな不均衡
の原因であった。この問題について、多国モデルを
用いて分析することができた。このモデルはヨーロ
ッパ諸国の相互依存を示すとともに､各国に固有の
調整の仕方も示していた。これと類似の方法に従っ
て､東アジア諸国の相互依存と調整の仕方が分析さ
れ、EUのケースと比較された。
相対価格による調整メカニズムをユーロ圏内部

で為替変動への代替策として考えることができな

ような競争力の喪失のショックを固定された為替

レートで考えてみよう。このショックによって、

GDPが減少し､失業が増え､賃金､物価が下がる。

その結果、中期的には競争力が回復して、景気の安

定ないし部分的な回復に至る。だが、前述したよう

に､物価と賃金による調整メカニズムの有効性は限

られている。景気の後退は国内需要へのショックよ

りもはっきりしている俵卿。

そして諸国間で大きな相違が生まれる。国内市場が

それほど開放されていないために、日本は中期的に

ショックのえいきようが小さいが、景気の後退は持

続的であり、物価への圧力は限られていて、その効

果も弱い｡韓国と中国が受ける影響ははるかに強く

て、韓国で物価が大幅に下落しても、価格競争力の

回復による均衡への復帰は部分的にとどまる。

つぎに､為替レートの調整の場合について検討し

よう。T1時点における市場シェアの10%の喪失に

続いて、T2時点ではこのショックを受けた国の通

貨が20%切り下げられることを想定している｡通貨

の切り下げは当初のショックが起こってから1-2年

後には急速に景気の回復を実現する。貿易収支はと

くに東アジア外部の市場で改善される。だが、その

対価はインフレ圧力の強まりであり、景気回復のテ

ンポは弱められる。日本はインフレ圧力をうまく管

理することができるので､通貨の切り下げから大き

な利益を引き出すことができる。これに対して、韓

国と中国ははるかに強いインフレ圧力を受けてい

る。だが為替レートが固定されている場合と比べる

と、均衡への復帰は通貨の切り下げによって助長さ

れるのであり、為替レートが固定されている場合の

唯一の手段である物価と賃金による調整メカニズ
ムという長期におよぶコストのかかるやり方を避
けることができる。

4結論

以上において展開された世界的な不均衡と為替

不均衡の分析によって、EUと東アジアの相違を引

き出すことができる。東アジア諸国は国民的な特殊

性を超えて、一定の共通の特徴を有している。東ア

ジア諸国は2000年代において外貨準備残高を増大

させた。そしてこれらの国の通貨はアメリカのドル

に対して実質実効レートで切り下げられた。中国の

元は最も切り下げられた通貨であり、韓国のウォン

は切り下げの程度が最小であった。2007年の危機

の開始以来、この状況が続く中で、日本の円は切り

上げられ､韓国のウォンはその反対に切り下げられ

た。だが、東アジア諸国の外貨準備はつねにプラス
ムという長期におよぶコストのかかるやり方を避上げられ､韓国のウォンはその反対に切り下げられいのは、この調整メカニズムがとくにユーロ圏の大
けることができる。 た。だが、東アジア諸国の外貨準備はつねにプラス 国にとって緩慢で不完全だからである。その結果、
以上のように､為替レートが固定されている場合だつたわけではない。1990年において、数多くの 非対照的なショックが生じた場合､各国の対応手段

と調整可能である場合を比較することができた。こ東アジア諸国は経常収支の赤字を記録しており、ウは限定的になってしまう。さらに、対照的なショッ
の比較によって､非対照的なショックが起こった場オンやタイのバーツは部分的にドルへのリンク政ク、とくに外的なマイナスのショックの場合、各国
合､為替レートが固定されているとどのような結果策によって切り上げられていた。この状況は他の要の状況は不均等になる。このことは、EUの通貨統
が起こるかがわかった｡非対照的な国内ないし国外因とも絡み合って、1997-98年のアジア危機を引き 合が未完成で不均衡であることを物語っている。と
の需要の減少というショックに対して､為替レート起こした。日本は1990年代を通じて黒字を維持しくにドイツがそうであり、ドイツでは1990年代に
が固定されている場合､元の状態への復帰には時間たが、円はその均衡価値に近い水準にあった｡最後生産コスト圧縮政策を採用したが、それは苦痛をと
がかかり、限定されている。これに対して、為替しに、1994年以降、中国は新しい為替政策を実施し もなうものであり、しかも長期的にしか有効性を発
一卜が調整される場合(ネガティブなショックの場て､元の持続的で大きな切り下げ措置に踏み切った。 撞できなかった。そしてその間、EU全体の成長が
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抑制された。

EU全体における緊縮財政政策は成長に対してマ

イナスとなったが、その影響は各国ごとに異なる。

ドイツは最悪の影響を受けた国のひとつであり、価

格による調整メカニズムはそれほど効果的ではな

く、均衡の回復に手間取った。イギリスやスウェー

デンはその反対に､最初のマイナスのショックを大

きな柔軟性によって吸収することができた。オラン

ダやポルトガルのような小規模の国ぐには中期的

な賃金の変動がきわめて硬直的であり、成長の停止

したヨーロッパ市場に大きく依存している点で､持

続的にマイナス効果を我慢し続けねばならなかっ

た。アイルランドは逆に、ショックを緩和すべく、

EU外部の市場を当てにすることができた。これら

のシミュレーションの結果、1990年代に共通通貨

への移行のなかで実施された財政政策が各国間で

不均等な結果を生み出したことを物語っている。

さらに、このことは、2010年以降EUの財政赤字

を削減するための政策が一般化しつつあることが

どのような不安を引き起こすのか、についても示唆

的である。

最後に、ユーロのスタートとともに、為替政策は

EU外部との貿易にしか関係しなくなり、大きく性

格を変容させた｡そしてこの変化もEU各国がどの

程度EU内部あるいはEU外部との貿易に依存して

いるかで、不均等な結果を生み出している。全体と

してユーロの切り下げは短期的、中期的に成長を促

進することができる。この変化は、とくにアイルラ

ンドのようなEU外部との貿易への依存度が強い

小規模国においてとくに顕著である。ドイツにおい

ても、価格の弾力性は弱いので、またEU外部との

貿易が大きな比重を占めるので、コスト削減政策よ

りも犠牲が小さい。2010年以降におけるユーロ安

の動きはEUにおける財政赤字削減政策のデフレ

効果を緩和できる唯一の対抗手段となるだろう。だ

が、その結果アメリカの不均衡が強まるだろう。

EUと東アジアの比較はきわめて有益であった。

世界的な不均衡の影響は､アメリカの景気の後退と

アメリカ。ドル安という二つの基本的なショックを

通じて分析された。これらのショックは東アジア諸

国に不均等な結果をもたらした。日本は対外的な開

放度の低い市場であり、アメリカ市場への依存度も

ロ
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低いので、それほど影響を受けない。韓国は対外的

な開放度が高いし、価格弾力性も高いので、その影

響は大きい。だが、価格の弾力性によって長期的に

は回復しうる。中国は、アメリカの景気後退とドル

安という二つの要因が組み合わされると、長期的な

後退を余儀なくされる。中国からの圧力を受けて、
アジア内部の競争が強まるだろう。各国間の非対照

的な状況は二つのショックの程度に依存している。
いずれにしても、東アジア諸国の間で深刻な緊張関
係が生まれることになる。そうだとすれば、アジア

通貨基金のように、これらの不均衡を是正しうるよ
うな制度諸形態が必要である。

現実には、これら二つのショックが並列して起こ
ったわけではない。アメリカ経済の失速が2007年
末以降の危機の開始とともに起こったのであるが、
ドル安の動きはそれ以前の出来事であり、2000年
代の初めから起こっていた。だが、ドルに対する東
アジア諸国の通貨の切り上げショックはまだ起こ

っていなかった。このことは、2008年の中国の大

規模な景気回復政策によって、中国の成長が維持さ

れうることを説明している。

東アジアにおける為替レジームの新しい形態は、

円、ウォン、そして他の東アジアの通貨の為替レー

トを安定させることを意図しているが、この問題に

ついて､外的な基準となりうる共通通貨バスケット、

あるいはACUのようなシステムについて分析され

た。この点に関して、シミュレーション全体から、

非対照的なショックに対する調整メカニズムが、固

定的あるいは変動的な為替レートであるかにした

がって分析された｡為替レートが固定されている場

合、成長にとってのコストはきわめて重大である。

国内需要あるいは競争力に対するマイナスのショ

ックに直面して、均衡への回復は緩慢であり、成長

への復帰には多大のコストをともなうし、中期的に

も不完全である。その反対に、マイナスのショック

に見舞われた国が通貨調整すなわち切り下げをお

こなうことのできる可能性こそが元の状態への復

帰を促進する。このことは、為替レートが安定した

うえで､なおかつ､ショックや不均衡が生じた場合、

為替レートの調整を可能にするような通貨レジー
ムこそが望ましいことを示している。このような通

貨レジームの管理は、不安定|生のリスクが高いだけ

に容易ではない。だが、国際的な資本の移動に一定

の制限を与えても実施するに値している。
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と、レギュラシオン学派との分析上の収數を生み出し

た。

企業に焦点を当てた分析と、レギユラシオン学派の

論1度の分析、これらの分析の土台とその限界に一旦

立ち戻った後に、本論文の関心は、ヲ助質的諸活動の

発展の力強さと斗助質的蓄積体制の出現を論じたうえ

で、とりわけ部門的かつ地域的諸次元における、「外部

性一資源」および「集合的資産」という概念の考察へ
と向かう。「集合的資産｣に関するこれらの考察は最終

的に企業による資本蓄積の現代的諸形態に接合される
ことになる。

らもたらされる利潤を資本の保有者が専有することを

許す法的規範が正当化される。諸資本の保有者たちが

剰余を私的に専有していることは、価値の分配および

蓄積の空間としての企業が対立的な特徴を有している

ことの根拠である。

法的規範は、同様に、労働の資本への従属を強制す

る。特殊な「生産的構図」によって生み出される労働

過程のなかで、勤労者たちは企業の指揮命令に従わね

ばならない。階層的な責任者が株主権力の受託者であ

る限りにおいて、彼の下にあり、掲軍命令の実行者で

ある、賃労働者たちに対して自由裁量権が行使される

のはもっともなことである。このような制度的背景の

中で、中間管理職も含む、賃労働者たちは､使用価値

と交換価値を内在的に結びつけるように創造すべく労

働する9．その場合､賃労働者たちは､資本の価値増殖

に関して株主に説明しなければならない人たちの指揮

を受ける。従属に伴う疎外の論理は､価値の分配とい

う争点に加えて、企業における第二の対立的な土台を

形成する。

価値創造と蓄積

一資本と遺産孟一

’

’
’ クリスチアン。ドウ。テルトル驚犬

中原隆津訳

要旨

価値創造は企業や公共機関による生産活動だけに基

づいて行われるのではないし、制度装置の整合性やそ

の整合性を保証するレギュラシオン様式だけに依存し
ているわけでもなしちまた、価値創造はアクター間の

インターフェースの質、アクター間のコーディネーシ

ョン､そしてこうしたことが生み出す｢外部性一資源」
にも依存している。こうした観点からすれば､喋合的
資産」は、多少なりともアクターたちが入手可能な、

これらの資源を蓄積する諸々 の場を表象しており、こ

れらの場の発展ないし衰退は長期の時間に依存してい

る。「外部性一資源｣、「集合的資産」という、これら二

つの概念を考察することは、多かれ少なかれ､価値の

非物質的側面に依拠した経済活動の現代的実態が問題

とされているだけにいっそう発見的効果を有している。

これに平行して、別の研究2は、OECD諸経済で支

配的になりつつあるサービス活動と同時に、価値の非

物質的側面のもつ重要性3の発展が表象している争点

に関する断絶を分析している。このように財およびサ

ービスの品質という属性を諸資源ないし生産物とみな

すことから、またｦ助質的投資の特性およびこれらの

投資がｦ助質的諸資源の発展に影響を与えていること

から、標準的理論が外部性と見なしている論点に対す

る関心が復活しているのである。とりわけ「部門的。

地域的レギュラシオン」4のネットワークについての、

幾つかの研究は、メゾ経済的秩序における富の蓄積に

関わる、企業環境の外部での価値創造の諸過程を明ら

かにした5。「集合的資産」および資産の蓄積という概

念が立ち現れたのは、まさしくこのような観点におい

てである。この概念のおかげで、諸企業に固有の資本

蓄積の諸原理と、諸部門や諸地域に固有の資産の蓄積
とを剛I｣することができるようになった。このような

研究傾向は、農村や剰昨の、あるいは箸侈品産業の分

析にもとづく、資産の動態についての現代的諸条件に
もっぱら関心を寄せているその他の異端派の諸研究6

1.価値創造と資本

一般的に言って、企業の存続は、企業が市場の論理

に沿って生産活動を繰り返し行うことができる肖肋に
かかっているが、そのさい、企業は金銭的な利益を生
み出す。そしてこの利益によって、生産活動のための
資金調達に投じられる資本に報酬を与えることができ
るし、また、世帯ないし顧客企業の需要と折り合いを
付けて、生産能力を増大したり、イノベーションを実
現したりする際に必要な諸々の投資を実行することも
できる。長い時間の中で展開される、こうした価値実
現および蓄積の動態は制度装置に支えられており7､こ
れらの装置によって、企業の寿命に関する大きな変化
や、企業が統合されている地域およ［陪H門に影響を及
ぼす構造的で制度的な諸変化がわかるようになる。

1.1．企業:価{唾ﾘ造および蓄積の対立的な場所

市場で販売されることを目指す全ての生産活動は、
貨幣形態の下での資本の前貸しを前提としており、こ
の前払いによって設備財の購入や中間消費財、人的資
源の動員のための賃金支出が可能になる。貨幣的前貸
しがなされているがゆえに、また資金調達においてリ
スク8が発生するがゆえに､財ないしサービスの販売か

’

価値創造の増大は、動態的に効果を活用する次の三

つの過程に依存する。

①生産能力への投資によって可能となる、生産

設備の増大を土台とした生産の増大

②生産性の上昇に基づく生産の増大、すなわち

実施されている生産的構図内部の過程にか

かわる設備の節約

③生産物の品質の進化（使用価値、機能性、サ
ービスへのアクセス可能性等々） ■はじめに

先進市場諸経済に影響を及ぼしている構造転換は、

価値創造と蓄積過程の土台に関すると同時に、これら

の構造転換のレギュラシオンに貢献しうる経済政策の

限界に関する、経済学者の問いかけを再び活発にして

いる。論争はとりわけ、価値創造の要をなす場とみな

される企業に焦点が置かれている｡こうした観点から、

制度主義的な思想潮流､とりわけレギュラシオン学派’

は、企業の制度的環境と資本の拡大再生産の条件に特

に強い関心を寄せている。

技術進歩とイノベーションはこれら三つの論理に関
わっている。これら三つの論理それぞれが資本投下を
前提としており、資本投下は、それがリスクをカバー
するに足りると見なされる利潤率を生み出す限りにお
いてのみ、資本保有者たちの同意を引き出すことにな

2とりわけ､RIGadreM1992,1996,2000.やC.duTbrbye,1995,
2001,2002をみよ。

3われわれは｢非物質的｣という言葉を､生産および市場的交換を
目的とする､財･サービスにおいて加算的ではあるが測定不可能な
諸次元があるという意味で用いている｡詳しくはC.duTbrtre,
2001,2007をみよ。

4集団研究の代表的なものとしては､とりわけ､C・duTbrbPeetaliL
2000,J-PChanteauetam,2002,C.LaurentetC.duTbrtre,
2007を参照せよ。

5ここで､経済空間についての通常の区分を繰り返しておこう｡まず
企業(広義での､生産的合目的性をもつ組綱が参照するﾐｸﾛ経
済的空間､ついで本質的に､金融･財政政策に基礎をおくﾏｸﾛ経
済的空間､最後に政策に関わる権力を自由に利用できない活動部

門や地域が参照するﾒゾ経済的空間､がそれである。
6とりわけ､C.BaI型もre,2000,2003,C.Ba通らreetW 蕊蕊

る。このようにして、企業による価値創造は資本の価

一

9マルクスは､資本の価値実現という制約の下でなにゆえ生産が、
｢自然の加工｣という諸制約を資本の価値実現へと接合する､価値
創造過程を引き起こすのかを､明らかにした｡こうした接合からわか
るのは､生産性の諸々 の決定要因が､一方では自然の加工という
特性からすれば､他方では資本の価値実現における制度的諸条
件からすれば､それぞれの活動において同質ではあり得ない､と
いうことである(C・duTbrnn･eetG.San廿駈,1992)。

－

’企業華論に#畔ﾘ的な研究を要約紹介したものとして､B.Coriat
etO・WemStem,1995が､また制度主義的分析におけるごく最近
の展開を紹介したものとして､R.BOyeretM.Reysseneb2000,F
Eymazd･DuvernaM2004がある。
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’

値実現過程に従っている。

まさしくこのような最初の分析水準において、数多

くの経済学者や決定者たちは、企業を価値創造の唯一

の場と見なしている。

1.2．価値創造の制度的次元

企業は価値創造に関わっているが、この価値創造の

過程は、その過程を可能にしたり、抑制したりする全

体的な構図の一部をなしている。次のことを確認して
おこう。

①企業が活動している部門に照応する需要が潜在的

に増大しているという条件でしか、企業は牛産能

力に大きな影響を与える投資に関与しない。

②生産性の上昇は企業という枠組みを超えたところ

にある決定要因に属する問題であり、賃労働関係

および競争形態における部門の次元と結び付いて

いる。

③企業は、生産性の上昇から、自ら生み出した価値

を貨幣形態の下で常に実現するとは限らない。こ

の価値は、相対価格の動きや価格への転嫁戦略を

通じて、一方では、ある部門から他の部門へと流

通し、価値を最初に生み出した企業とは別の企業

によって貨幣形態の下で価値実現されることもあ

れば、他方では世帯、つまり財。サービスの最終

消費者たちによって価値実現が担われることもあ

る。

こうしたことから、価値創造とその専有は社会化され

ており、マクロ及びメゾ経済のレギュラシオン様式に
依存しているのである。

制度主義者たちは長きに渡って、制度がf耽鎗11造、
分配、資本蓄積の過程においていかに中心的役割を果
たしているかを強調してきた｡これらの側面はいまや、
価値創造の基盤が工業生産活動からサービス生産活動
へ移動しているだけに、また中間生産物ならびに最終

生産物が物質的属性をもつものから非物質的属性をも

つものへと移行しているだけに、分析することがます

ます重要になっている。この蓄積過程についていくつ
かの主要な争点を指摘するにとどめるが、サービス活
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動および助質的活動が原動力となっているという最

近の特徴を考慮した分析のもつ現代性を指摘しつつ、

上述の三つの確認事項に立ち戻ることが有益であろう。

●増大しつつある潜在的需要の決定要因口

ケインズ派の分析は、総供給の増大に対して「有効

需要」が大きな影響を与えること、つまり有効需要が

投資と雇用に与える影響を分析した。レギュラシオン

派の分析は制度諸形態による構溜上機能を、とりわけ

価値創造と蓄積の動態に関わる、賃労働関係、競争形

態、「通貨･金融レジーム」の領域のもつ構淘上機能を

解明した。内包的蓄積レジームにおいては、工業生産

物、とりわけ世帯による設備財の大量生産・大量消費

を可能にする｡欝輔という基盤が不可欠である｡制度

諸装置は1930年代から50年代にかけてまずアメ

リカ合衆国で姿を現し、ついでOECD諸国全体に姿

を現し、フォード的と呼ばれるレギュラシオン様式を

実現し、普及した。このレギュラシオン様式が個々 の

アクター間の諸矛盾を止揚し、内包的蓄積の動態をよ

り強固にする妥協を促進することとなったのである。

このレギュラシオン様式に再生産の力を与えたのは、

このレジームのもつシステミックな側面であり、また

相異なる制度装置の相互的な整合性である。このよう
に、企業は、金融の諸戦略を、つまりはそれぞれの企

業にとって整合的な利潤と生産物の朝略を、現財の制

度装置とﾚギｭﾗｼｵﾝ様式に支えられたﾖ蔚蔚を

考慮しつつ、定義したのだった（文末付録の図表1を
参照)。

さまざまなOECD諸国が経験した構造的危機は、

「有効需要」と「総供給」の関係の土台を不安定化し

ている。現在の成長におけるサービスの次元および非

物勵勺な次元は､この構造的危機の発端となっている。

世帯の支払い能力は別にして､サービスへの(時間的、

地理的、文化的、榔怖的な）アクセス可能性を争点と

して生産物の品質を評価することにより、フオーデイ

ズムに由来する制度諸装置では支えられないようなレ

ギユラシオンの新しい争点が浮かび上ってくる。価値

創造についての制度的枠組みはいまや不安定化され、
再検討に付されている。

’

｜

’

●生産性上昇の決定要因

一般的枠組みによれば、生産性の上昇は、蓄積過程

の土台をなす大量生産と大量消費の普及にともなう動

態的な生産のもっぱら物帥勺で製造業に関わる決定要

因に由来していた。自然科学、実験科学、工学の進歩

の恩恵を浴していた「技術進歩」は、科学的知識と技

舳勺知識との結びつきを促進する制度的諸装置を基礎

として生み出されていた。技術進歩が生産性の上昇を

もたらす効果は、技術進歩が引き起こす、生産サイク

ルとしての、連続した生産手順における生産時間を短

縮する「物質的統合」過程に起因している。最近二十
年間でフレキシビリティーの経済10に取って代わられ

た、規模の経済は、最終生産物、構成部品ならびに諸

設備の標墹上に伴う、また寡占的「競争形態」がもた

らす資本の集中に伴う、持続的な発展を経験した。最
後に、「直接的な労働強度」が強められたが、それは、
ますます細かく反復的で容易に管理可能な作業の組み

合わせに分解された複雑な生産労働に関連していた。

これらの決定要因全ては、それぞれが互いに接合さ

れており、これらの決定要因が大部分の経済的。社会

的アクターにとって「当然」と見なされていたほどに

まで、システムを作り上げている。作業パフォーマン

スを管理し、評価するツールは、これらの決定要因が

企業の中に組み込まれる仕方を制度化していた。内包

的蓄積においてこれらの決定要因が中心的な位置を占

めていたことから、研究者たちは「フォード的生産性

レジーム」という表現でもってこれらの決定要因を言

い表すことになった(C.duWbrix･eetalji,2000)。しか

しながら、企業が、多少なりとも、これらの生産性の

決定要因を生み出すことを指摘しなければならない。

レギユラシオン学派による多くの研究が明らかにして

いるkうに、非フォード的諸部門儂業、建築。公共

事業非物質的およびそれに関連するサービス）は別

の生産#生の決定要因を生みだしていた'1ー これらの分

析結卑う､ら我々は、価値の非物質的次元およびサー

ビスに基づく新しい蓄積レジームという枠組みにおけ

る、別の生産性の決定要因に基づく「新しい生産性し
－ －

iOこの照語には､著者によっては､多様性の経済ないし全範囲の
経済､という名称も与えられている(C.du'IbrbFeetSanljlli)。
'リレギュラシオン学会における｢部門的｡地聯勺レギュラシオン｣ネ
ットワークの諸研究を参照せよ‐

－ －－ムーー 一
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ジームの出現」を仮定するに至ったのである。

●皿直の侭墨

企業の生産活動は価{"'l造の本質的空間を構成して
いるにしても、貨幣形態での価値の実現は必ずしも価
値を創造する企業のなかで、さらにその企業が属して
いる産業部門において行われるわけではない。価値は
循環する。本質的に次のような二つのメカニズムが働
いている。第一のメカニズムは競争の様態や規制に伴
う相対価格の変動に関連しており、第二のメカニズム
は、強制的な天引きや補助金を通じて公共機関ないし

準公共機関が実施する所得移転政策に依存している。

企業は生産性の上昇を実現することによって自らの
マージンと利潤を高めることができる。しかし生産性

の上昇は同時に、総賃金の上昇、相対価格の低下、生
産物ないしサービスの品質向上を通じて実現される。

賃金が増大する場合、生産性上昇にともなう価値は賃

労働者の手に入る。生産物の品質が改善される場合、

最終消費財ないしサービスの相対価格のプラスの変動

に動くように(ないし動かないように)、価値は部門間

で循環する。したがって価値は、中間消費財ないし仲

介サービス（たとえば銀行や巨大流通業）を生産する

企業の資本保有者、あるいは消費者たちの手に入る。

サービスの質が改善される場合、価値は貨幣的に表現

されないで、品質の改善に結実する。価値循環の相異

なる形態は価値の社会化という本質的な諸次元の一つ

を形成している。こうした価値循環ないし分配の多様

な形態は、とりわけ競争形態の領域、あるいは現行の
レギユラシオン様式における制度諸形態と関連してい

レギュラシオン

る。これは経済的と政治的が交差する分野の調整の

問題である。

所得移転に関わる価値の循環についても、同じこと

が言える。公権力は徴税政策において、また補助金導

入政策において強力なツールを保持している。たとえ

ば､建築｡公共事業は1950年代から1970年代末の間

に、フランスにおいて労働生産性が全く緩'曼にしか増

大しなかったにもかかわらず．最高の資刺又益率を実

現していた。こうした特殊性は、住居や不動産に対す

る補助金政策と関連していたし、また、構造的に需要
が供給をはるかに上回るこことも関連していた。消費

|’

1
’

’



税率の違い、社会保障負担金の違い、企業ないし世帯

に対する扶助形態におけるﾈ鋤金の部門的・地域的な

政策の違いは、価値循環を櫛剴こしている政治と経済
の接合の表現である。

現在進行中のサービスおよびｦ助質的な経済への移
行は、フォーデイズム出自の以前のレギュラシオン様

式の妥当性と正統性を不安定化している。
デレギュラシオン

「調整の不全jはこの不安定化を認知する過程である

と同時に、新たなレギュラシオン様式が出現する過程

である。この新しいレギュラシオン様式の妥当性、正

統性に関して論争が起こっている。経済の金融化はこ

うした新しいレギュラシオン様式の一つであるとすれ

ば、この新しい様式が、工業に基づく成長、グローバ

ル化、そして金融のアクターたちによる支配、これら

を両立させようとする様式として出現していることを

認めざるを得ない伽.AgliettaetA.R6b6xioux,2004)。

だがこの様式に合致する新しい制度諸装置は、価値創

造のサービス的、非物質的次元側面と独自にかつ構造

的に結び付いてはいなしもとくに、価値創造の非市場

的空間は脇へ追いやられているだけでなく､否定され、

疎んじられてもいる。これらの空間の分析を回り道を

することは、金融化がもたらす見通しと1期ﾘのレギュ

ラシオンを争点とする見通しをつけるために、大変重

要である。

2．価値創造と蓄積の非市場空間

レギュラシオン理論も含む制度主義的アプローチの

限界は、価値創造に関していえば、企業の動態につい

ての分析を､規範~償群､様々な制度諸形態を伴う

レギュラシオン様式に余りにも片寄らせていることに
ある。たしかに、制度主義の学説史研究'2にもとづい

て、組織と制度の明確な区別がなされた。ここでいう
制度とは、経済的で社会的な諸活動を支配する規範、
コンヴァンシヨン

慣行のことを指し示しているのであるが､この規範

や脚了はまた、経済的で社会的な活動を構想し、それ

らに交渉の余地を与え、それらの実施を確かなものと

'2このアプローチの学説史的展望については､B・Chavance,
2007.を参照せよ。
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するレギュラシオンの諸装置にも関わっている。こう
した見方に立てば、一定の公共機関、つまり通常、公
的組織として存在する機関は、二重の次元で考察され
る。すなわちまず公共サービスを実現する生産組織と
して、ついで規範や|蔚了を発信する機関として、であ
る。つまり生産組織はサービス活動を通じて価値を生
産するのに対して、公的機関は、レギュラシオンの活
動を保証しつつ価値創造に貢献する'3。しかしこれら
の分析だけでは、公共機関やサービスに関わるもの以
外の、非市場的価値創造空間の存在を十分測定できな
し％こうした空間は、「外部性一資源｣および｢集合的
資産」に関わっている。これらの空間の存在、その発
展の条件、その蓄積様式、そして市場空間における価
値創造へのこれらの空間の貢献を説明することは重要
である。なぜなら、そうすることによって、経済と深
く関わっているにもかかわらず、多くの場合一般に認
知されておらず過小評価されている政治的行為の空間
を考察することができるからである｡このことは今日、
価値創造の過程が非物質的次元へ移行しているだけに
なおさら重要である。

2.1．生醗臘としての制度

一定の公共ないし準｡公共機関は箭鑿過程に寄与

しており、公共サービスないし社会全体の利害に関わ
るサービスの概念に関連する公共財ないし集合財の生
産に関与している。これらの機関は生産的合目的性を
持つ機関として理解されている。だが、これらの機関
の社会的位置は論争の対象になっている。フランスで
は、一定の公的組織は公営企業になり、さらには国家
が公共サービスの提供を公式に使命としている民間企
業になった。どうすればこれらの機関を明確に社会的
位置づけられるのかについての論争は未だ決着がつい

'3しかしながら､形式的な区別は概念的アプローチの御或に属す
る匿曜であることに留意しよう｡現実は二つの次元を活用している。

規範､=構群を生産すること､規範､慣行の重視やその実施を確
かなものとするということは､ある生産細哉や諸資源がｺｽﾄになる
ことを前提としている｡だがその一方で､全ての生産組織は､自ら
にとって部分的には固有で､その機関のパフォーマンスに貢献す
る､瀦施を発信している｡したがってこうした見方に立てば､生産組
織は､その機関を超えたところにあり､また公式ないし非公式な制
度的秩序の位置づけを持つ､規範や間ﾃを､つまりは自らに固有
な規範や慨了を利用する。

ケ －－一

ておらず、この問題はこれらの機構のガバナンスとい

う政治的問題を提起している。たとえば、フランスの

PTr(郵便、霧舌、テレコミュニケーション）は19

92年まで公共行政機関の位置づけであった｡その後、

郵政省の郵便とテレコミュニケーションの分離は、一

方では郵便という公営企業の位置づけを持ち、他方で
はフランス．テレコムという民間企業の位置づけを持

つ、二つの生産組織を生み出すきっかけとなった。フ

ランス電力一フランスガス会社の社会的地位は別の論

争の事例を提供している｡フランスでは、大学の教育・
研究活動は公的行政機関の領域に属する問題であるの
に対して、他の諸国では、これらの活動は公共ないし
民間の規約を持つ企業の領域に属する問題である。い
ずれしせよ、活動の「公的」次元は、世帯ならびに企
業にとっての、価格タームでのサービスへのアクセス
可能性、空間上の局在性、サービスの総売性といった
諸条件に関わっている。こうした柵且みからすれば、
これらの生産組織は、公権力がその品質や価格を調整
するサービスを提供しており、これらのサービスのい
ずれもが利用可能な資源である。
これらの公共サービスの生産は、全ての企業と同様

に、投資やイノベーションの動態の、また生産性を上
昇させるための生産の合理牝手続きの恩恵に浴してい
る。だが、公共サービス生産の決定原理は公的当局に
依存している14．公共サービスの生産性の上昇があれ
ばこそ、サービス●イノベーションに出資できるし、
公共サービスの相対価格の下落となって現れる料率決
定政策が可能になる。現行の料率決定政策に従って、
これらの生産組織が創造する価値は組織によって蓄積
され、消費者に渡り、あるいは部門間で循環して、最
終的に民間企業による資本蓄積に利益をもたらしうる。
こうした見方にたてば、生産組織としての公共機関は
資本蓄積に貢献している。公共財という名称に異論の
余地があるのは､公共組織の政策にしたがって提供さ
れる公共サービスが、最終的には、私的な資本蓄積過
程に貢献しているからである。

こうした限界にもかかわらず、公共サービスを実現
することによって、富を創造する根本形態を分析する

'4ここで､決定原理とは､その資金調潮§必ずしも公共財政に依
存していないからである｡たとえば､郵便事業は､投資資金の自己
調潮河能なぐらい､常に黒字であったし､公4鮒政を圧迫してい
なかった｡反対に黒勃勵らの天引きがときどき国家により行われていたのである㈲
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ことが出来るのであり、世帯や企業にとって、この形

態は政治的秩序におけるガバナンスによってそのアク

セスが左右される、諸資源となるのである。

2.2．外部性一資源､制度装置､集合的資産

市場外の過程から入手できる諸資源について改めて

考え直してみることは､外部性に関して別の問いを投
げかけることに通じる。標準的経済学に由来する外部
性という表現は、市場における活動に携わっているア
クターとは別の経済的ないし社会的アクターの諸資源
に基づいておこなわれる市場生産がもたらす意図せざ

る効果を意味している。「意図せざる」という次元は、

企業が持つ合目的性ないし社会目標には明示的に含ま

れていない動態に関わるものとして角駅されうる。こ

うした効果は資源あるいは負価値の生産に貢献する。

実際はこうした効果は、常に地域的に位置づけられ、

固有の（ないし部門的な）活動に深く関わっているア

クター間のコーディネーションのしかた'5に依存して

いる。

現実には、こうした効果の存在確認、こうした効果

が与える影響力の評価、法律による規範がこれらの効

果を考慮する際の条件は､制度的媒介に依存しており、

また制度的媒介がコーディネーション様式に対してど

の程度影響を及ぼすのか、に依存している。制度主義
的学説の枠組みに立って、外部性の概念を拡張するな
らば、次のように考察することが出来る。

①外部性の効果は制度装置に依存している。これら
の装置は、正の外部性を実現する、あるいは外部
性がもたらす負の影響を低減するアクター間のコ
ーディネーション様式を促進するであろう。

②このタイプの効果は単に、民間ないし公共の生産
組織による活動の成果ではなく、貨幣領域以外で
の諸個人ないし社会諸集団による活動（自分のた

めの生産、消費、思索、娯楽、礼儀等々 ）の成果
でもある。

③こうした諸効果によって長期に渡って永続する蓄

15コーディネーション様式はアクター間のつながりと深く関わって
いる｡これらの様式は､様々 な専門的技能を伴う労働活動を指し示

コォペラシォン

す協業の様式とは全く別のものである。
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積が可能になり､諸個人や事業体､社会諸集団等々

が多少なりともアクセス可能な諸資源が、つまり

嘆合的資産」が形成される。

われわれは、制度を通じて調整される外部性一資源

のコーディネーション様式を考慮に入れたアクターた

ちが｢意図せざる形で｣創造する諸々 の富を、「外部性

一資源」という表現で呼んでいる。これらの価値は、

価値の存在確認、統治条件に依存している限りにおい

て、貨幣的領域のﾀ榔で社会的に構築される。これら

の価値は、これらの資源が資本の価値実現過程に導入

し直されるとき、貨幣的領域に再び接合される。経済
的アクターがこれらの資源にアクセス可能になるか否
かがしたがって決定的に重要である。

タ榔性一資源の概念は公共財の概念とどう区別され

るのか？公共財の概念は公共機関の生産的次元に関わ

っている。こうした観点からすれば、公共支出の目的

は、サービスの生産にある。これに対して、タ榔性一
資源の場合、アクター間の諸関係やコーディネーショ
ンの質こそが創造される富の源泉となる。要するに、
「社会的な目的」を形成する公共財とは別に、公共機
関は、正ないし負の外部性を発生させる、あるいは発
生させない。だがこの第2の側面は制度的次元の領域
に属しており、他のアクターと外部性一資源との関係

の質に、また他のアクターと外部性一資源とのコーデ

ィネーション様式の質に依存している。これら二つの

次元を区別することはきわめて重要である。これらの

次元は同一の政治的動機に基づいておらず、同一の動

態の領域にも属していない。要するに、「集合的資産」
は、制度的動態に関連しており、生産的、非生産的

活動、あるいは市場的、非市場的活動であるにせよ、
個々 のアクター、集合的アクターの活動による富の蓄
積である。こうしたことから、「集合的資産」は､価値
創造の動態の非貨幣的次元'6と、（市場的ならびに非市
場的領域に属している）貨幣経済における外部効果と
を接合する。

「集合的資産」が存在するからといって、それが表
現する資源が無媒介に、この集合体の周辺に属してい
るアクターの自由になるわけではない。

集合的資産へのアクセスの可能|生は次の5つの基準

16ポランニーは価繊ﾘ造の非貨幣的次元を､そしてこれらの次元
の貨幣的次元との接合を解明した｡(Polanyi,1944,1957)。
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に依存する'7。

①第一の基準は空間である。地理的近接は、資源へ

のアクセスに要する時間という意味で、この秩序

において、その恩恵に浴する決め手となる。

②第二の基準は部門である。当該部門のアクターの

活動が投下されている専門性によって、関係やコ

ーディネーションの機会が生じる。

③第三の基準は時間である。集合的資産へのアクセ

スは時間的余裕を、他のアクターとの時間的な同
期化能力を必要とする。

④第四の基準は文化である。言語、一般的知識、特
殊な知識、技肺勺な知識、そしてより一般的には

文化のおかげで、資源にアクセスすることができ

たり、そこから排除されたりする。

⑤第五の基準は文字通り、制度である。国籍、市民
コンヴァンショシ

権、法律による規範、慣行は、包摂と排除を生

み出すも

したがって、集合的資産にアクセスしようとするア

クターの有する事前の資源に関するアクセスの条件が
する。これらの条件はまた、かれらのアクセスを容易

にする（容易にしない）ための地域的、部門的な制度
に関わる政策にも関連している'8。

2.3．活動と非物質的資源:｢非物質的集合的資産」

「外部性一資捌および喋合的資産」というこれ
ら二つの概念は、経済的動態が非物質的秩序における
価値に基礎を置き、またこれらの価値の生産の論理が
「外部効果」を実現しているだけに、それらを考察す
ることが今日ますます重要になっている。とりわけ、

OECD諸国の成長に主要な役割を果たしている投資
（技能形成、研究開発、コンサルタント等々 ）や最終

サービス(保健衛生､観光事業､文化､教育､安全等々 ）
などの非物質的。関係的サービスは、そのサービスを

－

17企業にとって､これらの規準が指し示しているのは､この規準を
知ることによって企業が人材を､そしてしばしば投資鍔りり当てるよ
うになる限りでのｺｽﾄという争点である。
18ここでは､諸部門は､諸地域が全くそうであるように､制度的に構
築されるものとみなされている｡詳しくはC.LaurentetC.du
Tbrnm'e,2007.を参照せよ。

直接受益する者に対して無媒介な効果を有しているけ

れども、同時に、そのサービスを間接的に受益する者

に対して、たいていの場合時間的なずれを伴ったネッ

トワークのなかで普及している「媒介的」（間接的)効

果をも有している(C.duTErtre,2002)。これらの効

果は相次いで影響を与えている外部性の動態に関わっ

ている。したがってサービスを間接的に受益する者に

対するそれぞれの効果は「外部性一資源」の効果であ

ると見なすことができる。このような効果の普及はア

クター間の諸関係の質に、つまりアクターたちを結び

つけているコーデイネーション様式やガバナンス装置

の質に依存している。「非物質的投資｣は物質的投資に

対して特殊性を有している。生産のサイクルそして生

産の経験は､消費にさいして摩耗しない(磨耗は通常、

生産財の減価償却の物質的基盤である)､そうではなく、
活用されている斗鋤質的資源の発展の機会を与える。

これこそ、組織の能力、信頼ないし適格性という、非

物勵勺資産が認められる場合である。したがって、非
物質的資源の発展がとる形態によって、非物質的投資

を共有できる(C.duTErtre,2007)。したがって、部門

的および．あるいは地域的ガバナンスの論理に従って

「集合的資産」を確認することができ、発展させるこ
とができる（図表2を参照)。

こうした見地からすれば、戦略的と見なされうる非
物質的な資源、そしてこの資源の発展に影響を及ぼす
投資、これらを確認することは、投資効果に関する評

価の組織とともに、調整すべき制度的な問題である。

こうした役割を果たしうる新しい評価システムの出現

は、価|離ﾘ造の本勵勺な軸になる。アクターたちの輪

郭を決めること、そして、「非物勵勺集合的資産｣への

アクセスの条件は、価値の分配の新しい条件に影響を

及ぼす政治と経済の接点となる。このプロセスはつね

に確認され解明されているわけではないにしても、非

部門化。再部門化、そして非地域化・再地域化とい

う動態に貢献している。

結論

今日、佃直の創造は、産業革命に由来する蓄積体制

におけるレギュラシオン様式、とりわけ内包的蓄積体

制におけるレギュラシオン様式ではほとんど考慮され

てない次元に関わる問題となっていて、価値のサービ

ス的かつ非物質的側面がとくに重要になっている。価

値内容がこのように変移しているので、われわれは、

価値の創造ならびに分配､蓄積の条件および価値の創

造の場について新たに分析しようとしている。このよ

うな分析の回り道を経ることによって、われわれは、

企業(ないし生産組織としての公共サービス機関)を、

唯一の価{Eg'1造の場ではなく、価睡1造のひとつの場

とみなすに至ったのである｡価値はまた､｢外部性~資

源」とみなされる外部性の論理を通じて、すなわち、

アクター間のコーディネーション様式を通じても創造

される。これらのアクターは、貨幣的ないし非貨幣的

活動に、あるいは市場的ないし非市嫌勺活動に従事し

ている。価値のこのような次元は｢集合的資産」に蓄

積される傾向がある。この集合的資産の大きさ、世代

間の持続性、アクセス可能性はこの資産の存在とガバ

ナンス様式に依存する。

「非物質的な集合的資産」の存在を確認すること、

制度的な面からこれらの資産を認知することは、現行

の非物質的・サービス的蓄積体制と整合的な新しいレ

ギユラシオン様式の出現にとって主要な問題の一つと

なっている。これらのレギュラシオン空間は、現在支

配的な金融主導のレギュラシオン様式の力からの開放

を可能にする、アクター間でのコーディネーション様

式が強化されるための重要なよりどころである。新し
い価値創造の様式を議論することは、まさしく価｛館リ
造の場や探求されるべきレギュラシオン様式の多様性
を認識することである。なぜなら価値創造の社会化さ
れた側面を理解することを通じて、価値の分配や蓄積
条件を理解することができるからである。とりわけ非
物質的次元における集合的資産は、経済と政治的の関
係について新しい仕方で考えること、

そして、この非物質的集合資産の発展とその入手の可
能性を持続可能な成長の新しい形態のカギとして醐累
することを可能にする。
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昏霊

内田日出男『物語ストラスブールの歴史」

今日、ヨーロッパ連合の進展の中にあって、フ

ランスの東端、ドイツとの国境に位置するストラ

スブールは、ヨーロッパ議会や欧州評議会を置き、

ヨーロッパ統合の軸の一つとして注目される都市

である。ストラスブールはまた、ヨーロッパでダ

イナミックに展開している地域圏(r6gion)の中

心の一つであり、この地域圏はいま、アルザスを

ベースとするフランス地域圏からドイツの上ライ

ン地区とも連携を深め、「ユーロディストリクト」

としても新たに展開しようとしている。大寺院を

中心とした世界遺産の旧市街の景観を保持しつつ、

郊外には工場、オフィス街を展開しており、ライ

ン河、TGVを軸とする水運、陸運ネットワーク

の中心の一でもある。そして、EUにおいてスト

ラスブールは開発と環境を調和させた「持続可能

な都市」の一つのモデル都市でもある。

このストラスブールは歴史上、ドイツとフラン

スの間を転々 とする数奇な運命をたどってきた。

ストラスブール大学に学び、アルザス経済史で博

士論文を書き、ストラスブールとアルザスに並々

ならぬ愛着を持つ著者が、ストラスブール史に関
する多くの文献を自家薬籠のものとして満を持し
て書き下ろした通史が本書である。

ストラスブールはもともと神聖ローマ帝国傘下
の自由都市であったが､近世国民国家の成立時（ウ
ェストフアリア条約）の頃から、フランスとドイ
ツの奪い合いの対象となる。

本書ではこの歴史を、「第一話」ケルト人居住か
らローマ侵入、支配に至る前史、「第二話」神聖ロ

ーマ帝国時代（独1)、「第三話」「第四話」17世

紀に始まるフランス支配（仏1）、「第五話」普仏

78

西川潤

早稲田大学名誉教授

戦争から第一次大戦に至るドイツ併合時代(独2)、

「第六話」1918年第一次大戦におけるドイツ

敗北によるフランス返還（仏2）、及び1940～

45年ヒットラー侵攻に伴う短いドイツ再統治時

代(独3）、「第七話｣第二次大戦後のフランス再々

統治時代（仏3）、そして今日のEU統合の中核都

市の時代、の7話で叙述する。

近代以降の400年間にストラスブールは、ド

イツ2回、フランス3回と主権国家を変えたこと

になる。だが、著者の関心は、ストラスブールの

主権国家間のやりとりにあるのではない。著者の

本書叙述の関心は次の二つの軸に沿っている。

第一は「ヨーロッパの時代」→「国家の時代」

→「ヨーロッパの時代」という時間軸に沿って、

ストラスブール及び市民がどう過去の歴史的文化

的蓄積を受け止め、次の時代においてこれを生か

しつつ新しい時代に対応してきたか、という関心
である。

第二は、これらの時代を通じて、どうストラス

ブール人が、自らのアイデンティティまたは集合

心性を形成し、このアイデンテイテイがいかに時

代の変化に伴い進化してきたか、ということであ
る。

このアイデンテイテイの形成、進化はけっして

平坦なものではない。本書ではドイツ時代の都市

名を「シュトラスブールク」、フランス時代のそれ

を「ストラスブール」と表示しているが、この都

市名の転変からも伺い知られるように、これら激

動の諸時代を通じて、ストラスブール人の心性は

多大の苦難と犠牲の上につくられてきた。そして、
ストラスブール人は、これらの激動を常に主体的

に受け止め、自らの生き方を模索してきたのであ

る。それが今日の「ヨーロッパ都市」ストラスブ

ールの展開の基礎にある。

この集落の居住者はもともとケルト系であった

らしいのだが、ケルト世界とゲルマーニア世界の

接点に位置し、「ケルマーニア化したケルト人」だ

ったのか、「ケルト化したゲルマーニア人」であっ

たのかは分からない。5世紀から6世紀にかけて、

この集落はローマ帝国に支配されるが、ケルマー

ニア系のアレマンニア人が定住するに至る。5世

紀末にこの地方にフランク王国の権力が確立し、

それから数世紀の政治的混迷の時代を経て、．この

町はゲルマン語、ゲルマン文化のアイデンティテ

ィを強め、10世紀頃には司教都市シュトラース

ブルクとして認められるようになる。「道の砦」の

意味であり、交通の要衝、商業の中心地、軍事要
塞としての性格を強めていた。

長い中世の間に、この町は司教権力から独立し

て、神聖ローマ帝国内の自由都市として立ち現わ

れるようになった。これはこの町の経済力、都市

文化、他のライン沿岸から北海に至る諸自由都市

とのネットワークを基盤としていた。11世紀か
ら4世紀余をかけて、この町のシンボルとなるゴ

シック式尖塔を持つ大寺院が建立されるのもこの

時期である。大商人などの貴族・門閥層、ツンフ

トに集まった手工業や商。流通業を生業とする一

般市民らの自治の気風から、16世紀にはいち早

く宗教改革を行う。著者はこの時期を「ドイツ的

自由のなかの都市共和国」と描写している。

しかし、三十年戦争の後、1681年にシュト

ラースブルクは、ルイ14世のフランス王国に併
合される。ここからストラスブールは、1871

年まで2世紀近くの「フランス世」を経験するの

だが．実は、この2世紀の間でも、最初の1世紀
のアンシャン。レジーム時代にはストラスブール

は「一国二制度」状態で、自由都市としての特権
をかなりの程度認められ、かなり気楽に「フラン
ス的趣味、ドイツ的流儀」（第三話の章題）の二重
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生活を享受できた。だが、その半面、北部ヨーロ

ッパの工業化に遅れをとったことも否めない。

変化が加速化したのは、1879年フランス大

革命以降で、共和国政府、ナポレオン政府の同化

主義、直接支配、ナショナリズムと公教育等近代

化革命の下で、ストラスブールのフランス化も急

激に進行した。だが、その過程で、中世自由都市

の自治伝統に根ざす自治主義もまた芽生えること

になる。

1871年から1918年の半世紀近く続いた

「独2」時代に、ドイツはアルザスーロレーヌ地

域を「エルザスーロートリンゲン」領邦として編

成し、シュトラースブルクを首都として直轄する。

急速な「再ケルマーニア化」が進められる。市民

たちの心性は「親フランス」「親ドイツ」「アルザ

ス意識」の3つに引き裂かれ、あるいは同一人物

内にこれらの意識が共存する事態となった。だが、

それらの変化の中でも、社会主義、反軍。プロイ

セン主義、自由。民主主義等が現われ、その中で、

アルザス自治主義が地歩を固めていった。これは、

1918年～1940年の「仏2」、ナチス占領期

の「独3」時代を通じても、もはや変わることが

ない。独3時代は強制徴用やユダヤ人狩りによる
受難の時代であった。

通常は、数千年にわたる都市の歴史を描くとな
ると、項目羅列的となりがちで、読むのにくたび

れるのだが、本書は冒頭に述べた問題意識を踏ま
えたストーリー展開が下敷きになっており、「物
語」として一気に読める。読者は､本書を通じて、
ストラスブール人がドイツ的文化とフランス的文

化の双方を吸収しながら、時代に応じて独自の自

治意識を酒養、発展させてきたさまを読みとるだ

ろう。評者は1960年代半ばに未だひなびた感

じのあったこの都市で1年間の留学生生活を送っ

たのだが、パリ経由で行くといかにも「地方都市」

のこの街が持つ歴史の奥行きに圧倒された。ヨー

ロッパの本質はその多文化性にあるとはよく言わ

れることだが、多文化ヨーロッパの象徴ともいえ

■■■



るストラスブールの人びとの心のひだに読者は本

書を通じて分け入ることになる。単に「ヨーロッ

パとは何か」にとどまらず「国民国家の競合時代

を経たヨーロッパとは何か」に答える好著となっ

ている。

（中公新書、313ページ、2009年10月、

本体価格900円）
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セルジュ。ラトウーシュ『経済成長なき社会発展は可能か？』

今日、先進諸国の経済は軒並み、低成長時代に

入っている。これを｢成熟経済」の表象と見るか、

または「失速経済」の時代と見るか。立場により

見方は異なるにせよ、これまでのように､北の「先
進国」が世界経済をリードする時代は明らかに終
わったと見るしかない。このような時代にヨーロ

ッパでは、「脱経済成長」(d6croissancse)を説く
経済学が影響力を増している。

因みにAmazon.hanceでこのキーワードを検索

に入れると、脱成長を表題に持つ本が、すぐ数百

冊出てくるので驚く。本書の著者は「ポスト開発

を目指す良心的成長拒否者ネットワーク」

(ReseaudesObjecteursdeCroissancepour
ROCADe

l'Apres-Developpement

htt ://Wiki.rocade.infb.）の活動的メンバーで、

襟に「良心的成長拒否者(Objecteurde
croissance)」のバッジを付けているのだが、同様
のポスト開発、脱経済成長、連帯経済関連NGO
のサイトも、ROCADeのリンクから入るとす
ぐ数十見つかる。学会としては反功利主義を掲げ
る,,MmSS"(M｡uvementanti.utmtariste"p
lessciencessociales)が近年では脱成長の論陣を
張っている。脱成長の専門の雑誌

"_"Entropia"にとどまらず､''Le(<D6croissance",

MondeDiplomatique""Ecologiste''等多くの雑誌
に、脱成長関連の記事が見出される。脱成長はと
りわけラテン系ヨーロッパの知的風土を席巻して
いる学問主題であると言ってよい。
「脱経済成長」とは二重の意味を持つ。経済成
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長期は終わり、ポスト経済成長の時代に入ったと

いう認識と、また、経済成長にからめとられた意

識を考え直し、成長にとらわれない新しい時代の

経済社会認識を発達させることが、現時点では必

要であるとの認識との双方である。

本書は「脱経済成長j派の代表的論客の主著を

始めて邦訳したものである。未だ、経済成長意識

に縛られて、景気低迷を財政刺激で乗り越えよう

と試み、政府赤字をひたすら累積させて、「ギリシ

ヤ危機」を明日は我が身に待つわが国にとって、

頂門の一針の書の出版と言えよう。

本書は二部から成る。第1部「<ポスト開発〉と

いう経済思想」は、先進国の低成長は、単に経済

循環の問題ではなく、じつは近代国民国家が追求
してきた「開発・発展」という資本蓄積思想の行

き詰まりによるものであるとの認識に立ち、現代
は「ポスト開発」時代に入っている現実を見据え
ることから、脱経済成長の道筋が見えてくると説
く。

第Ⅱ部「<脱成長〉による新たな社会発展」は、
具体的に脱成長を進めるための経済社会の基本認
識、これを処り所とした政策方向が説明される。
脱成長とは、エコロジー重視と地域主義の立場に
立ち、人間と地域社会の自律性を回復していく社
会発展方向なのだ。
ここで、直ちに「脱成長」と「ポスト開発」は
どういう関係にあるかが問われなければならない。
実際、フランスの脱成長論者の中にも、「ポスト開
発」については全く触れるところのない人たちも

’
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いるのである。

この問いに答える前に、本書に収められたそれ

ぞれ異なる2部の成り立ちについて見ておくこと

が有用だろう。

第1部は上記表題のように、「ポスト開発」

(1'apres･developpement)を扱っている。原題は

「Survivreaudeveloppement．Dela

decolomzationdel'maginaireeconomqueala

constuructiond'unesocietealternative」で、直

訳すれば、「開発の時代をどう生き残るか？経済に

関する想像力の脱植民地化から、もう一つの社会

建設へと向けて」で、現代世界でわれわれが直面

している社会的､環境的危機を乗り切るためには、

近代社会の立脚してきた開発・発展を至上命令と

する想念上の束縛を断ち切り、つまり、開発時代

に別れを告げて、経済社会の再生を探らなければ

ならないとする。内容は次のとおりである。序章

では、「ポスト開発」思想の先行研究、理論サーベ

イがなされる。第1章はポスト開発概念の吟味、

第2章は近現代社会の「発展」がつくられた神話

であるとの見方を示す。第3章は近年、開発協力

の世界を風摩している人間開発、社会開発、持続

可能な開発等の「新しい」発展パラダイムも、つ

くられた開発/発展パラダイムの延長線上にある

もので、問題の解決につながらないと切って捨て

る｡第4章は西欧自文化主義に立つ発展主義の｢欺

踊｣」について述べ、第5章でそこからの出口につ

いて述べる。この開発時代への別れを扱った第5

章で「共愉あふれる脱成長」(ladecroissance

conviviale)という新しい社会の方向が示されるの

である。最後に結論で、全体の議論がまとめられ、
「想念の脱植民地化」の必要性が説かれる。
第Ⅱ部の原題は｢Petittraitedeladecroissance

sereine」で、文字通り訳せば「気持ち良く脱成長
の道を歩むための小論」ということになる。邦題
の「<脱成長〉による新しい社会発展」は、日本の

読者には分かり易いが、著者は開発・発展という

言葉から抜け出すことを提案しているので、訳注
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をつけておかないと、読者の中には戸惑いを感じ

る向きもあるかもしれない。いずれにしても、こ

の第Ⅱ部では、「脱成長」の具体的な方法論が、互

酬等非営利経済にまで目配りする経済的想像力の

回復、そして、地域社会の自律性回復という二重

の視座に沿って説明される。ここで具体例として

示される非営利・互酬的経済の総体が「連帯経済」

と呼ばれるのである。序章「われわれは何処から

来て、何処に行こうとしているのか」では問題の

設定が行われ、第1章ではこの用語の起源、意味

の議論を通じて、脱成長が、成長の減退や緩慢化

ではなく、「成長中毒」のわれわれ自身を見つめ、

「政治的なるもの」(lepohtique)の再興、自律性

を備えた市民の自己回復を意味することが示され

る。第2章では政治的なるものの再興に向けての

8つの再生プログラムが説明され、第3章では、

雇用問題の解決等、政策方向が議論される。結論

「<脱成長〉は人間主義か？」では、脱成長論は近

現代世界を支配している「成長魔術（神話)」から

のめざめであり、それは同時に西欧思考をつらぬ

く「人間中心主義」からの自己脱却にもほかなら

ないとする。

この二部は、フランスの反グローバリズム民衆

運動の中で世界社会フォーラムの立場に立つ出版

叢書の中で、それぞれ異なる二冊として刊行され

た｡だが、これを合わせた日本版の本書は確かに、

ラトウーシユ理論のよき入門書となっている。

考え方の順番から言うと、今の経済社会の行き

詰まりからくる「脱成長」が先ず、取り組まなけ

ればならない緊急の方策として提示される。しか

し、この脱成長を成し遂げるためには、近代社会

そのものが立脚している資本蓄積、開発・発展思

考から脱却する必要がある、と説くのがラトウー

シュの議論（ポスト開発論）の特徴である。

つまり、ラトウーシュの議論は､脱成長論を,｢脱

西欧型近代化」路線の上に据え、人間の自律性回

復、自然との共生社会実現という方向への視座転

換の上に始めて現代社会の突き当たっている袋小

路からの出口が見出されると説く。その手掛かり

がエコロジーと地域主義である。ラオスに暮らし

た著者は、アジアには、エコロジー、地域主義重

視の文化伝統があるため、脱成長への独自の道の

り発見が可能かもしれないと考える。この議論は、

以上の要約からも察せられるように、まことに歯

切れがよい。読者はやや、この議論に乗っていっ

てどこまで行くのか、不安を感じるところがある

かもしれない。だが、ラトウーシュの議論が同時

に、マックス・ウェバー以来の西欧近代を理念型

として措く近代化論を真っ向から批判する骨太の

文明論でもあることに注意しておきたい。「多文化

的普遍性」の世界を見据えた著者の議論は、戦前

の日本を風摩した自文化中心型の近代主義批判と

は根本的に異なる。これは、単なる近代批判の復

とは異なる点である。明治以来「西欧追随

近代化路線をひた走ってきた日本にとって示

古主義

型」近

唆され

訳文

来"CO

機械的

れる」

注、訳

るところは大きいだろう。

は内容をよく汲み取り、分かりやすい。従

nvMal"というと、イリーチの翻訳に習い、

に「共生の」と訳されていたが、「共愉あふ

という訳語はイメージ豊かで感心した。訳

訳者解説も丁寧で本文の理解をおおいに助け

る。現代フランス経済学界での一大テーマとして

の脱成長論、また、社会科学一般の分野での「ポ

スト開発・発展論｣、文明転換論へのよき入門書の

刊行を喜びたい。

(中野佳裕訳、作品社、357ページ、2800

円十税）

■
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園 「自律性」を取り戻すよう展望している。事実､

ドイツ、北欧諸国の労働組合は多少ともそうした

特徴を有しているのであり、それがフランスで決

して不可能であるわけではないだろう。

最後になるが、このようなフランスの労働組合

の分析に対して、日本の状況はどうであろうか。

低い組合加入率、現場中心主義から制度化された

組合への変容、政府審議会への参加が意味する社

会への統合、これらはいずれも日本の労働組合に

もあてはまる特徴である。本書を読み進むなかで、

絶えず日本ではどうなっているのか、という問い

が胸中に生まれるのを妨げることができなかった。

将来において､フランス、ヨーロッパそして日本、

あるいはアジアの労働運動の現状分析をめぐって

DominiqueAndolfattoetDom並mqueLabb6
TbUjoursmoms!D6clindusydicalismealahan9aise

’

可
Ⅱ
０
１
１
ｊ
■
ｌ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｔ
ｒ
Ｉ

井上泰夫

名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

現代フランスにおける労働組合の社会的役割とは

何か

1970年代、いわゆる黄金の30年間まではたしか

にフランス型労働組合は存在し､活性化していた。

だが、じよじよに、その性格は弱まり、逆に、労

働組合は既存の社会経済システムのなかで制度化

された役割を担うようになる。そして、制度化と

いう成果と引き換えに、1970年代までのフランス

型労働組合が喪失したのは、かつての現場主義で

あった｡極端に言えば､現場の労働組合員の問題、

意見、困難を聞き出して、それを交渉の舞台に上

げて、企業側と交渉し、その成果を組合員に還元

する、というのが現場主義の内容である。したが

って、そこでは、労働組合員の支払う組合費、交

渉の内容、組合の自律性、これらが相互にリンク

していた。

このような現場主義に対して、1980年代以降の

制度化された組合は、企業および官庁の補助金に

依存している。そうである以上、このタイプの組

合は、企業や官庁に対して厳しい態度で交渉に臨

むことができない。専従の給与がこうした補助金

で支払われているのは普通であるし、光熱費、事

務所、交通手段など物的なサービスの提供もまれ

ではない。さらに、社会保障制度、労使関係など

の審議会に参加することによって支給される手当

ても相当な額にのぼる。そして、労働組合の財務

状況は税務署などのコントロールの外にあり、外

部への透明性はきわめて低い。

このようにフランスの労働組合を批判的に分析

したのちに、筆者たちは今後の展望として、この

ような制度化された労働組合が今一度現場中心の

本書の原タイトルTbUjoursmoms!は、1990

年代以降のフランスにおける経済的低迷のなかで、

大多数の一般の賃労働者の所得が｢絶えざる減少」

を示し続けているという事実と、もう一つの事実

であるフランスの労働組合員数の｢絶えざる減少」

という二つの減少を引っ掛けている。

それゆえ、本書の主題はこの二つの減少という

事実に関わっている。いかにして国民所得のゆが

んだ分配関係一一握りの富裕層の肥大化と大多数

の貧困化一を資本主義社会における主要な社会的

アクターの一人である「労働組合」が正常な形態

に戻すことが可能なのか。現代社会における経済

社会問題に対して労働組合がすべての回答を準備、

提供することのできる時代はすでに遠くなってい

る。にもかかわらず､著者たちは30年以上の長期

にわたってフランスそしてヨーロッパにおける労

働組合の役割について歴史的な分析を行った結果

として、なおかつ労働組合の存在に大きな可能性
を求めている。

本書のサブタイトルである「フランス型労働組

合の衰退」とは、伝統的に企業、工場の現場で少

数の細胞作りから始まるような現場中心の労働組

合のことを意味している。そのような現場中心主

義という点では､他の国々 も妥当する特徴である。

その現場主導型の労働運動の衰退とは何か。本書

の圧倒的な論点はここに存在するのであって、

分析の光が交差することを期待したい。

(DommiqueAndolhttoetDominiqueLabb6

乃耽zIIFmoms/DeMnduaydrb没"smeさ必

丘洩""jSa221pp,Ganimard,2009)
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2009年度；2010年度活動報告

日仏経済シンポジウム：

経済危機下の市場の変容；雇用、豊かさ、グローバル市場化の日仏比較
（日仏経済学会50周年記念）

（2010年10月2日；場所：日仏会館大ホール）
日仏経済学会,UMIFE19CNRSMAEEおよび日仏会館共催。同時通訳あり

この季刊の主な活動として、二つの大きな日仏経済会議を2010年3月（パリ）及び10月（日仏

会館）で行った。とくに、10月の会議は本学会創立50周年記念のシンポジウムとして開催され、多

数の会員が参加した。

第10回日仏経済学会議2010年3月18日パリ第13大学人間科学研究センター

同会議は、パリ北部の郊外の工場跡地をオフィス向けに再開発された地域に新たに設立されているパ

リ第13大学の研究センターで開催された。日仏合計8本のペーパーが報告され、それぞれにコメンテー

ターが用意された結果､報告者側からの一方的な話だけでなく、双方向的な議論を深めることができた。

全体として現代資本主義が抱えるさまざまな問題、矛盾が分析テーマとして取り上げられた。豊かさと

は何かをめぐる方法論についての議論（西川、中野報告）に始まり、蓄積体制の多様性（ドウ・テルト

ル報告、プテイ報告)、アフリカ経済のレギユラシオン分析（勝俣報告）など、斬新な研究テーマについ

て議論を展開することができた。そして、2年後には日本において第11回日仏経済学会議を開催するこ
とが合意された。

最後に、2009年度に引き続いて石橋財団の研究補助を受けて、今回の会議を実現することができたこ

日本とフランスは、2008年のリーマン・ブラザーショックに始まる世界経済危機により、
市場の変容を経験している。最も可視的な現象としては、日仏共通に雇用情勢の悪化（失業率
と非正規労働者の増加）や所得の停滞がある。失業率の増加や非正規雇用の拡大による所得の
低下傾向は国内消費の停滞を意味し、低成長そして社会保障を含めた福祉と生活水準の低下、
そして格差の拡大などの問題を引き起こしている。

このような問題の背景には、より長期的かつ構造的なトレンドがある。長い間、市場は国を

単位として成立し、国が国内生産者の雇用と所得を守るために規制を行い、経済成長と福祉の
充実を実現してきた。この構図はl973年の第一次石油ショックを契機に変化し、フランスを
含む多くの先進国が低成長と大量失業の時代に突入する。国内市場の停滞を打開するために、
企業は国内市場からボーダーレスな世界市場をターケットとすることになる。その例が、半導

体、電器、自動車などの世界規格の製品であり、企業のグローバル化の動きである。EUの拡
大や中国などの新興国の世界経済への組み入れも同じ文脈の中で行われている。
同時に、経済の限りなき量的拡大、すなわちGDPの成長に批判的な動きも活発化している。

今日では、資源が有限な世界において、持続的な成長を模索する経済学者も多い。さらには、
豊かさの指標としてのGDPの概念そのものに疑問を呈する人もある。すなわち、市場取引の
みが経済効率を最大化すると考える伝統的な経済学への批判である。

日仏経済学会は様々 な視点を持つ日仏の経済学者の交流を、50年にわたり、行ってきた。
本年はその節目の年にあたるので、日仏の経済・経済学が共有する問題を多角的に考え、新し
い地平線を見出すためにシンポジウムを企画した。フランスからの基調講演者として、著名な
J・フレシネ氏（パリ第一大学名誉教授：現雇用研究センター評議会会長）を招き、フランス
の失業・雇用問題や雇用政策に関する総括的な報告をお願いする。フレシネ教授は失業．雇用
問題の権威として、ここ30年以上フランスの雇用政策に深く関わってきた。

日本側の基調講演者、西川潤（早稲田大学名誉教授）氏は開発経済学の先駆者で、独自の視
点から、開発経済学や理論経済学の分野で先端を走り続けている。また、長年、日仏経済学会
の会長を務め、フランスの経済思想の普及に大きく貢献した。この他、多様なバックグラウン
ドを持つ専門家により、世界経済危機と市場の変容に関してパネル．ディスカッションを行う。

‐
１
１
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I とを記しておきたい。

同会議のプログラムは以下の通りである。
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鈴木宏昌日仏経済学会会長あいさつ

ロベール・ボワイエあいさつ

第1報告西川潤「人間の福祉をどう計測するのか」

コメンテーターダヴイド・フラシエ（パリ第13大学）

第2報告パスカル・プテイ（パリ第13大学）「フレックス・セキュリティ・モデル」
コメンテーター鈴木宏昌

第3報告新井美佐子「日本におけるジェンダーと労働市場」

コメンテーターセバスチャン・ルシュヴァリエ

第4報告中野佳裕「脱成長と人間」

コメンテーターセドリック・デユラン（パリ第13大学）

第5報告クリスチャン・ドウ・テルトル（パリ第7大学）「非物質的蓄積体制」
コメンテーター西川潤

第6報告勝俣誠「サハラ砂漠以南のアフリカにおける発展とレギュラシオン」
コメンテーターマルク・ローティエ（パリ第13大学）

第7報告横田宏樹（パリ第13大学・院）「企業の成長とイノベーション戦略一ホンダの例」
コメンテータートマス・ラマルシユ（パリ第7大学）

第8報告井上泰夫「日本経済と失われた20年」

コメンテーターブリユノ・ジユタン（パリ第13大学）

今後の展望をめぐって－全体討論
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基調講演者の横顔日仏経済シンポジウム：経済危機下の市場の変容；雇用、豊かさ、グローバル

市場化の日仏比較（日仏経済学会50周年記念）日仏経済学会及び日仏会館共
催（2010年10月2日、13:30-17:15、場所：日仏会館大ホール）使用言語：フ
ランス語、日本語（同時通訳あり）

J.フレシネ氏パリ第一大学名誉教授、現雇用センター評議会会長。フレシネ教授は著名なﾌ

ﾗﾝｽの雇用問題め権威として、30年以上ﾌﾗﾝｽの雇用政詞¥瀦圏や2で壹塗(IRES)轡とp（公共職業紹介機関）の評議会会長（1981－1987）、経済社会研究所（IRES）所長
(1988-2002)、内閣経済諮問委員会(Conseild'analyse6conomique)委員(197
7－2003）などを歴任。著書・論文多数。第一セッション：13：30－15：10（座長：廣田功、帝京大学）

開会のあいさつ：鈴木宏昌（日仏経済学会会長） 西川潤早稲田大学名誉教授、ラサール大学、パリ第一大学、北京大学、チュラーロンコー
ン大学、パリ国立政治学院の客員教授などを歴任。専門は経済発展論、経済学史。わが国を
代表する経済学者として開発経済学などの新しい地平線を開拓するとともに、NGO活動にも
積極的に携わってきた。また、長年、日仏経済学会の会長として日仏経済学交流に多大な功
績を挙げ、フランス政府から教育文化勲章(Palmesacademiques)を授与されている。著書。

基調講演1「フランスの雇用政策と失業：30年の軌跡」JacquesFreySSinet(パリ第一大
学名誉教授：現雇用研究センター評議会会長）

コメンテーター：鈴木宏昌（早稲田大学教授、日仏経済学会会長）
論文は多数。

基調講演2「ポスト経済成長時代の豊かさとは？一新成長戦略を批判する」西川潤（早
稲田大学名誉教授）

コメンテーター：竹内佐和子（京都大学謝受）

休憩15:15-15:30

第二セッション：15：30－17：15（座長：勝俣誠、明治学院大学）

パネル・ディスカッション「経済危機と市場の変容；新しい日仏経済学交流のパースペクテ

■イブ」

パネラー

MarcHumbert(日仏会館研究所長)(専門分野；政治経済学、持続的経済開発論）

PhilippeDebroux(創価大学教授)(専門分野：起業研究、人的資源管理）

井上泰夫（名古屋市立大学教授）（専門分野：制度経済学）

矢後和彦（首都大学東京教授）（専門分野：フランス経済史および国際金融史）

懇親会（ワインを囲んで）
ｌ
Ｐ
Ｉ
ｌ
ｌ
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今
云

今
云 則日仏経済学2008年度日仏経済学会会計報告

(2008年4月1日-2009年3月31日） 第1条本会は、日仏経済学会(laSocietefranco-japonaisedesSciencesEconomiques)と称し、これを日仏会館

に設ける。

第2条本会は、同一の目的を有するフランスの諸機関との協力のもとに、日仏問の経済学の交流を促進することを

目的とする。

第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

イ）フランスの経済学者を日本に受け入れ、また、日本の経済学者をフランスに派遣することにつき斡旋・

協力し、並びに両国間における経済学研究者の交換を助成すること。

ロ）フランスの重要な経済学文献の日本語訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること。

ハ）日本の重要な経済学文献のフランス語訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること。

二）刊行物、特に主要な経済学または経済学誌を通じて、日仏両国における経済学説並びに経済の動向に関

する相互の理解を深めること。

ホ）両国相互の経済並びに経済学文献の整備、特に両国のビブリオテクの整備に関し、適切な措置を講ずる

ことに努め、かつ、これを促進すること。

へ）その他本会の目的に適する事業。

第4条本会の事務所を、附則に定める箇所に置く。

第5条本会は、次に定める会員をもってこれを構成する。

イ）正会員：本会の事業に実際に参加協力する者。

ロ）賛助会員：本会に対し、精神的または物質的な支持を与える者の中から選ばれた者。

ハ）名誉会員：日仏両国問の経済学の交流に特に寄与した者の中から選ばれた者。

第6条本会の目的に賛同するものは、正会員となることを求めることができる。この請求は、正会員1名の推薦に

より、理事会の承認を経なければならない。名誉会員または賛助会貝の資格は、理事会がこれを与える。但

し、その資格は、本人の同意がなければ確定しない。

第7条会費は、次のように定める。

イ）正会員年額6，000円（院生会員4,000円）

ロ）賛助会員自然人の場合年額5,000円

法人の場合年額5，000円以上

ハ）名誉会員は会費を納めることを要しない。

第8条会員に重大な義務違反がある場合には、理事会の決定によって、この者を本会から除名することができる。

この者の異議があるときは、この決定は総会の承認を得なければならない。

第9条会長は、理事会において理事の中から互選され、本会の事業を統率し、本会を代表する。
第10条理事会は、若干の理事をもって構成され、総会により選挙される。理事会は、本会の業務を執行する。理事

の任期は2年とする。

2会計監査のために、監査役を設けることができる。監査役は、総会により選任される。

第11条会長は、名誉会員のなかから顧問を委嘱することができる。顧問は、会長の請求により、理事会に対して意

収入 支出
一 _

通信費￥10,345

印刷費￥296,617

会合費￥18,700

事務費￥10,898

前期繰越

会費収入

¥290,182

¥288,000

合計 ￥578,182

小計 ¥336,560

次期繰り越し￥241,622
- －

合計￥578,182

特別会計

収入 支出
一

東京日仏会議￥900,000

名古屋会議￥500,000

石橋財団 ￥1,400,000

上含巳/室 r韓苦汁説コ

モ 認琉ま ヲ，
汚州/列包_<ハン

瞳査灼,aQも夕と、

弦査”炎采、
過_Z"z,"at

句．

ーと

見を述べることを職務とする。
ｌ
ｒ
ｉ
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｐ
Ｉ
４
４第12条会長は、本会の発展のために特に功労のあった者に、総会の議を経て、名誉会長の称号をおくることができ

る。
I

第13条総会は、正会員の全貝をもって構成する。正式に召集された会員の3分の1が出席し、または、代理されて
’いるときは､総会は有効に決議することができる。総会は少なくとも年1回召集され､理事会の報告を聞き、

必要な場合には理事を選挙し、本会の事業について決議する。
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投稿規定
日仏経済学

今
云 役 員 名 簿

1．本『BULLETIN』への投稿は、原則として会員によるものとする。
2．原稿の分量は、原則として1万6000字（400字×40枚）以内とする

（図表等を含む)。

3．ワード・プロセッサーによって作成された原稿を電子ファイルで提出されたい。
4．原稿書式は次のとおり。

余白は上下25.4m、左右19.05m(MicrosoftWord2007の余白「やや狭い」に設定）
タイトルは1行目に14ポイントで置く。

1行あけて氏名（所属）を12ポイントで右揃え。

タイトルと氏名（所属）は太文字。

1行あけて本文（10.5ポイント）を2段組みで始める。

図表を入れる場合には2段組みを解除する。

ページ番号は入れない。

5．別紙に仏語での表題を書き添えること。

6．投稿論文の掲載可否は、編集委員会にて決定する。

(2008年4月-2010年3月）

〆

木宏昌（早稲田大学）

田功／（新潟大学）

上泰夫／（名古屋市立フ

田一廣ノ(阪南大学）
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(明治学院大学）

(大阪産業大学）
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(京都大学教授）
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(早稲田大学)_hasegawa@wasedaiD
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(熊本学園大学）

(国際経済交流財団）

hanada@kUmagaku.ac

infb@iefoI:jP

(名古屋市立大学）

(名古屋大学）

日仏経済学会。BULLETIN｡第27号
顧問 小 金芳弘

林雄二郎
2010年11月30日
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日出海（成躁大学）
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huchida@econ.seikei.ac ／
発 行 日 仏 経 済 学 会

代 表者鈴木宏昌

編集責任者井上泰夫

一

事務局長大門毅（早稲田大学）

連絡先：〒169-0051東京都新宿区西早稲田1－6－1

早稲田大学商学学術院鈴木宏昌研究室気付

日仏経済学会事務局

TEL:03-5286-2010

E･mail:masa-suzuki@mbd.ocn.ne.jp

郵便振替口座番号00110-8-42423

__--- ----

印刷株式会社サナエ（早稲田大学正門前)TEL:03-3203-1119
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